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はじめに 
 
グリーン連合は、政府とは異なる市民の視点から環境の現状や問題点を分析し、より良い解決の方
向性を示すことを目的に、 『市民版環境白書グリーン・ウォッチ』を 2016 年の設立以来、体制の見
直しを受けて休刊となった 2022 年を除き毎年、発行しています。幹事を中心に編集委員会を組織
し、会員団体メンバーを中心に執筆 ・編集を行い、気候変動・エネルギー問題、化学物質問題、原
発問題、生物多様性など主要な環境問題を解説、また関連政策をレビューしています。 
 
2025 年版では、脱炭素社会の実現に向けた政策や再生可能エネルギーの進展、プラスチック汚染
や PFAS 問題への対応、生物多様性条約 COP16 の成果などを詳しく解説します。そして、市民の
力で社会を変える具体的な方法として、環境政策への市民参加の仕組みづくりや、民主主義による
イノベーションの必要性について取り上げています。  
 
特に今回は、行動する市民の声を紹介しています。若者による気候訴訟、お店のプラスチック容器
についての市民調査、気候市民会議、生物多様性に関する若者グループなど、各地で実践されてい
る取り組みが示すのは、「一人の行動が社会を動かす」ことの現実です。また、10 周年を迎えたグ
リーン連合の活動の歩みを振り返る特設コーナーを設けています。 
 
環境問題は私たちの暮らしに密接に関わるため、市民の理解と協力なしには解決できません。『グ
リーン・ウォッチ』が、環境をめぐる現状を伝えるだけでなく、日々の生活の中でできる小さな一
歩と経済や社会の仕組みを変える第一歩につながることに目を向けるきっかけになれば幸いです。 
 
2025 年 6 月 12 日 
 

グリーン・ウォッチ 2025編集委員会 
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第 1章 
脱炭素社会実現に向けた最新動向 

第 1 節 気候危機の現状と課題 

桃井 貴子（NPO法人気候ネットワーク 東京事務所事務局長） 

 2025 年は気候変動問題にとって大きな節目
となるだろう。11 月にブラジルで開催される気
候変動枠組条約第 30 回締約国会議（COP30）
では、パリ協定に基づいて 5 年ごとに実施され
る気候変動対策の進捗評価グローバルストッ
クテイクが予定されている。

この重要な会議を前にして、2024 年、地球の
平均気温は、観測史上はじめて産業革命前に比
べ 1.55℃と、1.5℃を上回る記録が報告された。
また、世界各地で多発する異常気象はこれまで
より一段スケールがあがり極端な豪雨、高温、
干ばつ、山火事などの災害をもたらしている。 
 極めて緊急な気候変動対策、つまり温室効果
ガスの削減が求められる中、米国ではトランプ
氏が二回目の当選を果たし、大統領就任直後に

パリ協定からの脱退を表明し、2,000 人に及ぶ
海洋大気局（NOAA）の職員を解雇するなど、
気象や気候の研究費を止め、気候観測や予測な
ど継続的な重要研究が危機にさらされている。 
 一方、日本では、2025 年 2 月 18 日、地球温
暖化対策計画、第 7 次エネルギー基本計画、
GX2040 ビジョンが閣議決定し、地球温暖化対
策計画に示された削減目標は即日気候変動枠
組条約事務局に NDC （国別削減目標）として提
出された。これらは、人類の生存を脅かす気候
危機回避には程遠い削減目標であり、エネルギ
ー多消費産業の要望を丸のみするかのような
手厚い支援とともに原発・火力を維持する方針
である。 

ここではその内容を振り返ってみたい。 

１．気候変動対策をめぐる国際情勢 

 人類の化石燃料の使用増大等に伴い、世界の
CO2 排出は大幅に増加している。大気中の
CO2 濃度は、年々増加し、工業化以前（1750 年
の 大 気 中 の CO2 濃 度 の 平 均 的 な 値 を 約
278ppm とする）に比べて約 51％増加し、2024
年は 421ppm を超えたことが報告された。 

 また、世界気象機関（WMO）は、2024 年が
観測史上最も暑い年であり、世界全体の年平均
気温が産業革命以前と比べて 1.55℃上昇した
と発表した（2025 年１月）。気温の領域は人類
史上未知の領域にさしかかりつつあり、過去 10
万年で最も高温な 10 年を迎えている。 

１－１ 気候変動枠組条約締約国会議第 29回締約国会議（COP29） 

2024 年 11 月 11 日から 24 日まで、アゼルバ
イジャン共和国のバクーで COP29 が開催され
た。最大の焦点は、2025 年以降の気候資金目標
（NCQG）で「資金 COP」とも呼ばれた。2020
年以降、パリ協定に基づき先進国が年間 1,000
億ドルの気候資金を途上国に提供する目標は
達成が難航しており、新たな資金目標が必要と

されている。気候変動の悪影響にさらされてい
る途上国は公的資金を中心とした年間 1 兆米ド
ル規模の金額設定を求めていたが、今回合意し
た NCQG は年 3,000 億米ドルの目標に留まり、
途上国の要請に見合う内容とはならなかった。
また、緩和に関しては「化石燃料からの脱却」
など前年の COP28 の合意内容をさらに深化す
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ることが期待されたが、合意にいたらず議論を
継続することとなった。 
 市民社会・NGO は先進国がその責任を果た
し十分な公的資金を拠出すること、途上国のニ
ーズに沿った野心的な資金目標に合意するこ
と等をめざし、各国への働きかけやアクション
を行った。 

 また、脱石炭の動きも加速化する動きが見ら
れ、有志国による「Call to Action for No New 
Coal」が立ち上がり、オーストラリアなど 25 カ
国が賛同した。これは、NDC を含む国の気候変
動対策計画に新たな石炭火力を使用しないこ
とを宣言し、他国にもそれを呼びかける内容で
ある。 

 
１－２ 産業革命の起点イギリスで石炭火力が全て閉鎖 
 
 2024 年 9 月 30 日、英国最後の石炭火力発電
所ラトクリフ・オン・ソアが閉鎖した。英国は
過去 10 年間、再生可能エネルギーの急速な導
入と石炭火力発電所への規制強化を実施し、発
電による CO2 排出量を 2012 年の 1 億 6,000 万
トンから 2023 年の 4,100 万トンへと大幅削減
を成し遂げた。石炭火力は 2012 年に英国の発
電量のほぼ 40%を占めていたが、2019 年には

2%に縮小し、2024 年 10 月にゼロとなった。 
 英国では石炭火力発電の段階的削減に伴い、
電源構成を次のように変えた。まず風力と太陽
光発電を 6％から 34％に増加した一方、ガスの
割合は 28％から 34％の増加にとどまり、ガス
火力はさほど増えていない。特に風力発電は、
2012 年から 2023 年にかけて 315％（62TWh）
増加させるなど、再エネシフトを大幅に進めた。 

 
２．日本の温室効果ガス排出量 
 
 環境省は、2025 年 4 月、2023 年度の日本の
温室効果ガス排出量・吸収量が、約 10 億 1,700
万トンになったと発表した（注１）。2022 年度
比で 4.2％ （約 4,490 万トン）の減少となる。内
訳は、排出量が約 9 億 8,900 万トン （2022 年度
比 4.1%減少）、吸収量が約 5,370 万トンで、日
本が基準年とする 2013 年度の排出量（13 億
9500 万トン）と比べて、27.1％（約３億 7,810
万トン）の削減となった。減少の要因として、
電源の脱炭素化（電源構成に占める再生可能エ
ネルギーと原子力の合計割合が３割超え）や製
造業の国内生産活動の減少によるエネルギー
消費量の減少等をあげている。 
 環境省は、「2050 年ネット・ゼロの実現に向
けた減少傾向を継続」したと評するが、本来、
気候変動対策として最初にやるべき石炭火力
の廃止という方針を日本はまったくとってお
らず、火力から再エネへの転換が進めばもっと
大幅な削減につながったはずだ。また、石炭火
力に関しては、むしろこの 10 年あまり「高効率
石炭火力」の新規建設を推進し、石炭火力発電

の設備容量は 2023 年まで増加傾向が続いてき
た （図 1）。電力需要も減少傾向にある中、時代
錯誤の石炭火力を過剰に増やした結果、気候変
動対策に逆行してきたと言える。 
 
 

図 1：石炭火力発電の設備容量の推移 

 
（出所）「Japan Beyond Coal 」Webサイト 
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３．2035年・2040年削減目標とその評価 
 
３－１ NDC合同審議会に示された政府案と委員の反発 
 
 パリ協定に基づく NDC の提出期限が 2025
年 2 月とされ、目標年として推奨されていた
2035 年目標を日本も提出している。この目標策
定プロセスを振り返っておきたい。 
 IPCC 第 6 次評価報告書統合報告書では、
1.5℃上昇に抑えるために必要な温室効果ガス
の削減目標は、世界全体で 2019 年比 2030 年
43％削減、2035 年 60％削減、2040 年 69％削
減が示されていた。IPCC の示す削減目標は世
界全体であり、先進国である日本はより大きな
削減を目指す責任がある。 
 政府は、NDC の策定に向け、環境省中央環境
審議会地球環境部会小委員会と経済産業省産
業構造審議会イノベーション・環境分科会ＷＧ
の合同審議会（以下、「NDC 合同審議会」）を

2024 年 6 月に開始。月１回ペースで開催され
たものの第 5 回まで関係団体などからのヒアリ
ングが続いた。 
 第 6 回会合 （11 月 25 日）で事務局案が示さ
れたが、その内容は、これまでの 2030 年目標
「2013 年比 46％削減」を引き上げることなく、
そこから 2050 年にネットゼロにする道筋とし
て「①上に凸の経路②直線の経路③下に凸の経
路」と３つの経路を示した上で、「排出削減と経
済成長の同時実現に向けた予見可能性を高め
る観点から、直線的な経路を軸に検討を進める
ことでどうか」として、2035 年に 2013 年度比
60％削減、2040 年に 73％削減とするものだっ
た（図 2）。これは、IPCC の 1.5℃水準に満た
ない。 

 
図 2：審議会で示された日本の排出削減の現状と次期 NDC 水準 

 
（出所）第６回合同会合事務局資料 https://www.env.go.jp/council/content/i_05/000274682.pdf 

 
 この第６回会合の際、環境省側の審議会委員
であるハチドリソーラー株式会社代表取締役
の池田将太委員から、審議会では環境省から事
前に 「屈託のない意見」を求められたにもかか
わらず議論を行う場になっていないと投げかけ
があった。そして、前会議を欠席した際、削減
目標に関する意見書を事前提出したが、「今回

のコメントは控えていただきたい」と事務局か
ら止められ、会議で読み上げすらしてもらえな
かったと訴えた。 
 この件は、メディアなどにも取り上げられ、
SNS を中心に拡散され、現在の政策形成プロセ
スの問題が可視化される大きなきっかけとも
なった。その後の委員会では削減目標の問題が
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他の委員からも指摘され、削減目標について徹
底した議論をすべきだとの意見が多数出たこ
とにより、３回にわたって時間制限なしで自由
討議をする異例の展開となった。しかし、それ
でも最後は「中央値」である 2013 年度比 60％
削減の政府案はゆらぐことがなかった。 
 その後、12 月末にまとまった政府案に対して、

１カ月間のパブリックコメントの募集が行わ
れた。パブリックコメントは現状で市民が公式
に意見を表明できる唯一の場で、環境 NGO な
どは政府案の問題をわかりやすく解説するウ
ェビナーなどを連日開催し、パブコメの提出を
市民に呼びかけた。意見は政府の公式発表で、
3,211 件集まったとされる。

 
３－２ 多様な団体や個人が削減目標の深堀りを提案 
 
 NDC の策定にあたり、若者団体や環境 NGO
など複数団体が、2050 年に向けて日本が辿るべ
き削減経路や、国際社会で遜色のない応分の目
標として 1.5℃目標に整合する水準として 80％
以上の削減を求める見解など多数示されてい
た。また、企業が参加する気候変動イニシアテ
ィブ（JCI）や日本気候リーダーズ・パートナー
シップ（JCLP）なども IPCC の水準である 2013
年比 66％削減を求めていたほか、国会でも高い
削減目標を求める動きは野党のみならず、自民
党再エネ議連や公明党などからもあがっていた。 
 また、国際的な研究機関のコンソーシアムで
ある「Climate Action Tracker（CAT）」は、ひ

とりあたり排出量などをふまえて 1.5℃目標に
整合する日本の削減率は、2035 年までに 2013
年比 81%減が必要だとした（注２）。 
 カーボンバジェットに基づく科学的な根拠や、
日本の歴史的排出の責任や能力をふまえて削減
レベルを考えれば、最終決定した 2013 年度比
60％削減も不十分であることは明らかだ。しか
し、温室効果ガス排出の大半を占めるエネルギ
ー起源 CO2 排出に関するエネルギー政策は、
経済産業省のエネルギー基本計画で決められ、
削減目標とは別で議論されるため、環境省での
審議は最も重要なエネルギー政策に切り込め
ないことが最大の問題である。 

 
４．原発回帰・石炭火力維持のエネルギー政策 
 
 NDC の議論に平行して行われていたのが、
経済産業省の総合資源エネルギー調査会基本
政策分科会である。年末のわずか２回の会合で
原案がまとまった。原案は、経団連が事前に公

表した「エネルギー基本計画の見直しに向けた
提言」を色濃く反映した内容で、「意見箱」など
を通じて集まった脱原発や 1.5℃目標との整合
を求める市民の声は反映されなかった。 

 
４－１ 2040年まで何も変えない電源構成 
 
 NDC が 2035 年の削減目標を示したのに対
し、電源構成は 2040 年の見通しのみが示され
た。それも、図 3 のように第６次エネ基の 2030
年の見通しと比較して、ほぼ何も変わらず、む
しろ後退したとも言える。 
  「エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観
点から、再生可能エネルギーを主力電源として
最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源

に過度に依存しないようバランスのとれた電
源構成を目指す」ことが基本的考え方として示
され、具体的には電力需要を現状（2023 年）の
9,854 億 kWh から、1.1～1.2 兆 kWh 程度に増
加すると見積もり、原発を 2030 年目標から据
え置きの 2 割程度、再エネ 4～5 割程度、火力
を 3～4 割程度としている。 
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図 3：エネルギー需給の現状と 2030 年・2040 年の見通し 

 
 
 火力は、石炭・LNG ・石油の内訳を示さず 4
割程度とぼやかした。高コストの水素・アンモ
ニア混焼や CCS がどのように具体的に導入さ
れ、2030 年目標（石炭 19％、LNG20%、石油
2％）からどのように排出量が削減されるのか
も明らかにされなかった。G7 で合意した「対策
のとられていない石炭火力発電のフェーズア
ウト（全廃）」にはまったく言及せず、「非効率
な石炭火力のフェードアウト」をあげるのみだ。
これも第６次エネルギー基本計画で明記され
ていたものの、現状では非効率石炭火力の廃止

は進んでいない。省エネ法や容量市場の枠組み
を使うという従来の説明からなんら進展もな
く、これらの制度こそ石炭火力を維持する方向
に機能しており、こうした文脈から石炭火力維
持に向けた政府の意向が読み取れる。さらに、
CO2 を大量に排出する LNG 火力の「新設・リ
プレース」を強く打ち出し、1.5℃目標に不可欠
な先進国における 2035 年の電力部門の脱炭素
化というベンチマークからはかけ離れたもの
となった。なお、再エネについての解説は次節
を参照されたい。 

 
４－２ 原発回帰と火力維持のための水素・アンモニア 
 
 原子力については、2011 年の東京電力福島第
一原子力発電所の事故をうけて第４次エネル
ギ―基本計画以来示されてきた「原子力依存の
低減」が削除され、原子力を脱炭素電源のひと
つと位置づけ、今後のリプレースをより積極的
に推進し、「原子力の最大活用」として 2040 年
に 2 割程度と位置づけ、既設原発の再稼働、長
寿命化に加え、新設を打ち出した。原子力 2 割
程度はきわめて非現実的な「目標」であり、そ
の不達成分を過剰な設備が存在する火力が補
う形になることは明らかで、結果的に CO2 排
出の増大をもたらすこととなる。 
 また、「次世代エネルギー」として、水素・ア
ンモニアなどコストが非常に高い燃料を積極
的に導入する方針を強く打ち出した。2024 年に

制度化した水素社会推進法などでの価格差支
援や拠点整備の事業を活用するとし、化石燃料
からの脱却が容易な電力分野での利用を継承
した。政府のコスト検証ワーキンググループで
の電源別コストでは、原子力をかなり低く見積
もるような工作がなされていることは、第 2 章
でも明らかにされているが、一方で火力に関し
ては、低く見積もったとしても全体的に高コス
トの傾向が表れており、2040 年のモデルプラン
ト方式の電源コストは太陽光（事業用）8.5 円、
太陽光（住宅用）10.2 円、陸上風力 15.3 円、洋
上風力 14.8 円であるのに対し、LNG（専焼）
19.2 円、LNG（水素 10％混焼）20.3 円、水素
（専焼）29.9 円、石炭（アンモニア 20％混焼）
27.3 円、アンモニア専焼 23.1 円、CCS 付 LNG
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火力 19.2 円、CCS 付石炭火力 27.6 円とかなり
高額であることが明らかにされている （注３）。 
 長期脱炭素電源オークションは、事実上再エ
ネが対象外となり、初回では入札が一件もない
一方、原子力や LNG 火力の新設、既設石炭火
力のアンモニア混焼設備が新規電源の対象と
なって支援される形となった。エネルギー基本
計画では、このような気候変動対策効果もなく、
国民負担を軽減する効果もない、いわゆる「脱

炭素電源」を推進し、既存の原発や火力を維持
温存する容量市場を「着実に運用」するとして
いる。 
  「脱炭素」という看板を掲げて、原発火力を
維持するための支援措置を固め、実態はなんら
気候変動対策につながるものではなく、国民負
担を増やすための方針にほかならない。 
 

 
５．GX2040ビジョンとカーボンプライシング 
 
 地球温暖化対策計画、第７次エネルギー基本
計画と同日に閣議決定したのが、脱炭素社会と
産業振興の両立を目指す国家戦略「GX2040 ビ
ジョン」である。2023 年 6 月に成立した「脱炭
素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関
する法律（GX 推進法）」に基づき策定される「脱

炭素成長型経済構造移行推進戦略（GX 推進戦
略）」の改定版との位置づけで、2040 年を見据
えた脱炭素技術への投資を促進するものとさ
れる。こちらは NDC やエネ基にさらに輪をか
けて問題が多い。 

 
５－１ 不透明かつ閉鎖的な策定プロセス 
 
 この案をとりまとめた GX 実行会議は、議長
に内閣総理大臣、副議長に GX 実行推進担当大
臣（経済産業大臣が兼務）、内閣官房長官、外務
大臣、財務大臣、環境大臣及び末尾に列記した
有識者によって構成される。有識者として加わ
る委員は、エネルギー関連産業に関わる利害関
係者、つまり本来は大規模排出事業者として排
出を規制されるべき側の組織の代表や出身者
が多数を占める。そして、実行会議は資料が公
開されるのみで、会議自体中継もされず非公開
で行われており、不公正で不透明かつ閉鎖的な
策定プロセスで原案がまとめられた。 

 気候変動問題やエネルギー問題のようにあ
らゆる人がなんらかの形で影響を受けるテー
マで重要な国の骨格となるビジョンを決める
にあたっては、国民に開かれた公正なプロセス
で会議を開き、将来世代、一次産業従事者、地
域住民、気候災害や原発災害の被害者、科学者、
環境団体等の幅広い意見を集め、熟議の上で決
めていくことが必要である。GX はエネルギー
基本計画や地球温暖化対策計画の上位にもな
る位置づけにもなるが、非民主的なプロセスで
の決定となった。 
 

 
５－２ 火力・原子力に固執する”脱炭素政策” 
 
 GX2040 ビジョンでは、経済成長と脱炭素の
同時実現を目指すとしており、「S+３E の原則
に基づき、脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限
抑制し、経済合理的な対策から優先的に導入し
ていく」との方向性が示された。S＋３E は、エ
ネルギー基本計画の柱にも位置付けられてき
た概念で、安全性（Safety）を大前提として、エ

ネルギー安全保障（Energy Security）、経済効率
性 （ Economic Efficiency ）、 環 境 適 合
（Environment）を同時に満たすことを求めた
ものである。これに照らせば、世界的に価格が
下がっている風力や太陽光などの再生可能エネ
ルギー（再エネ）の拡大に最優先で取り組むこ
とが、安全かつエネルギー自給率の向上にもつ
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ながり、価格が下がり燃料費もかからないため
経済性も高く、CO2 の排出も最も少なくなる点
で重視すべきものだ。しかし、これまで政府が
推し進めているのは、それとは逆で経済合理性
のない火力発電や原発を維持することで、その
ために「容量市場」「長期脱炭素電源オークショ
ン」「水素社会推進法による価格差補填」といっ
たしくみを導入することであり、GX2040 ビジ
ョンもその方針を継承するものだ。 
 世界では、各地で再エネが急速に拡大してい
る。水素やアンモニアなどは再エネで水を電気
分解するグリーン水素やグリーンアンモニアで
なければ CO2 の削減効果が得られないが、再
エネを拡大し、その余剰電力を活用して得られ
る貴重な”エネルギー”である水素は、電力分野
以外の高温熱利用分野で利用を図るべきもの
だ。「経済合理的な対策から優先的に導入」と言
いながら、真逆の方向に向かっている。 
 また、「アジアでの脱炭素・経済成長・エネル
ギー安全保障の確保の同時実現及び多様な道
筋によるネットゼロの実現を目指す」としてい
るが、日本独自の見解に基づく「脱炭素技術」
をアジア諸国に押し付けているに近い。長期的
にネットゼロを目指すアジアに対して、再エネ

の拡大、あるいは省エネ技術の発展を支援すべ
きであり、既存の火力発電を維持するための策、
あるいは新規の火力発電所の建設計画を導入
すべきではない。 
 世界的に見れば、過酷事故等のリスクが高い
原発や、気候リスクの高い化石燃料産業は斜陽
産業で、再エネや蓄電池の分野が成長産業とな
っている。日本はこの 30 年の間に、政策転換が
できなかったためにこうした時代の流れに完
全に乗り遅れてしまった。化石燃料を原料とす
る水素やアンモニアを経済成長の新たな旗印
にしようとしても、高コストで再エネとの競争
からみても完全に敗北が見えている。そして、
国民の電気代や税金から費用を徴収しながら、
効果のないものに多額の投資を続ける現在の
方針は、国力の低下につながり、将来に希望を
持つことができない最悪の選択である。 
 今、気候変動対策に無駄な投資をしている時
間的余裕はなく、国富を流出させる経済的余裕
もない。経済性、エネルギー安全保障（自給率）、
環境適合性のいずれの観点からも合理的では
ない方向に向かおうとしているのが「GX2040
ビジョン」である。 

 
６ 成長志向型カーボンプライシング構想 
 
 GX2040 ビジョンで大きく位置付けられてい
るのが、カーボンプライシングである。カーボ
ンプライシングとしての化石燃料賦課金は
2028 年度から導入、排出量取引制度は 2026 年
度から本格稼働、発電事業者への有償オークシ
ョンは 2033 年度から導入となっている。気候
変動対策は 1.5℃目標をふまえて 2030 年までの
大幅削減が求められており、カーボンプライシ
ングの導入時期としては遅すぎる。 

 また、化石燃料賦課金として設定しているも
のは、国会を通さずに官僚の裁量だけで決めら
れる「賦課金」である。そして、排出量取引は
年間 10 万トン以上排出している企業を対象と
し、無償の排出枠を設定することとしているが、
段階的削減を効果的に行うためにも排出枠の
総量は 1.5℃目標に整合するカーボンバジェッ
トをふまえて設定する必要があるにもかかわら
ず、そのような議論はまったく見えてこない。 

 
７．衆議院議員選挙と争点化しない気候変動・エネルギー問題 
 
 2024 年 10 月 1 日岸田内閣の総辞職に伴い石
破茂内閣が発足した。政権誕生からわずか 8 日
で衆議院を解散。第７次エネルギー基本計画や
NDC の策定を控えた重要なタイミングで、衆

議院議員選挙となった。 
 選挙では気候変動・エネルギー政策を公約で
主要政策として上げている政党はほとんどなか
った。気候ネットワークが各政党のマニフェス
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ト比較を行い、2030 年以降の温室効果ガス削減
目標の設定、脱石炭火力発電の方向性、火力発
電における水素・アンモニアの混焼、CCUS の

導入、再生可能エネルギーの導入と野心的目標
の設定、脱原発の実現などの記載を総合的に評
価し、得点を出したものが表 1 である。 

 
表 1：政党別の気候変動・エネルギー政策の評価 

 
（出所）気候ネットワーク「第 50回衆議院議員選挙 各党選挙公約の気候変動エネルギー政策に関する分析」

 選挙では、自民党が大幅に議席を減らし、野
党が与党を上回る議席数を確保したが、野党の
気候変動エネルギー政策は振れ幅が大きくま
とまっていない。与野党の垣根を超えて、気候
変動政策に前向きな議員を増やすことが求め
られる。 

 2025 年 7 月には参議院議員選挙が予定され
ている。各政党は、エネルギー気候変動問題を
主要政策に位置づけ、長期的な視野にたった抜
本的な政策転換の実現を目指すべきである。そ
して市民の、各候補者や政党の政策方針を見極
めた投票行動が鍵を握るといえよう。 

 
８．市民のアクション 
 
 気候危機の回避のために、日本での気候政策
をまっとうな政策にし、化石燃料や原発依存の
構造から再エネ・省エネへの転換に向けて、
様々な形で市民のアクションが行われた。以下
にその一部を紹介する。 
 
■ワタシのミライ 
 2021 年のエネルギー基本計画の改定時につ
くられた市民団体による「あと 4 年、未来を守
れるのは今」のプロジェクトを引き継ぎ、つく
られたプラットフォーム。2025 年改定のエネル
ギー基本計画で、持続可能な再エネ 100％と公
正な社会を実現する新しいエネルギー基本計
画の策定を求めて活動を展開した。岸田首相へ
の意見書提出、関連省庁との公開での交渉、市
民向けのイベントや、エネ基の政府案に対して
パブコメ募集期間には各参加団体が実施する
パブコメセミナーの統括をし、幅広い層に気候

変動対策を政府の政策に反映することの必要
性を訴えた。 
参考 URL：https://watashinomirai.org/ 
 
■ 「今こそ、まっとうな気候政策を創ろう」キ
ャンペーン 
 2024 年 6 月、日本の気候政策に関心を有す
る科学者や環境 NGO のメンバーによる有志が
始めたキャンペーン。科学界からの社会的働き
かけを拡大し、有志によるプラットホームを形
成し、NDC やエネルギー基本計画策定に向け
て各専門分野の寄稿をまとめ発表し、書籍化も
した（「まっとうな気候政策へ」地平社）。 野心
的な削減目標の設定や、化石燃料からの脱却を
求めて、専門家によるオンラインセミナーを開
催するなど、市民に向けた講座などを行ってき
た。 
 エネルギー基本計画や NDC の閣議決定にあ

https://watashinomirai.org/
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たっては、石破首相ほか閣僚に対して「まっと
うな日本の気候政策を求める緊急声明」を提出
した。 
参考 URL：
http://www.kanbun.org/pj/pj_index.html 
 
■明日を生きるための若者気候訴訟 
 日本各地の 10 代から 20 代の若者 16 人が日
本の CO2 排出量（エネルギー起源）の約 3 割
を占める主要電力事業者に対し、科学が示す
1.5℃目標と整合する水準での排出削減の実行
を求めて名古屋地裁に提訴。裁判を通じて社会
全体に、気候危機がもたらす将来への悪影響を
訴えている（詳細は第 5 章原告によるコラム参

照）。 
参考 URL：https://youth4cj.jp/ 
 
 ここで紹介した以外にも、再生可能エネルギ
ーの普及に向けた地域の取り組み、住宅や建物
の高気密高断熱化に向けたワークショップの
展開など、市民による様々な形でアクションが
展開されている。日本の政策は未だエネルギー
シフトに舵を切っていないが、市民のアクショ
ンにも広がりができ、若い世代からの参加も増
えることが、政治における地殻変動となって政
策の大転換につながっていくことを期待した
い。

 
 
注 
 
注 1）環境省「2023 年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について」 https://www.en

v.go.jp/press/press_04797.html 
注 2）Climate Action Tracker  https://climateactiontracker.org/countries/japan/2035-ndc/ 
注 3）資源エネルギー庁「発電コスト検証に関するとりまとめ（案）」 
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/2

024/data/05_05.pdf 

http://www.kanbun.org/pj/pj_index.html
https://youth4cj.jp/
https://www.env.go.jp/press/press_04797.html
https://www.env.go.jp/press/press_04797.html
https://climateactiontracker.org/countries/japan/2035-ndc/
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（コラム）仕組みを変えるために行動する若者グループからのメッセージ 
＜気候変動＞ 
 
気候変動の被害を受ける若者の声を届けたい 
 

川﨑 彩子（「明日を生きるための若者気候訴訟」原告団） 
 
 「明日を生きるための若者気候訴訟」（以下、若者気候訴訟）は、日本全国各地から集まった
16人の 10代・20代の原告が訴えを起こした民事訴訟です。昨年 2024年の 8月 6日に名古屋地裁
に提訴しました。 

IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）などの最新の科学によれば、気温上昇を 1.5℃に
抑えるには、世界全体で CO2 排出量を、2019 年比で、2030 年までに 48％、2035 年までに 65％
削減し、2050 年にはカーボンニュートラルを実現していく必要があるとされています。そこで、
日本に住む 16 人が日本の主な火力発電事業者 10 社（日本のエネルギー起源 CO2 排出量の約３割
を排出）に対し、少なくとも、IPCC が示す水準まで排出を削減することを裁判所に求めました。 
また、IPCC では、気候変動の悪影響が世界各地で頻発する中、2020 年に生まれた子どもたち

は 1950 年代に生まれた世代よりも数倍、気候変動の悪影響を受けると予測しました。この裁判で
は、生涯にわたってこの問題の影響を受ける当事者として、気候危機による実際の被害を訴えて
います。 
 10 月 24 日に第一回、今年の 2 月 18 日に第二回、5 月 22 日に第三回口頭弁論期日を終えまし
た。全て傍聴席は満席で、第二回、第三回は定数の約 2 倍の方が希望し、抽選となりました。法
廷では原告 2 名ずつが、この訴訟に踏み切った背景や、自分が受けている被害、今後もそれが続
いていくことの不安などを裁判官に訴えました。被告は裁判所に訴えを却下するよう求めていま
すが、裁判官や傍聴に来てくださる方々、そして市民社会には私たちの声がきちんと届くと信じ
て活動しています。 
 3月 8日には韓国と台湾の若者気候訴訟の原告が来日し、シンポジウムを開催。東アジア、そし
て世界全体で気候訴訟を盛り上げていく機運も高まっています。 
 

 
出所：若者気候訴訟 WEB サイト 
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若者の声に向き合って 
安部 芙祐実（「明日を生きるための若者気候訴訟」原告団） 

 
 あのコロナ禍が始まった 2020 年、私は大学 4 年生でした。その年に私は、ビーガン（Vegan）
という動物を搾取しないライフスタイルに移行し、環境活動を始めました。１年間の休学期間に
予定していた長期留学が中止になり、時間をもて余していた頃、「畜産」が抱える様々な問題を
知ったためです。特に衝撃を受けたのは、動物たちの置かれる劣悪すぎる現状と、畜産による甚
大な環境破壊でした。1 ㎏の肉が作られるまでに動物たちが食べるえさの量は、牛は 25 ㎏、鶏は
3.3 ㎏。畜産動物に与える食料を人に供給すれば、世界中の飢餓は無くなるとも言われています。
また、食べ物から出る温室効果ガスの４分の３以上を、動物性食品が占めています。動物性のも
のを控えると、肉の多い食生活と比べて、1か月間のCO2排出量を、130㎏も削減できるのです。
地球環境や健康への害を無視し、目先の利益や便利さだけを求めてよいのでしょうか。 
 
 「地球温暖化」から「地球沸騰化」、「気候変動」から「気候危機」と新たな言葉が生まれ、
地球環境が悪化していることが以前に増して明らかになりました。2020 年生まれの子どもたちは、
1950 年代に生まれた世代よりも数倍、気候変動の悪影響を受けると予測され、すでに全国各地で
豪雨、熱中症などの被害が多発し、人々が亡くなっています。本来は誰もが、安定した気候のも
とで健康的に暮らす権利をもち、その権利が守られるべき存在ではないでしょうか。気候変動に
よる気温や海面の上昇などで住めない地域が増えることで、争いも増え、平和が壊されていって
しまうことに、とても恐ろしさを感じています。 
 
 私が原告になった理由のひとつに、今、人々の生存権を脅かしている気候危機について、より
多くの方々に関心をもってもらい、一緒によりよい地球環境を目指していきたいという想いがあ
ります。現行の政策のままでは気候危機を止めるのに間に合わないため、一国民として声を届け
たいと思いました。一人ひとりの日頃の小さな積み重ねもとても大切ですが、やはり現実的には
道のりが長すぎる、と絶望してしまう時があります。今回の法的なアプローチを通して、私たち
若者の声に、より早く、真剣に、対等に、向き合ってもらえるのではないかと期待しています。 
 
 気候危機は、無関心ではいられても、無関係でいることはできません。このコラムを読んでく
ださっているあなたを含めた、地球に生きる全ての人や生き物に必然的に関わることです。自分
事として捉え、日頃の小さな選択から出来ることを実践していくことで、社会や世界はきっと変
わると思います。 

 
気候ネットワーク提供 ©田嶋雅己 
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第 1章 
脱炭素社会実現に向けた最新動向 
 
第２節 脱炭素化に向けた再生可能エネルギーの取り組み 

 
松原 弘直（NPO法人環境エネルギー政策研究所 理事・主席研究員） 

 
１．再生可能エネルギーの現状と課題 
1－1 世界の再生可能エネルギーの急成長 
 
 2023 年の気候変動枠組条約第 28 回締約国会
議（COP28）で国際的に合意された文書「UAE
コンセンサス」では、2030 年までに再生可能エ
ネルギー発電設備の容量を世界全体で 3 倍にし、
エネルギー効率の改善率を世界平均で 2 倍にす
る必要性が明記された。この 2030 年までに必
要な再エネ導入量は、IEA(国際エネルギー機
関) （注 1）や IRENA(国際再生可能エネルギー
機関) （注 2）のシナリオ・レポート等ですでに
示されており、再エネの設備容量を現状(2022
年)の 3.4TW(テラワット)の 3 倍以上の 11TW
まで増やすためには、年間 1TW(1,000GW、原
発 1000 基分の設備容量相当)の再エネの新規導
入が必要になる（注 3）。 
 これに対して、実際に 2024 年には世界全体
で再エネ発電設備が 600GW 近く新規に導入さ
れるなど、世界の再生可能エネルギーの市場は
当面の目標となる 2030 年を見据えて急成長を
続けている。 
 その中で、IRENA の最新レポートによると
2024 年の太陽光発電の年間導入量は、過去最大
だった前年の 300GW からさらに増加して
452GW に達した。その結果、太陽光発電の累
積の設備容量は 1.8TW に達し(図 1)、2022 年
に 1TW の領域に入り、わずか 2 年間で 2 倍の
2TW 近くに達したことになる。2030 年に向け
ては、IEA の最新レポート（注 5）によると、
さらに 4TW 近い太陽光発電が導入される見込
みとなっている(年間 0.6TW 以上)。 
 

図 1：世界の太陽光発電および風力発電、 
原子力発電の導入量の推移 

 
（出所）IEA（2024）及び IRENAのデータから作成 

 
 一方、風力発電も 2024 年は年間 113GW が
新規に導入され、累積で 1.1TW を超えている。
太陽光発電と風力発電を合わせると 2024 年末
までに約 3TW に達して、原子力発電の設備容
量(約 0.4TW)の 7 倍以上に達することになる。
原発の設備容量は2024年も廃止と新設があり、
横ばいになっている。さらに、2024 年の太陽光
と風力と合わせた年間導入量は 565GW に達し
て、前年の 469GW の約 1.2 倍になり、過去最
大となった。その結果、再生可能エネルギー発
電設備の累積導入量は 2024 年末で、太陽光
1.9TW、風力 1.1TW、水力 1.4TW を合わせて
4.4TW に達している。 
 しかし、世界の再エネの導入ペースは現状の
2 倍以上にする必要があり、再エネ関連(送電網
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等のインフラを含む)への投資額もこれまでの
年間 1 兆ドルから 2 兆ドルに倍増する必要があ
る。さらに、2024 年 11 月にアゼルバイジャン
で開催された COP29 では、世界の再エネ 3 倍
を実現するためのインフラ整備として、バッテ
リーなどのエネルギー貯蔵の容量を 2030 年ま
でに現行の 6 倍(1,500GW)以上にすることや、
送電網を 2040 年までに 6,500 万 km を追加ま
たは改修するという「エネルギー貯蔵＆送電網
の誓約」 （注 6）が議長国から提案され、日本を
含む多くの国が賛同している。すでに G7 諸国
はエネルギー貯蔵を 1,500GW にすることに合
意しており、IEA からもレポート（注 7）でネ
ットゼロシナリオ(NZE)上で、その必要性が示
されている。 
 その中で、図 2 に示すとおり欧州(EU)では、

2024 年の再生可能エネルギーの割合が総発電
量の 47%を超え、風力発電が 17.4%、太陽光発
電が 11.1%で、変動性再エネ(VRE)が 28.5%と
なり、太陽光発電が石炭火力の割合 10%を初め
て超えた（注 8）。 
 欧州での困難な政治的、経済的状況にもかか
わらず、EU の電力セクターのエネルギー転換
は、ウクライナ危機以降の REPowerEU などの
政策により、2024 年も勢いを維持しており、太
陽光発電(11%)は大幅に成長し、初めて石炭火
力発電(10%)を追い越した。風力発電(17%)も
ガス火力(16%)の割合を上回っており、石炭と
天然ガスは 2024 年も減少し（ガスは 5 年連続
減少）、EU の電力セクターの CO2 排出量は
2007 年のピーク時の半分以下に減少し、輸入化
石燃料への依存度はさらに低下している。

図 2：欧州各国およびアメリカ・中国・日本の発電電力量に占める再エネ等の割合の比較(2024 年) 

 
（出所）EMBERなどのデータより ISEP作成 

 
２．エネルギー基本計画の見直しと再生可能エネルギー 
 
 日本政府の 2050 年カーボンニュートラル、
2030 年温室効果ガス排出 46%削減(2013 年度
比)、さらに 50%削減の高みに向け挑戦すると
いう国際的な宣言を受ける形で、第 6 次エネル
ギー基本計画が 2021 年 10 月に閣議決定され
た。この中で、省エネルギーにより総発電電力
量は現状から 1 割減とし、再生可能エネルギー
は主力電源化と最優先の原則を掲げた上で、
2030 年に年間電力量の 38%程度まで導入を見
込むとしていた。2030 年の再エネ導入目標の内

訳は太陽光 15.7%、風力 5.5%、地熱 1.2%、水
力 10.5%、バイオマス発電 5.1%となっている。
エネルギー基本計画は、原則として 3 年毎の見
直しが行われるため 2024 年 5 月には、第 7 次
エネルギー基本計画の見直しが始まり、再エネ
に関する目標や政策体系の見直しが行われ、
2025 年 2 月に閣議決定された（注 9）。 
 この第 7 次エネルギー基本計画では、2030 年
の再エネの導入目標(電源構成上 36～38%)の
見直しはされず、第 6 次に明記されていた「再
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生可能エネルギーに最優先の原則で取り組む」
ことが削除された。主力電源として最大限導入
する方針は示されたものの、特定の電源や燃料
源に過度に依存しない電源構成を目指すことや、
脱炭素電源として再エネと合わせて原発を「最
大限活用」することが盛り込まれた。そのため
2040 年の電源構成案で再エネ 4 割～5 割とい
う、従来よりも後退した導入目標が示された。
同時に原発は従来と同じ 2 割を維持するとされ
たが、これによって形式的には再エネと合わせ
た非化石電源の目標比率は約 6～7 割となる。
しかし、原発の重大なリスクや再稼働の進み具
合を考慮すると、再エネの割合をさらに増やさ
ないと非化石電源の目標比率は達成できない
可能性が高い。 
 一方、2023 年 6 月に施行された GX(グリー
ン・トランスフォーメーション)推進法やその基
本方針に基づき、経済成長と脱炭素化を両立さ
せるという名目で再エネ以外の脱炭素電源と
して原発や火力の脱炭素化などを重視して、同
じく閣議決定された GX2040 ビジョン （注 10）
でそれらの推進が示されている。しかし、原発
はエネルギー安定供給の確保、エネルギー自給
率の向上や気候変動対策にならず、本来の GX
実現のためには全力をあげて地産地消・地域主
導型を中心とする自然エネルギー100%に向け
たビジョンに取り組むべきである。 

 2023 年度の再生可能エネルギーによる発電
電力量の割合は前年度から 1.6 ポイント増加し
て約 26%となった(図 3)。これはエネルギー基
本計画で2030年度の目標とされている目標(36
～38%)の約 7 割に相当するが、なお約 10 ポイ
ント以上の再生可能エネルギーの増加が必要
である。これまで年間 1 ポイント%程度だった
増加率を年間 2 ポイント%程度の増加率にする
必要がある。 
 日本国内では太陽光発電を中心に変動性再
生可能エネルギー(VRE)の割合が急速に増加し、
2023 年度には 12%に達した （注 11）。FIT 制度
開始前の 2011 年度には、VRE の割合は 0.9%
で、VRE の年間発電電力量はこの 10 年間で 10
倍以上になった。10 年前の 2012 年度には、太
陽光と風力の発電電力量はほぼ同じだったが、
2023 年度には太陽光が風力の 11 倍になってい
る。2024 年末の時点で日本では約 9,100 万
kW(パネル容量 DC ベース)に達しており（注
12）、中国、アメリカ、インドに次ぐ世界第 4 位
の太陽光発電の導入量(累積設備容量)になって
いる(図 4)。しかし、日本の年間導入量は 250
万 kW まで低下して昨年までの第 3 位から後退
し、第 5 位のドイツでは年間導入量が屋根設置
を中心に 1,500 万 kW にまで増えて累積導入量
が日本と同じレベルに達している。 

 
図 3：日本国内での再生可能エネルギーおよび原子力の発電電力量の割合のトレンドと 

2030 年度および 2040 年度の見通し(第 7 次エネルギー基本計画) 
 

 
（出所）資源エネルギー庁の電力調査統計などから ISEP作成 
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図４：国別の太陽光発電の導入量(2024 年末)トップ 20 

 
（出所）IRENA等データより作成 

 
 この 10 年間で、最も増加した再生可能エネ
ルギーは太陽光発電で 11%に達し、10 年間で
約 8 倍になった。2030 年度に向けては、これま
での導入ペースを継続して現在の 1.5 倍の 16%
以上にする必要があるが、FIT 制度に代わって
FIP 制度や非 FIT さらには自家消費による PPA
などの本格的な導入が課題となっている。風力
発電については、現状の 1.1%から 5%に約 5 倍
にする必要があるため、大規模な洋上風力を含
む本格的導入が期待されている。世界的には太
陽光よりも普及が進んでいる風力発電の割合
は、日本では太陽光発電の約 10 分の 1 程度に
とどまっている。 
 一方、海外バイオマス燃料の利用には持続可
能性の問題があるもののバイオマス発電の割
合は 5.9%まで増加し 2030 年の目標をほぼ達成
している。それ以外の再エネ電力として、地熱
発電の割合は 0.3%で、2030 年の目標である 1%
に達するには 3 倍以上にする必要がある。 
 原子力発電は、2014 年度のゼロから九州、関
西、四国での再稼働が進んだ結果、2018 年度に
は 6%となり、2023 年度には 7.7%に増加した。
しかし、原発の割合は再エネによる発電電力量
の 3 分の 1 程度で、再エネと原発を合わせた非
化石電源の割合は約 34%になり、福島第一原発
事故前の 2010 年度とほぼ同じレベルになった
が、2030 年度に向けては原発に依存せずに非化
石電源の割合を 58%にする必要がある。 
 再生可能エネルギー最優先原則により、電力

系統などのインフラ整備とともに新たな電力
市場を含めたルールの整備や規制改革など
様々な課題を克服する必要がある。エネルギー
基本計画の審議の過程では、そのための新規の
設備投資が「統合コスト」としてカウントされ
うるとされているが、さまざまな恩恵のある再
エネ導入ための「コスト」は、持続可能な未来
を実現するためのインフラ投資として欠かせ
ないと捉えるべきである。さらに長期的な視点
に考えれば、再エネが純国産でもっとも安いエ
ネルギー源であることから、エネルギーコスト
の低減とともに化石燃料の削減という大きな
便益を得ることを重視すべきである。 
 化石燃料による火力発電や原発を主力とす
る既存電源を温存する「容量市場」や「長期脱
炭素電源オークション」はその必要性から見直
す必要があり、再エネ最優先を原則として電力
システムの柔軟性を確保する新たな電力市場
のルールを整備する必要がある。原発を含む非
化石電源の価値を取引する「非化石価値取引市
場」については、再生可能エネルギーに特化し
たグリーンエネルギー市場として抜本的に見直
す必要がある。 
  「純国産エネルギー」である再エネを最優先
の原則で基幹エネルギーに位置付け、発電電力
量比率で 2030 年までに再エネ 58%以上、2035
年 80%、2040 年 100%とする意欲的な導入目
標を定めるべきである。それは、「グリーントラ
ンジション 2035」シナリオ（注 13）などで示
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されているように環境・エネルギー・経済のト
リプル・デカップリング(切り離し戦略)を前提
に省エネルギーにより 2030 年までに年間電力
需要を約 3 割削減するとともに、再エネの発電
設備を現状(104GW、2022 年度)の 2 倍以上と
すれば実現可能である。さらに、2035 年度には
現状の 3 倍、2040 年度には 4 倍にする必要が
ある。エネルギー基本計画では 2030 年の自然
エネルギーの導入見込量が太陽光については
最大 120GW となっているが、これは現状の約
1.5 倍に過ぎない。太陽光は、世界では今や最も
安いエネルギー源となり、今後のエネルギー転
換と脱炭素の主力となるだけでなく、過去の経
験でも短期間に成長することが明らかである

ことから、2030 年に少なくとも現状の 2 倍程
度(140GW)を目指す導入目標を掲げるべきだ
ろう。 
 長期的には自然エネルギー100%を見据えて
2040 年以降、現状の 4 倍以上の 300GW 以上を
目指すべきである。風力発電については、2030
年の政府目標は 24GW(陸上 18GW、洋上 6GW)
としているが、すでに 30GW を超える事業の
計画が洋上風力を含めてあり、国内の膨大な導
入ポテンシャルや将来のコスト低減を前提と
すれば、2030 年までに 30GW 以上の目標を設
定し、さらに 2040 年には 160GW 以上の太陽
光と同レベルの設備容量を目指すべきである。

 
３．再生可能エネルギー100%に向けた取り組み 
 
 すでに世界では、電力・熱・交通の各分野の
再生可能エネルギー100%目標を持つ都市が増
えており、617 の都市が 100%の目標を持って
いる （注 14）。国際的なイニシアチブとしては、
国際的に活動している大企業を中心として
RE100 がある。すでに 400 を超える企業が企業
活動に伴い消費する電力を再エネ 100%にする
ことを宣言しており、日本企業として 91 社が
含まれている（注 15）。国際的な環境 NGO の
グループとしても再エネ 100%プラットフォー
ムがあり、CAN や ICLEI など主要な国際 NGO
がメンバーとなり、「新しい常識」である再エネ
100%の実現を提唱している。日本国内でも環
境 NGO のネットワークある CAN-Japan が事
務局となり、自然エネルギー100%プラットフ
ォームとして連続セミナーなどの普及啓発活動
を行っている（注 16）。日本国内で、中小企業
や自治体が率先して宣言を行う再エネ 100 宣言
RE Action があり、すでに参加数が 380 団体を
超えている（注 17）。さらに、再エネの利用等
を促進することを通じて、脱炭素化を目指すネ
ットワークとして「自然エネルギー大学リーグ」
があり、すでに 100%を達成した千葉商科大学
を含め 11 大学が参加している（注 18）。 
 地域から再エネ 100%へ向かう状況を日本国
内の全自治体に対して指標化する「エネルギー
永続地帯」について毎年、報告書が公表されて

いる （注 19）。2022 年度には、地域の再エネ供
給量とエネルギー需要量から推計された地域
的エネルギー自給率が 100%を超える自治体の
数が 216 となり、10 年前(2011 年度)の 50 自治
体から 4 倍以上となっている。さらに、食料自
給率も合わせて 100%を超える自治体の数も
116 に達した。都道府県別ランキングでは、秋
田県が 50%を超えて第 1 位、続いて大分県、群
馬県、鹿児島県が 50%を超え、10 県が 40%を
超えている。地域からの脱炭素化、「地域版 GX」
の実現のため、地域との共生や合意形成のため
の計画づくりや合意プロセス、地域主体の再生
可能エネルギー100%実現のための事業などが
求められている（注 20）。 
 2050 年ゼロカーボンシティ宣言をする自治
体が全国で 1,161 に達する中で（注 21）、各自
治体の地球温暖化対策実行計画の見直しや地
域の脱炭素化に向けたロードマップの策定は
まだ途上である。その中で、2030 年までの地域
の脱炭素化を先行して計画化し実施する脱炭
素先行地域の選定が進められており、地域での
再エネ 100%の実現に向けて動き始めた。これ
らの実現には、地域の再エネのポテンシャルや
エネルギー需給を把握する必要性も増してき
ており、環境省の REPOS（再生可能エネルギ
ー情報提供システム)（注 22）や地域エネルギ
ー需給データベース(東北大学)などが整備され
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てきている（注 23）。 
 脱炭素先行地域（注 24）では、2050 年カー
ボンニュートラルに向けて、民生部門（家庭部
門及び業務その他部門）の電力消費に伴う CO2
排出実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も
含めてそのほかの温室効果ガス排出削減につ
いても、国の 2030 年度目標と整合する削減を
地域特性に応じて実現することを目指してい
る。脱炭素先行地域の選定は、2022 年 1 月から
開始され、6 回の募集が行われ、2025 年 5 月ま
でに合計 88 件の自治体からの提案が選定され
た(図 5)。2025 年度までに地域特性に応じた先
行的な取り組み実施の道筋を策定し、2030 年度
までにその取り組みを完了することを目指し

ている。脱炭素先行地域の取り組みには、「地域
の脱炭素化の加速」、「地域課題の同時解決」、
「地域の魅力向上」の 3 つの効果が期待されて
おり、取り組みを支援するため、環境省では「地
域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を交付する
とともに、取り組みをさらに加速させるため、
再エネ導入拡大や省エネの推進、地域循環共生
社会の実現など、さまざまな支援を行っている。
また具体的な事業実施のため、民間の共同提案
者との連携が重視され、地域での合意形成や地
域エネルギー会社の運営、資金調達など様々な
課題に直面しながら、多くの事業が官民の連携
事業として進められていることが特徴である。

 
図 5：脱炭素先行地域の選定状況(2024 年 12 月時点) 

 
（出所）環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」 

 

注 

注 1）IEA(2023) “Net Zero Roadmap” https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-
pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach  
注 2）IRENA(2024a) “World Energy Transitions Outlook 2024: 1.5°C Pathway” 
https://www.irena.org/Publications/2024/Nov/World-Energy-Transitions-Outlook-2024  
注 3）IRENA(2024b)“Delivering on the UAE Consensus: Tracking progress toward tripling 
renewable energy capacity and doubling energy efficiency by 2030” 2024 年 10 月 
注 4）IRENA(2025) “Renewable Energy Capacity Statistics 2025”  
https://www.irena.org/Publications/2025/Mar/Renewable-capacity-statistics-2025  

https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach
https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach
https://www.irena.org/Publications/2024/Nov/World-Energy-Transitions-Outlook-2024
https://www.irena.org/Publications/2025/Mar/Renewable-capacity-statistics-2025
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注 5）IEA(2025) “Electricity 2025” https://www.iea.org/reports/electricity-2025  
注 6）“COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge” https://cop29.az/en/pages/cop29-global-
energy-storage-and-grids-pledge  
注 7）IEA(2024) “Batteries and Secure Energy Transitions”  
注 8）EMBER(2025) “Global Electricity Review 2025” https://ember-energy.org/latest-
insights/global-electricity-review-2025/  
注 9）第 7 次エネルギー基本計画(2025 年 2 月閣議決定) 
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html  
注 10）GX2040 ビジョン(2025 年 2 月閣議決定) 
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218004/20250218004.html  
注 11）ISEP「国内の 2023 年度の自然エネルギー電力の割合と導入状況(速報)」 
https://www.isep.or.jp/archives/library/14885  
注 12）IRENA(2025) “Renewable Energy Capacity Statistics 2025”  
https://www.irena.org/Publications/2025/Mar/Renewable-capacity-statistics-2025  
注 13）未来のためのエネルギー転換研究グループ「グリーントランジション 2035」
https://green-recovery-japan.org/  
注 14）REN21「自然エネルギー都市世界白書 2021」https://www.ren21.net/reports/cities-
global-status-report/ 
注 15）JCLP「RE100・EP100・EV100～国際企業イニシアチブについて」https://japan-
clp.jp/climate/reoh  
注 16）自然エネルギー100%プラットフォーム https://go100re.jp/  
注 17）再エネ 100 宣言 RE Action https://saiene.jp/  
注 18）自然エネルギー大学リーグ https://www.re-u-league.org/  
注 19）永続地帯ホームページ https://sustainable-zone.com/  
注 20）一般社団法人 全国ご当地エネルギー協会 https://communitypower.jp/  
注 21）環境省 2050 年ゼロカーボンシティ表明自治体 注 16 
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html  
注 22）環境省 REPOS https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/  
注 23）地域エネルギー需給データベース https://energy-sustainability.jp/  
注 24）環境省「脱炭素先行地域」https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region  
 
 

https://www.iea.org/reports/electricity-2025
https://cop29.az/en/pages/cop29-global-energy-storage-and-grids-pledge
https://cop29.az/en/pages/cop29-global-energy-storage-and-grids-pledge
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2025/
https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2025/
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218004/20250218004.html
https://www.isep.or.jp/archives/library/14885
https://www.irena.org/Publications/2025/Mar/Renewable-capacity-statistics-2025
https://green-recovery-japan.org/
https://japan-clp.jp/climate/reoh
https://japan-clp.jp/climate/reoh
https://go100re.jp/
https://saiene.jp/
https://www.re-u-league.org/
https://sustainable-zone.com/
https://communitypower.jp/
https://www.env.go.jp/policy/zerocarbon.html
https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/
https://energy-sustainability.jp/
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region
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第 2章 
東京電力福島第一原発事故処理と原子力政策の現状 
 

松久保 肇（NPO法人原子力資料情報室 事務局長） 
 
 本章では、2011 年に発災した日本史上でも最
大規模の公害事件である東京電力福島第一原
発事故の現状と 2025 年 2 月に閣議決定された

第 7 次エネルギー基本計画における原子力政策
について概観する。 

 
１．東京電力福島第一原発事故処理状況 
 
 東京電力福島第一原子力発電所は、福島県双
葉郡大熊町・双葉町にまたがって立地する。事
故当時、福島第一原発では、1～3 号機が稼働中、
4～6 号機が定期点検中だった。このうち 1～3
号機で炉心燃料の溶融（メルトダウン）が発生、
また１・3 ・4 号機で水素爆発が発生した。2 号
機は水素爆発に至らなかったが、最も多くの放
射性物質を放出した。溶融燃料の一部は原子炉
圧力容器を貫通し原子炉格納容器内に落下し
たと推定される。 
 現在、福島第一原発の廃止措置は「東京電力
（株）福島第一原子力発電所 1～4 号機の廃止
措置等に向けた中長期ロードマップ」に基づい

て実施されている。中長期ロードマップは廃止
措置完了を事故から 30 年～40 年後の 2041 年
から 2051 年として、使用済み燃料の取り出し
や、溶融燃料（デブリ、核燃料や炉内構造物な
どとともに溶融し冷えて固まったもの）の取り
出しを区切りとして 3 期に区分している。2024
年 9 月 10 日にデブリのサンプル採取を開始し
たため、現在は最終段階である第 3 期とされる。 
 事故直後は、サイト全域で防護服と全面マス
クの着用が必要とされていたが、除染作業の進
捗などから、徐々に着用エリアは縮小され、現
在では、構内全域の 96％のエリアで、一般服と
防塵マスクでの作業が可能となっている。

 
１－１ デブリ取り出し 
 
 世界の商用原発で燃料溶融に至った商用原
発は 1979 年のスリーマイル島原発 2 号機、1986
年のチェルノブイリ（チョルノービリ）原発 4
号機、2011 年の福島第一原発１～3 号機である。
このうちデブリの取り出しを完了させたのは
デブリが原子炉圧力容器内にとどまったスリ
ーマイル島原発２号機だけである。圧力容器に
水をためることができ、放射線を遮へいできた
ため、作業難易度を下げることができた。一方、
福島第一原発の場合、原子炉圧力容器の底が抜
けているため、水をためることができず、取り
出しの難易度は大きく異なる。 
 福島第一原発 1～3 号機にはデブリが 880 ト
ンほど存在すると推計されている。当初の中長
期ロードマップでは、2021 年内に、1～3 号機

のうち、初号機（2 号機）のデブリ取り出しを
開始する計画だった。しかし機器の開発遅延や
圧力容器内へのアクセス経路に問題が発生し
たこと、作業上のミスなども重なって実際の取
り出し着手は 2024 年 9 月 10 日となった。最終
的には 11 月 2 日に 0.7 グラムのデブリが格納
容器外に取り出された。作業員の被ばく線量は、
6 月 26 日～11 月 13 日までで 620 人・mSv、作
業人数は合計 2,527 人。当初計画では 610 人・
mSv（計画修正後 960 人・mSv）だった。 
 建屋から大気への放射性物質放出量は事故
直後に比べて大幅に減少しているものの、今も
毎時約 2 万 Bq 放出されている。2011 年 10～
12 月平均と比べると約 3,500 分の 1 程度の値
である。 
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表 1：福島第一原発１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ概要 

 
（出所）東京電力ホームページ（一部筆者加筆） 

１－２ 放射性物質の環境放出 
 
 福島第一原発の敷地には多くの地下水が流
れている。この一部が建屋の中に流入するなど
し汚染水を増やしている。東京電力は建屋への
流入量を減らすために地下水をくみ上げて海
に放流している（地下水バイパス・サブドレン）。
こうした努力もあって汚染水の発生状況は、
2014 年度平均 470m3/日から、2023 年度平均で
は 80m3/日へと減少している。 
 発生した汚染水の多くは多核種除去設備
（ALPS）などで放射性物質を一定基準以下ま
で減らしたうえで、主に ALPS 処理水としてタ
ンクに保管している。敷地内には 1,000 基ほど
のタンクが存在しているが、今後の廃炉進捗の
邪魔になるとして、東京電力は 2023 年 8 月 24
日からは ALPS 処理水を海水で希釈したうえで
海洋放出している（2023 年度 4 回、2024 年度
7 回、合計約 86,000m3）。なお、放出口最寄り
の試料採取地点（T-０-1A）の海水測定結果を見
ると、トリチウム濃度の上昇が確認できる。 
 東京電力は ALPS 処理水を意図的に海洋放出
しているが、それ以外にも敷地外に流出してい
る放射性物質が存在する。福島第一原発から環
境中に放出されている放射性物質にはどのよ
うな経路があるか確認しておく。 
 まず、上述した建屋から漏えいしている気体

状の放射性物質がある。加えて、サブドレン水
の海洋放出、地下水バイパス水の海洋放出があ
る。ここまでが、東京電力が管理している環境
中への放出である。これ以外にはないのか。 
 福島第一原発には海側に地下水の海洋流出
を食い止める遮水壁が設置されており、東京電
力によれば、2018 年時点で一日当たり 30m3 が
海側遮水壁を越えて地下水が流出していると説
明している。その後、こうした推計値は公表さ
れていないが、福島第一原発の原子炉建屋より
も下流を流れる地下水の測定結果を見ると、明
らかに通常の地下水よりも放射性物質で汚染
されていることがわかる。このような水が海洋
に放出されている。また、敷地内の海に通じる
排水路の水も比較的放射性物質の濃度が高い。 
 では、どれぐらいの放出量になっているのか。
表 2 に筆者が推定した放出量をまとめた （注 1）。
トリチウムに関しては、ALPS 処理水に伴う放
出量が圧倒的だが、セシウム 137 や全 β に着
目した場合、現在、様々な経路で漏出している
放射性物質量の方が、ALPS 処理水の海洋放出
に伴うものよりもはるかに多いことがわかる。
例えば、セシウム 137 に着目すれば、現在の漏
出量は ALPS 処理水に含まれるものの約 1,750
～2,400 倍である。 
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表 2：福島第一原発からの推計放射性物質放出量（月次） 

 

１－３ 膨大な低レベル放射性廃棄物と処分費用 
 
 当初、福島第一原発事故の事故処理費用は全
体で 11 兆円と見込まれたが、2016 年に 21.5 兆
円、2023 年に 23.4 兆円に増額された。廃炉費
用 8 兆円は東京電力が、賠償費用 9.2 兆円は東
京電力や大手電力、新電力が、除染費用 4 兆円
は国が保有する東京電力株の売却益（不足時は
国庫）、中間貯蔵費用 2 兆円は国庫から支出す
る。ただし、賠償の大半は託送料金に上乗せさ
れており（一部は東京電力の利益から捻出）、廃
炉費用についても、およそ 3 分の１程度は地域
独占が認められた送配電事業者である東京電
力パワーグリッドの利益から捻出している。地
域独占事業者のため、巨額の利益が発生してい
る場合、料金の値下げが必要だが、特殊な計算
の下、利益分を廃止措置のために転用している。
その結果、東京電力が実質的に負担するのは廃
炉費用と賠償費用の一部である。 
 東京電力は廃炉費用を用意するために、2017
年度から毎年度平均 2,976 億円を原子力損害賠

償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金を積み立て
ている。そのうち平均 1,276 億円は東京電力パ
ワーグリッドが負担している。 
 廃炉費用 8 兆円はデブリ取り出しまでの費用
だ。ではそこから一体いくらかかるのか。原子
力学会の福島第一原子力発電所廃炉検討委員
会は、福島第一原発で発生する低レベル放射性
廃棄物の発生量は 7,833,456 トンと推計してい
る。1999 年の資料では通常の大型原発廃炉で発
生する低レベル放射性廃棄物量は 8,790 トン、
処分費用は 178 億円（2023 年価格では 250 億
円）なので、単純計算で廃棄物発生量は通常原
発廃炉時と比べておよそ 900 倍、費用は 22 兆
円程度となる。仮に 2051 年までに廃炉を完了
させる場合、莫大な廃棄物の処分場所を選定し
たうえで、さらに処分費用を用意する必要があ
る。東京電力のこの 10 年の平均純利益は 2,000
億円に満たず、このような費用など捻出しよう
がない。 

 
１－４ 中間貯蔵施設と除去土壌の再生利用 
 
 福島県内で放射能に汚染された土砂などを
中間貯蔵施設に集める事業が始まってから今
年 3 月で 10 年になる。1,400 万 m3 （2024 年 12
月時点）の大量の汚染土が双葉町と大熊町にま
たがる 1,600ha という広大な地域に貯蔵されて
いる。法に基づき 2045 年 3 月までに福島県外
に搬出することとなっており、国は、約 4 分の
3 を占める 8,000Bq/kg 以下の汚染土を「復興
再生利用」と称して公共事業で利用する方針だ。 

 放射性物質はほかの有害物質と同様、集中管
理が原則となる。かつては海洋への希釈放出に
よる処分が想定され、実際に一部の低レベル放
射性廃棄物の処分が実施されたが、国際条約な
どで禁じられている。 
 一方廃棄物発生量の削減の観点から、1957 年
に施行された「原子炉等規制法」では、原子力
施設から出る廃棄物のクリアランスレベル（放
射性廃棄物として扱わなくてよいレベル）は例

 推計時期 放出先 セシウム 137 トリチウム 全β 

建屋からの追加的放出量 2023 年 5 月 大気 720 万 Bq 以下   

地下水バイパスによる放出量 2023 年 6 月 専用港外  3.4 億 Bq  

サブドレン等による放出量 2023 年 6 月 専用港  153.4 億 Bq  

専用港への放出量推定 2023 年 5 月 専用港 
70 億 Bq 

～ 
96 億 Bq 

430 億 Bq 
～ 

530 億 Bq 

2,500 億 Bq 
～ 

2,900 億 Bq 

参考：ALPS 処理汚染水の放出目標 放射線影響 
評価報告書 専用港外 400 万 Bq 1.833 兆 Bq 28 億 Bq 
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えば放射性セシウムで 100 ベクレル/kg と設定
されている。だが、2011 年 8 月に成立させた
「除染特措法」では、「事故由来放射性物質」と
されるものは 8,000 ベクレル/kg が事実上のク
リアランスレベルである。 

この点について IAEA（国際原子力機関）が
取りまとめた「除去土壌の再生利用等に関する
IAEA ・環境省専門家会合最終報告書」は、除去
土壌の再生利用は福島県内外で実施すること
を前提としたうえで、「『クリアランス』という
用語は、計画被ばく状況における放射線防護の
規制管理から放射性物質を解放すること、（中
略）年間 10μSv のオーダーの『些細な（追加）

線量』の概念を適用していることから、原則と
して除去土壌の再生利用に適用するのはふさ
わしいとは考えられない」という。 
 一般に人の被ばくの防護は、計画的に被ばく
を管理できる平常時（計画被ばく状況）、事故や
核テロ等の非常事態（緊急時被ばく状況）、事故
後の回復や復旧の時期（現存被ばく状況）の３
つの状況に分けて検討される。確かに一部地域
は「現存被ばく状況」と呼ばれる状況だと言え
るが、日本全国が該当するわけではない。にも
かかわらず、そうした地理的な条件を無視して
再生利用を認めたことは到底科学的な態度と
は言えない。

 
２．第 7次エネルギー基本計画と原子力政策 
 
 2025 年 2 月 18 日、石破内閣は原発依存度を
可能な限り低減するという、2011 年東京電力福
島第一原発事故を受けて取り入れられた貴重

な教訓を削除し、原発を持続的に利用する方針
を掲げた第 7 次エネルギー基本計画を閣議決定
した。 

 
２－１ 非科学性 
 
 今回決定された第 7 次エネルギー基本計画で
は、2040 年度温室効果ガス 73％削減（2013 年
度比）、発電電力量を 1.1 兆～1.2 兆 kWh とし、

これを供給する電源構成を再生可能エネルギ
ー40～50％、原発 20％、火力 30～40％とした。 
 

図 1：日本の電源構成 

 
（出所）エネルギー基本計画から筆者作成 
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 原発で 20%の電力を賄うという目標は、建設
中の原発を含めすべて稼働、さらに運転開始か
ら 60 年を超えるものは稼働延長して、ようや
く達成できる数字だ。昨年、再稼働にむけた審
査で不合格となった敦賀原発 2 号機や能登半島
地震で被災した志賀原発 1・2 号機、柏崎刈羽
原発の全基再稼働、建設中の大間原発・東電東
通原発 1 号機も運転できることを前提としてい
る。つまりこの目標の達成は非現実的だ。なお、
原発の新設には計画から 20 年を要する。2023
年に閣議決定された GX 基本方針では 2030 年
代半ばの革新軽水炉運転開始が見込まれたが、
実現見通しは定かではない。 

 なお、73％削減という脱炭素目標を達成する
前提で 2040 年度に 30～40％もの火力を維持す
るためには、コストの高い脱炭素火力（CCS 付
火力や水素・アンモニア専焼または混焼）に切
り替える必要があり、に約 50～90％の火力発電
所で大規模改修や建て替えが必要となる。IEA
（世界エネルギー機関）の報告によれば、2040
年時点の世界の電力供給に占める脱炭素火力
シェアは最大でも 2％、原発シェアも 10％だ。
一方、再エネは最大 85%となっている。世界の
潮流とはまったく違う方向へ日本は向かおう
としている。 

 
２－２ コスト 
 
 エネルギー基本計画策定にあたって発電コ
ストの推計が実施された。結果、原発の発電コ
ストは比較的低廉であり、変動性再エネは安価
であるが課題の多い電源であるとされた。一方、
米の投資機関 Lazard や 情 報 サー ビス 大手
Bloomberg によれば、原発の発電コストは他の
電源を大きく上回る一方、再エネは極めて低廉
であることが示されている（図 2）。 
 なぜ日本では原発が安いのか。最大の要因は
建設費だ。日本の試算では原発新設にかかる費
用を 7,200 億円/基程度と推計している。一方、
近年欧米で建設中、または運転開始した原発は
軒並み 2 兆円/基を超えている。途上国で建設

中の原発でさえ 1 兆円/基を超えているものが
多く、日本の想定がいかに過小見積もりかを露
呈している。 
 一方、第 7 次エネルギー基本計画は「大型電
源については投資額が巨額となり、総事業期間
も長期間となるため、収入と費用の変動リスク
が大きく、電力自由化を始めとする現在の事業
環境の下では、将来的な事業収入の不確実性が
大きい」ので「事業期間中の市場環境の変化等
に伴う収入・費用の変動に対応できるような制
度措置や市場環境を整備する」方針を示してい
る。原発は安価だとしながら、投資回収予見性
が低いので、消費者にリスクを転嫁するという。 

 

 

図 2：電源別発電コスト比較 
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２－３ ほとんどない電気料金値下げ効果 
 
 エネルギー基本計画では、「足下では、原子力
の再稼働が進展している九州エリアや関西エ
リアでは、脱炭素電源の比率は高くなり、電気
料金は他エリアよりも最大で３割程度安い状
況にある。また、再稼働の効果は、電気料金の
引き下げ等の形で需要家に還元されている」と
され、原発再稼働による電気料金値下げ効果が
強調されている。 
 確かにこの 2 エリアはほかのエリアに比べて
電気料金が安いことは事実だ。しかし、原発を
再稼働した電力会社は関西電力や九州電力だ
けでなく、四国電力、中国電力、東北電力もあ
る。これらの事業者の電気料金と再稼働してい
ない他の電力会社の電気料金は北海道電力を
除き、大差ない（表 3）。 
 大きな原因は２つある。まず、巨額の安全対
策投資だ。例えば東北電力は女川 2 号機の再稼
働に 7,100 億円を投じた。ちなみに女川 2 号の
建設費は 3,210 億円なので、当初建設費の 2 倍
近くのコストを投じたことになる。このような
巨額投資は当然、原発のコスト競争力を引き下
げる。 
 もう一つの要因は稼働基数が少ないことに
ある。米国原子力エネルギー協会の米国の事業
者の規模別、プラント規模別の原発の発電コス
トによれば、燃料費はどの規模でもあまり変化
が見られないが、資本費・運転費は、１基のみ
のサイト、また 1 つの原発サイトしかない事業
者が高い。人件費や設備の維持管理に必要なコ
ストをほかの炉やほかの原発サイトと共有で
きずコストが上がっているのだ。 
 結果、コスト高な原発を使わざるを得ず、原
発再稼働による値下げ効果はほとんど発生し
ていない。実際、2023 年、中部電力・関西電力・

九州電力を除く大手 7 電力は規制料金の大幅値
上げを行った。その際、東北電力・東京電力・
中国電力・北陸電力は原発再稼働を見込んだも
のの、それによる値上げ幅縮小効果は 1%～2%
ほどでしかなかった。標準家庭の電気料金に換
算すると月額 100 円から 200 円程度だ。一方、
北海道電力は再稼働に要している費用を原価
に含めて値上げまでしている。 
 むしろ問題は、再稼働の見通しの立たないま
ま垂れ流されている原発に対する巨額の安全
対策投資と維持費である。原子力事業者の有価
証券報告書を分析すると、原発で 1kWh も発電
しなかった原子力事業者の原発維持費は 2011
年度以来、平均年間 1 兆円を超えている。こう
した費用は当然、電気料金に含まれている。つ
まり、原発再稼働により電気料金が値下げされ
るのではなく、原発の維持により電気料金は引
き上げられていることになる。 

 
２－４ まとめ 
 
 東京電力福島第一原発事故は事故から 14 年
が経過するが、事故処理の見通しは立たない。
特にデブリ取り出しは極めて難易度が高い。当
初見込んだ 2051 年までの廃炉完了という目標
の達成は難しい中で、今すぐにデブリ取り出し

に着手する必要があるのか、費用や被ばくとい
った観点から再考する必要がある。 
 一方、原子力政策は、原発活用・新増設路線
へと大きく舵を切ったが、エネルギー基本計画
が示す高い原発比率を達成することは困難だ。

表 3：大手電力の標準世帯電気料金 
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巨額の新設コストや安全対策コストは電気料
金に転嫁する必要があることから、価格競争力
も低下している。1.5℃目標に適合するためには

温室効果ガスの排出量は早急かつ急激に減ら
す必要があるが、原発は適切な電源とは言えな
い。 

 

注 

注 1）推計方法など詳細は https://cnic.jp/47439 

https://cnic.jp/47439
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第３章 化学物質とプラスチック 

第 1 節 プラスチック汚染の現状と課題 

中下 裕子（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 代表理事）＜1-1 担当＞ 
水野 玲子（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 理事）＜1-2 担当＞ 

1―１ プラスチック汚染問題の国際情勢 
～難航する生産制限と懸念化学物質の段階的廃止～ 

はじめに 

プラスチック条約の政府間交渉委員会（INC5）
が、昨年 11 月 25 日から 12 月 2 日早朝まで、
韓国の釜山で開催された。条約交渉は、生産制
限と懸念化学物質の段階的廃止の規定を条約
中に盛り込むことをめぐる意見の対立が激し
くて合意に至らず、結局、交渉が INC5.2 に延
期された。 
 ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議
（JEPA）を含む子どもケミネットでは、INC5
前に、3 つの提言をまとめ、日本政府に対し、

67,180 筆の署名を提出し、より実効的な条約の
成立に向けて主導的役割を果たすことを要請
したが、残念ながら、条約交渉において、日本
政府からは、野心的な発言はなかった。 
 延期にあたっては、議長案（2024 年 12 月 1
日付）が示され、これをたたき台として INC5.2
において交渉を継続することとなった。 
 そこで、ここでは、このような対立の背景と、
そこから見えてきたプラスチック汚染の本質に
ついて考察する。 

対立の背景 

 生産制限や懸念化学物質規制の導入に反対
していたのは、ロシア、サウジアラビア、イラン
などの産油国である。石油資源が自国の経済の
中心を占める国々が、経済への悪影響を慮って
導入に反対の立場を示すことは、理解できない
訳ではない。しかし、これらの国々は、それだ
けでなく、「UNEA （国連総会）決議には生産制
限や懸念化学物質規制などは含まれていなか
った。それらは条約の射程外だ」と繰り返し主
張していた。「どういうことなのか？」と思い、
条約策定に至る経過を整理した（表 1）。 

これを見るとわかるように、当初この問題は、
「海洋プラスチックごみによる環境問題」とし
て対策が始まった。「このままでは 2050 年には
魚の総重量をプラごみの総重量が上回ってしま
う！」との衝撃的な報告（2016 年）がダボス会
議で行われると、G7 や G20 でも課題となり、
地球規模の環境問題として取組まれるように
なった。また、丁度この頃から、プラスチック
が環境中で微細化し、マイクロプラスチック
（MP）となって海洋生物や人体を汚染してい
るとの報告が相次ぐようになった。 
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表１：プラスチック条約策定決定までの経緯 
2015.9 国連 持続可能な開発目標（SDGs）目標 14：「海の豊かさを守ろう」 

あらゆる種類の海洋汚染の防止・削減 
2016 エレンマッカーサ―財団「2050 年までに魚の総重量＜プラスチックごみの

総重量」 
2018 Ｇ7 シャルルボアサミット（カナダ）「海洋プラスチック憲章」採択 
2019 Ｇ20 大阪サミット「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」採択 
2018-2020  UNEA海洋ごみとマイクロプラに関する専門家会合開催（年 4 回） 
2021 人間の胎盤からマイクロプラ検出 
2022 人間の肺と血液からプラ粒子検出 
2022.3 UNEA 決議 5/14「プラスチック汚染を終わらせる:法的拘束力のある国際文

書に向けて」採択 
プラスチック条約を 2024 年末までに策定→INC 設置 

2022.11-12 INC1 開催：INC 事務局が、条約の内容を擁護する文書を作成することが決
定 

2023.5-6 INC2 開催：条約に盛り込まれる可能性のある複数の要素を検討するオプシ
ョンペーパーの議論 

2023.11 INC3 開催：条約草案に盛り込むべき事項を記した「ゼロドラフト」提示 
2024.4 INC4 開催：改定条約草案に基づいて議論 
2024.8 会期間会合：議長ペーパーを 2 回配布 

 
 
国連環境総会（UNEA）の歴史的決議がもたらしたもの 
 
 そうした状況の中で、UNEA は、2022 年 3
月、「プラスチック汚染を終わらせる：法的拘束
力のある国際文書に向けて」と題する決議を採
択し、海洋ごみ段階にとどまらず、原材料の採
取から生産、使用、リサイクル、廃棄に至るプ
ラスチックのライフサイクル全体にわたって
対策を講じるための条約を策定することを決
定したのである。この決定は、条約化のプロセ
スからすると異例の速さで、世界のメディアは
「歴史的決議」と称賛した。すると、プラスチ
ック汚染対策を強く求める世論が増大し、これ
を受けて科学界も活性化し、プラ汚染が人間の
健康や環境に及ぼす影響に関する研究も相次
いで報告されるようになった。その結果、プラ

汚染問題は、単なる「海洋ごみ」問題から、「ラ
イフサイクルを通じた人間の健康・生態系への
悪影響防止」へと、プラ対策の理解が進展した。
また、廃棄段階という下流対策だけでは効果的
に対応できず、上流の生産規制や有害化学物質
規制の必要性がクローズアップされるように
なったのである。 
 このように、UNEA 決議後 2 年間でプラ汚染
問題へ対策のあり方が、「下流のみでは不十分
で上流対策が不可欠」と変化する中で、この変
化への対応をめぐって各国間の意見対立が生
じ、解消できない状況が続いていると考えられ
る。 

 
プラ汚染問題とは何か？ 
 
 そうであるとすれば、対立の根本的原因は、
単なる合意形成過程の手続問題ではなく、プラ
汚染問題とはいかなる問題か―単なるごみ問

題か、それとも人間の健康や生態系への悪影響
の防止問題か―に関する認識の違いにあると
考えられる。そのギャップを埋めるのは、科学
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的データの集積である。2025 年 2 月 3 日放送
の NHK のクローズアップ現代で、プラ汚染と
人間の健康に関する論文数がこの 5 年間で急増
しており、中でも大きな注目を集めている論文
を紹介していた。それは、イタリアのナポリの
医師らの論文で、動脈硬化症の患者 304 名の血
管中のプラークを調べたところ、約半数に MP
の蓄積があったこと、さらにその患者について

3 年間疫学調査を行った結果、心筋梗塞、脳卒
中などの重大疾患の発症率が、MP の蓄積が見
られた患者の方が蓄積のない患者と比べて約
4.5 倍も高かったことが示されたそうだ。これ
は、MP が人間の健康に悪影響があることを示
した初めての報告である。報告者の医師は、プ
ラ汚染問題は、「単なる環境問題にとどまらず、
人間の健康問題なのです」と強調していた。 

 
プラスチックの微細化は避けられない！！ 
 
 プラスチックは環境中でマイクロサイズの
MP となり、MP はさらに微細なナノサイズに
なる。ナノ粒子は、アスベストと同様に、人間
の体内から排出されにくく、長期間にわたって
蓄積され続け、それによってさまざまな病気を
発症させることが懸念されている。MP は空気
中にも存在しており、プラ製品からも溶出して
いる。東京農工大の高田秀重教授らの研究によ
ると、日本人の血液中からも MP が検出されて
いる。MP の体内蓄積を減らすには、プラスチ
ックの使用をできるだけ減らすしかなく、その
ためには生産量の制限が不可欠である。また、
MP には PCB などの有害化学物質を吸着する
性質があり、たとえプラスチックの利用を限定

的な用途に限ったとしても、プラスチック中の
有害化学物質を規制する必要があることは当
然である。 
 前述の科学的データが示唆しているのは、も
はやプラ汚染問題は、単なるごみ問題として処
置されるだけでは不十分で、過去の公害事件と
同様に、人間の健康や生態系に取り返しのつか
ない重大な被害をもたらすおそれがある健康
問題として直ちに適切な対策が求められる緊
喫の課題であること、そして、世界の国々は、
自国の経済的利害を超えて、人類の共通課題と
してプラ汚染による被害の発生を防止するため
に、真に実効的な条約を早期に成立させなけれ
ばならないということではないか。 

 
INC5.2 に向けての日本政府に対する提言 
 
 残念ながら、生産制限、懸念化学物質規制に
関する議長案の内容は、全てオプションである
うえに、選択肢も野心的な規定が削除されてお
り、人間の健康や生態系への悪影響を防止する
ために十分なものとはいえないのが実情であ
る。人間の健康への悪影響を示すデータがまだ
まだ少ないという現実を反映しているものと
思われるが、既述の論文のように、人間の健康
に重大な悪影響があることを示す報告も出現
しており、今後その数が増えることが予想され
る。しかし、その時まで待っていては、手遅れ
になってしまいかねない。 
 人間の健康や生態系を犠牲にして経済発展
を遂げることができないことは、過去の公害事

件の教訓からも明らかである。被害の発生を防
ぐために、できるだけの対策を早期に講じる必
要がある。そのためには、少なくとも、最新の
科学的知見に基づいて適切な対策を迅速に講
じることができるような柔軟な仕組みを条約
に盛り込んでおくことが求められる。 

そこで、私たちは、改めて、日本政府に対し、
次の 3 つの事項を含む条約の成立を実現すべく
主導的役割を果たすことを提言する。 

①プラスチックの生産量の制限 
②プラスチック中の有害化学物質の規制 
③使い捨て製品を含む、 「問題のある・回避可

能なプラスチック製品」の使用禁止
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１－２ プラスチックによる健康影響 
はじめに 
 
 海ごみの氾濫、地球温暖化、気候変動など、
プラスチックがもたらす環境影響への懸念が
世界的に高まり、目下、国際プラスチック条約
の締結に向けての交渉が進んでいる。一方、プ
ラスチック中の化学物質の多くが私たちの健
康に悪影響を及ぼしているが、それはほとんど
注目されていない。 
 プラスチックに含まれる化学物質の多くが
有害であり、内分泌かく乱（環境ホルモン）作
用を持つ化学物質が多く、人の健康に悪影響を
与える科学的証拠が世界的に蓄積されている。
ところが、生活環境中に“モノ”として存在する
プラスチックから、有害物質が環境中に溶け出
して人体に入ることは、目に見えないので認識
されにくいのが現状である。プラスチックの健
康への影響の問題には、大きく分けてふたつの
問題がある。第 1 は、プラスチックから溶け出
す有害物質が人体に与える影響、第 2 は、微粒
子化したマイクロ・ナノプラスチックが人体内

に入ることによる影響である。 
 国連環境計画（UNEP）が 2024 年に発表し
た「プラスチックに含まれる化学物質（日本語
版）」によると、プラスチック生産には 13,000
種類以上の化学物質が使用されている。その中
で有害性の有無が検査されている化学物質は
約 7,000 種類、さらにその中でヒトの健康に潜
在的な懸念がある化学物質は約 3,200 種類ある
とされる。 
 こうしたプラスチック中の化学物質の問題
は、ライフサイクルにおける素材の生産、製品
の製造、リサイクル、廃棄などいろいろな段階
で発生するが、ここでは、消費者によるプラス
チック製品の使用による化学物質のばく露と、
その潜在的な健康影響について、とくに問題視
されている二つの物質群、ビスフェノール類と
フタル酸エステル類、そして昨今その環境と人
体の汚染が注目されている有機フッ素化合物
（PFAS）について述べる。 

 
プラスチックから溶け出す恐れのある物質 
 
 そもそもプラスチックは主に石油から作ら
れる。石油から取り出したナフサからプラスチ
ック原料の化学物質モノマー（単分子）を作り、
それを繰り返し重合してポリマー（多分子）、す
なわち合成樹脂を作り、それに添加物などが加
えられて製品になる。その他にも、プラスチッ
クを作る過程では、化学反応を促進させる触媒
など多様な化学物質が使われ、リサイクルの際
にも、溶剤、洗浄剤、不純物など非意図的混入
物が混入し、製品から溶け出す恐れがある。し
かも、それらプラスチック添加物などの化学物

質は、元々樹脂と化学的に結合していないので、
簡単に製品から溶け出すのである。 
 もうひとつプラスチックから溶け出す恐れ
のあるのが、合成樹脂のモノマーである。ほぼ
すべてのポリマーに重合し損ねた未反応のモ
ノマーが存在し、何らかの状況で毒性の強いモ
ノマーが製品から溶け出す可能性がある。たと
えばポリウレタン樹脂のイソシアネートモノ
マー、塩化ビニル樹脂の塩ビモノマーなどは、
きわめて毒性が高い物質である。 

 
10 種類の懸念化学物質と健康影響 
 
 UNEP は、プラスチックに含まれる化学物
質の中で懸念される物質群を、以下のように
10 種類（難燃剤、有機フッ素化合物、フタル
酸エステル類、ビスフェノール類、アルキル

フェノール類、殺生物剤、紫外線安定剤・吸
収剤、金属・半金属、多環芳香族炭化水素類
（PAHs）その他の非意図的混入物（NIAS））
をあげている（表 2）。 
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表 2：プラスチックに含まれる有害物質 

 
（出所）UNEP 報告書 2023（Chemicals in Plastics）より一部抜粋 

 
 そして、私たちがプラスチックの有害物質に
ばく露する主な経路は、①汚染された空気を吸
入する（経気）、②汚染された食品、水、ホコリ
の摂取（経口）、③皮膚への接触（経皮）の 3 つ
のルートがあり、懸念される人への影響として
は、ホルモンかく乱作用による生殖機能への影
響、神経系の損傷、高血圧、心血管疾患、肺が
んや肝臓がんなどがある。 
 こうした数多くある懸念される化学物質群
の中でも、とりわけ最近数十年間に世界中の科
学者たちが注目してきたのが、プラスチック材
料であり添加物でもあるビスフェノール類
（BPA、BPS など）と、プラスチックの可塑剤
のフタル酸エステル類（DEHP、DBP など）で
ある。 
 
 

■ビスフェノール類 
 ビスフェノール類は、ポリカーボネートやエ
ポキシ樹脂の原料であるとともに、塩化ビニル
やフェノール樹脂の安定剤や酸化防止剤とし
て多用されてきた。この物質は世界中の科学者
が代表的な内分泌かく乱物質（環境ホルモン）
として注目し、この数十年の間に書かれた論文
数は 2 万本近くに上る。 
 ビスフェノール類は超微量でも多大な生態
影響があり、受精卵への影響、思春期早発症、
前立腺肥大、糖尿病、肥満の他に、がん細胞増
殖作用、神経行動への影響の証拠も蓄積されて
いる。とくに近年、先進諸国の不妊の女性側の
大きな原因とされている多嚢胞性卵巣症候群
（PCOS）へのビスフェノール類の影響が明ら
かになっている。この疾患の女性は男性ホルモ
ン濃度が高くなり、排卵しにくくなる。 

物質群 化学物質の例 懸念されること

1 難燃剤
PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）
TCEP（リン酸トリス）など

IQ低下、知的障害、発がん性、発達神
経毒性、内分泌かく乱作用、生殖毒性
など

2 有機フッ素化合物（PFAS） PFOS,PFOA, PFHxS, PFCAs など
内分泌かく乱作用、発がん性、発生毒
性（低出生体重、不妊増加）、脳の発
達遅延、免疫低下など

3 フタル酸エステル類
DEHP（フタル酸ジエチルヘキシル）
DBP（フタル酸ジブチル）など

生殖毒性（精子数減少、不妊）、内分
泌かく乱作用（肥満、糖尿病など）
＊環境中への大量放出

4 ビスフェノール類 BPA,BPS, BPF など
生殖毒性（卵形成への悪影響、不妊）
内分泌かく乱作用（脳発達への悪影
響、肥満）＊食品接触材料から溶出

5 アルキルフェノール類
ノニルフェノール、ノニルフェノールエ
トキシレートなど

人や水生生物への内分泌かく乱作用
＊ペットボトル蓋から飲み物に溶出

6 殺生物剤
有機スズ化合物、ヒ素化合物、トリクロ
サン、第４級アンモニウム化合物など

皮膚や目への刺激作用、遺伝毒性、内
分泌かく乱作用など

7 紫外線吸収剤・安定剤
ベンゾフェノン類、ベンゾトリアゾール
類、UV-328など

アレルギ―、肝毒性、内分泌かく乱作
用、水生生物への毒性

8 金属・半金属
ヒ素、アンチモン、カドミウム、コバル
ト、クロム、鉛、水銀、スズ、亜鉛など

神経毒性、発達神経毒性、各種有害作
用　＊玩具からのカドミウム溶出

9 多環芳香族炭化水素（PAHs）
ベンゾアントラセン、ベンゾピレン、ナ
フタレンなど

発がん性、変異原性、生殖毒性など
＊直接に接触する消費者製品中に存在

10 非意図的混入物（NIAS）
揮発性有機化合物（VOCs）、ダイオキ
シン類、ポリ塩化ビフェニル類（PCB）

内分泌かく乱作用、生殖毒性、発達神
経毒性など
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 私たちは知らずに至るところでビスフェノ
ール類にばく露している。2000 年当時、環境ホ
ルモン問題が注目された時には、わが国では多
くの公立の小・中学校で使用されていたポリカ
ーボネート製の学校給食の食器からビスフェ
ノール A が溶け出すと問題になり、別の素材の
容器に大幅に変更された。同じくポリカーボネ
ート製の哺乳瓶も、ガラス製や別のプラスチッ
クに変更された。 
 また、以前は食品の缶詰の内側コーティング
にエポキシ樹脂が使用されており、中の食品中
にビスフェノール A が溶け出すとの指摘で、日
本製缶工業会は PET （ポリエチレンテレフタレ
ート）フィルムなどに変更した。それでも輸入
の缶詰の多くにはまだエポキシ樹脂が使用さ
れているので、要注意である。 
 最近では、スーパ―のレジのレシートの感熱
紙に毎日大量に接触しているレジ係の人の尿
中のビスフェノール A 濃度が高かったことが
わかり、感熱紙に使われる BPA 代替化が進め
られている。そして、見過ごされているビスフ
ェノール類のばく露は、歯科治療による歯の詰
め物（コンポジットレジン）などがある。2002
年に日本の歯科医学会の医療環境問題検討会
は、コンポジットレジンから溶け出す恐れのあ
る BPA は“安全レベル“であるとしたが、その後
2019 年時点で、海外ではこの件で 1,000 本以上
の論文が発表されており、2019 年に発表された
それら論文のメタ解析（総合的評価）によると、
歯の治療後に唾液や尿中の BPA 濃度は上昇し
ていることが明らかになり、海外では対策が講
じられつつある。 
 
■フタル酸エステル類 
 フタル酸エステル類は、ポリ塩化ビニル
（PVC）などプラスチック製品に柔軟性を与え
る可塑剤として広範囲に使用されてきた。プラ
スチック可塑剤の約 8 割がフタル酸エステル類
といわれるほど多用されている。柔らかいプラ
スチック製品（かばんや容器、袋、ビニール、
人工皮革）、子供のおもちゃ（人形、浮き輪、ボ
ール）、乗用車の内装（シートなど）、医療機器
（点滴用チューブ、輸血用血液バッグなど）、室
内のビニル製の壁紙や床材など、私たちの日常

生活は塩化ビニル製品で溢れている。また、香
りつき製品や化粧品にも多用され、化粧品には
滑らかな感触を与えるためなどに使われてい
る。私たちは日々、生活用品からフタル酸エス
テル類にばく露している。したがって、環境省
の「化学物質ばく露量モニタリング調査」にお
いても、大多数の日本人からフタル酸エステル
類が検出されている。 
 フタル酸エステル類の健康影響については、
ビスフェノール類と並びその女性ホルモン様
作用が 1990 年代末から注目されており、最近
20 年間の研究の蓄積により、実験動物だけでな
くヒトにおいても、子宮内でフタル酸エステル
にばく露した場合、男児が女性化（メス化）し、
その一つの指標である肛門性器間距離（AGD）
が短くなることが明らかになっている。また、
AGD の短い男の子は精子に異常を持つ率が上
昇し、精子数が減少するなどが報告されている。
その他にも精巣重量の低下、睾丸の下降不全
（停留精巣）など、フタル酸エステル類の男性
生殖系に及ぼす悪影響の証拠は十分に蓄積さ
れている。 
 それに加えて近年、フタル酸エステル類が子
どものアレルギーや喘息、神経・発達への影響
を示唆する論文も発表されている。プラスチッ
クから溶け出すフタル酸エステルが環境ホル
モンであるということは、生体のホルモンをか
く乱し生殖機能に影響を与えるだけではない。
ヒトの体の中でホルモン（内分泌）系は神経系
や免疫系と密接に関連しているので、ホルモン
系がかく乱されると同時に他の系にも影響が
及び、全身の情報伝達系を狂わせる恐れがあり、
近年、子どもの脳神経の発達への影響の証拠も
集まり始めている。 
 
■有機フッ素化合物（PFAS） 
 こ の 他 に 昨 今 話 題 の 有 機 フ ッ 素 化 合 物
（PFAS）にも環境ホルモン作用が確認されて
いる。PFAS には低体重児出生などの発生毒性、
脳の発達遅延や子どもの免疫力低下、腎臓がん、
血中コレステロール値の上昇、発がん性など、
さまざまな健康影響が報告されている。 
 私たちは日常的に、水道水以外にも PFAS に
ばく露している。たとえば、焦げつきにくいフ
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ッ素樹脂加工のフライパンは、金属製のヘラな
ので引っ搔くと、表面から PFAS 入りの樹脂の
破片が剥がれ落ち、食べものと一緒に体内に入
る。また、油をはじくファーストフードの包み
紙も、それに触ると手から PFAS がしみ込み、
ファーストフードをよく食べている人の PFAS
濃度が高いとの報告もある。PFAS は、防水、
防汚、防油加工の製品に使われ、PFAS を使っ
た製品が生活の中に浸透している。また、化粧
品にも PFAS が多用されている。ばく露減はあ
らゆるところにあるのである。 
 このように、プラスチックに使用される化学
物質には、環境ホルモン物質が多く、私たちの
健康全体に及ぼす影響は計り知れない。 
 
■プラスチック微粒子―マイクロ・ナノプラス
チック（MNPs） 
 近年、マイクロプラスチック（MNPs）が人体
の多様な組織（母乳、胎盤、頸動脈の塊、血液、
肺、精巣、便など）から検出され、健康影響に

関する報告が多数出ている。また、人の脳から
も検出されている。 
 最近のイタリアの報告では、頸動脈の塊（動
脈硬化病変）に MNPs が検出された 304 人の
58％からポリエチレン、12％からポリ塩化ビニ
ルの MNPs が検出された。検出された人は、そ
うでない人に比べて脳卒中や心筋梗塞のリス
クが 4.5 倍高いことがわかっている。また今年
発表された論文によると、ほかの臓器に比べて
脳から多くの MNPs が検出され、認知症死亡者
の脳では、MNPs は健常者の 2～10 倍多いこと
が判明している。 
 MNPs は、細胞や組織の中に入り、“炎症”を
引き起こす。細胞を傷つけ、心臓やがん、炎症
性疾患、関節リウマチなどの発症につながる。
さらに遺伝毒性もあり、さまざまな慢性病（心
筋梗塞、リウマチ、心血管疾患、がん、脳卒中
など）の原因となる酸化ストレスに関係し、重
要な臓器にダメージを与え組織を硬化させると
指摘されている。 

 
おわりに 
 
 プラスチックから溶け出す有害物質がもた
らす健康影響は、私たちヒトの生殖機能にも大
きな打撃を与える。その証拠がすでに集まり、
少子化問題に直面するわが国にとっても、一刻
も早く規制が必要な状況である。ところが、先
述の UNEP の報告書にもあるように、13,000
以上あるプラスチックに含まれる化学物質の
中で、国際的に規制されている物質は現段階で
はその 1 割にも及ばない状況である。大多数の
有害物質の使用は規制されていないのである。
フタル酸エステル類については、子どものおも
ちゃなどへの使用が国際的に一部規制され、日
本でも同様の規制が行われているが、まだ不十
分である。また、ビスフェノール類については、
国際的にその危険性が認識され、2021 年 EU の

規制当局（EFSA）は、食品と接触する材料中の
ビスフェノール A（BPA）のばく露許容量を、
従来の暫定 TDI （耐用一日摂取量）4μg/kg/day
の 10 万分の 1 に引き下げたが、日本では高い
値のままである。また、PFAS の化粧品への使
用について、EU 諸国の中でも規制を検討する
国が現れたが、わが国では今後の課題である。
私たちは日々プラスチックに含まれるこうし
た有害物質にさらされている。近年、胎児をつ
つむ妊婦の羊水中からも、プラスチック添加物
のビスフェノール類やフタル酸エステル類が
検出されており、その胎児への影響がますます
懸念されている。一つでも多くのプラスチック
に含まれる有害物質の規制が早急に求められ
ている。 
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（コラム）市民調査で気づきから行動へ 
～「お店のプラスチック調査 2024」の結果から 
 

堀 孝弘（認定NPO法人環境市民 グリーンコンシューマーチーム） 

日本のスーパー店頭のプラ包装の実態はどうか 
 2024 年 9 月から 11 月にかけて、環境市民の呼びかけにより、全国 40 団体以上の参加を得て、
40 都道府県の約 1,300店を対象に「お店のプラスチック調査」を行いました。 
 結果、スーパーマーケット 1,240 店（重複調査店 60 店を含む）の青果物売場のはだか売り（無
包装販売）率の平均として 12.5%という値を得ました。あわせて、じゃがいも、にんじん、きゅ
うり、ほうれん草、バナナなど、５種の野菜・果物を対象に、店頭での販売品種比でのはだか売
り商品率も調べました。 

 
2024 年「お店のプラスチック調査」青果物のプラ放送（全国） 

 
出所：環境市民ウェブサイト「2024年「お店のプラスチック調査」の報告 

調査の動機と目的 
 この調査に先立ち、2022 年は京都市内で、翌 2023 年は全国調査を実施しました。きっかけは
2022年 1月フランスで「野菜・果物の販売時のプラ包装が禁止された（当初は 31種が対象）」と
いうニュースでした。あわせてフランス政府から「現在フランスでは 37%の野菜・果物がなんら
かの包装がされて販売されている」というコメントが出されました。一方、日本の小売店等のプ
ラ包装について、直近かつ大規模な調査データが見つけることができませんでした。「ないなら
調べよう」と、同年 11月京都市内でのスーパー店頭のプラ包装の現状調査を行いました。 
 目的として、2020 年代前半のプラ包装の調査データを残すことで、将来の削減成果を知る基礎
情報を得ること、また多くの人にプラ包装がまだ多く使われていることへの気づきの促しなどが
あります。 

2022 年は京都市内で、2023 年は全国調査を実施 
 多くのボランティアの参加を得て、2022 年の京都市内では 62 店舗、2023 年の全国調査では 15
都道府県 137 店で調査を実施しました。店頭の資源回収箱の設置、青果物、精肉、鮮魚、日配品、
日用品、飲料売場、サッカー台まで８項目に及ぶ、かなり詳細な調査です。 
 2022 年の京都市内調査の実施主体は京都市ごみ減量推進会議（https://2r-ecotown.kyoto-
gomigen.jp/2r-activity/）、2023 年以降の実施主体は環境市民です。 

https://2r-ecotown.kyoto-gomigen.jp/2r-activity/
https://2r-ecotown.kyoto-gomigen.jp/2r-activity/
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2024 年、再度全国調査を実施 
 ただ、項目の多い調査はボランティアの負担も大きく 2023 年の全国調査の調査店は 137店にと
どまりました。全国の店頭プラ包装の状況を明らかにするため、引き続き、より多くの店舗調査
の必要性を感じ、調査項目の削減と、「お買い物のついでにプラ調査」をコンセプトに、ふだん
買い物に行く店で、見たままをスマホアプリから送信してもらうなど、調査方法の簡略化を図り
ました。 
 2024 年の調査は、アウトドア用品メーカーのパタゴニアの環境活動助成金の助成を得て、全国
での説明会の実施や、京都から各地へ調査支援の出向を行い、冒頭に記したように 1,000店以上の
調査を行うことができました。 
 結果として、プラ包装の西高東低（西日本の方がプラ包装が多い）や、ほうれん草やバナナの
ように、はだか売りが全国的にほとんどなくなっている実態などを明らかにしました。 

市民調査の意義 
 市民調査の意義についても触れたいと思います。まずは身近なところに調査や研究のネタがあ
り、誰でも参加可能な活動としてデザインできることがあげられます。 
 また、漠然と「プラ包装を減らそう」ではなく、調査データがあることで「何であれば、どの
程度減らせそうか」、事業者や行政と具体的な話し合いが可能になります。 
 一般市民に向けても、調査への参加を通じて現状に対する気づきを促すことができます。たと
えば、一連の「お店のプラスチック調査」の参加者の多くから、「毎日買い物に行く店なのに、
プラ包装の多さにあらためて気づいた」や、「バナナがプラ包装ばかりになっていることに気づ
いていなかった」などの声が返ってきました。 
 もちろん、このような調査の参加者は、多くの場合もともと環境問題に関心のある人たちです
が、上記のようなご自身の気づきや驚きがあることで、まわりの人たちに伝えてもらえる期待も
高まります。このような「市民から市民へ」といった波及効果も市民調査の意義としてあげられ
ます。 

今後の課題 
 ただ、調べるだけでは、プラ包装の削減につながりません。次の課題は「無理なく、着実に減
らす活動」を創出することです。事業者が環境の取り組みを推進する際、「壁」になるのは「消
費者の意識・行動」です。その壁の克服もあわせて考える必要があります。そのため、2024 年調
査より、さらにハードルが低く、環境問題に関心はあっても、団体やグループへの参加に抵抗の
ある人たちにも参加してもらえる活動のデザインが必要だと考えます。 
 2024年秋の調査では、青果物売場のはだか売り率は全国平均で 10%台前半でしたが、8〜9店に
1 店程度の割合で「はだか売り率 20%以上」の店もありました。こういったはだか売り率 20%以
上の店を「見つけて、ほめて、増やそうプロジェクト」を企画中です。 
 20%以上の店も、ほうれん草やバナナのはだか売りを行っている店も、数は少なくても探せば
あります。そういった店を見つけて環境市民事務局に知らせてもらいます。本社等へ取材を申し
込み、取り組みの工夫や方針などを教えてもらい、これから取組を進める企業に、可能な情報提
供を行います。こういった活動を通じて、社会全体のプラ包装削減の流れをつくりたいと考えて
います。 
 今後の詳細が決まりましたら、環境市民のウェブサイト「お店のプラスチック
調査」（https://kankyoshimin.org/market-research/、QR コード）で紹介しま
す。 

https://kankyoshimin.org/market-research/%E3%80%81QR
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第３章 化学物質とプラスチック 
 
第２節 食品安全委員会・PFASリスク評価の問題点 
 

中下 裕子（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 代表理事） 
 
はじめに 
 
 食品安全委員会（以下、「食安委」）は、2024
年 6 月、PFOS、PFOA のリスク評価を行い、
耐用一日摂取量（毎日摂取し続けても健康への
悪影響がないと推定される一日当たりの摂取
量：TDI）を、各 20ng/㎏体重/日に設定した。
これを受けて、本年 2 月、環境省は、数値は現
行 の 暫 定 目 標 値 で あ る PFOS ＋ PFOA で
50ng/L のまま、水道水質基準に格上げする（施
行 2026 年 4 月）という省令改正案を取りまと
めた。 
 しかしながら、飲料水の規制については、表
1 のとおり、世界中で安全基準の見直し・強化
が進められているのが実情である。今回の基準
値の据置きは、こうした世界的動向に反するも
のと言わざるを得ない。そもそも、現行の暫定
目標値は、米国 EPA（環境保護庁）が 2016 年
に設定した健康勧告値を準用して設定したも
のだが、EPA は、既に 2024 年 4 月に、TDI を
見直して、規制値を PFOS、PFOA につき、各
4ng/L へと、大幅に強化している。 
 TDI 設定のための科学的知見は世界共通の
はずなのに、なぜ日本は米国 EPA と同じ安全基
準値を採用しないのか？リスク評価の仕方が

日本と米国とでは異なっているのではない
か？果たして日本の評価は正しいのか？とい
う疑問を禁じ得ない。 
 そこで、高木仁三郎市民科学基金の支援を得
て高木基金 PFAS プロジェクト（以下、「P プロ
ジェクト」）を結成し、食安委のリスク評価プロ
セスの徹底検証に着手しようということにな
り、JEPA 寺田理事と筆者も参加したので、その
結果を報告する。 

表１：世界の飲料水基準 

 
* 2023.4までの意見募集後に改訂して飲料水ガイドラインに 
** 欧州飲料水指令改正により規制値に。適用は 2026年および
2028年 
*** PFOS＋PFHxS の合計 **** 総 PFAS 
（出所）諸永裕司「PFAS汚染いまの重要課題」 
高木基金市民フォーラム（2025 年 3月 9 日）

 
リスク評価の正当性を崩壊させる非公式・非合理・大量の文献差し替え 
 
 食安委では、リスク評価に当たって、必要な
文献の選定を（一財）化学物質評価研究機構
（CERI）に委託した。CERI では、有識者会議
（食安委のリスク評価ワーキンググループ
（WG）の姫野座長をはじめ、メンバーの 11 名
が食安委のリスク評価の専門委員・専門参考人
と重なっている）を設けて、A ：リスク評価の根
幹として最重要である文献、B ：リスク評価の上

で参考となる文献、C：リスク評価には不要と
考えられる文献という重要度のランク付けを
行い、計 2969 報の文献から 257 報を選定した。
この 257 報の文献は食安委の第 2 回 WG 会合
で委員に配布され、リスク評価が始まった。 
 その後、WG 会合が重ねられ、第 9 回 WG に
おいて評価書（案）が公表された。その末尾に
記載された「参照文献」は 268 報であった。し
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かし、筆者は、この時点で、268 報の参照文献
リストと 257 報の CERI の選定リストとでは、
その中身の文献が大きく異なっていることに
全く気付かなかった。ところが、プロジェクト
が精査したところ、CERI のリスト 257 報のう
ち残っていたのは 67 報のみで、なんと全体の 7
割以上が差し替えられていたのである。P プロ
ジェクトの報告によれば、190 報が CERI のリ
ストから除外され、新たに 201 報が追加されて
いた。この 201 報のうち 82 報（41％）が、CERI
による事前選定では「低評価」のため選ばれな
かった文献（CERI ゴミ箱文献）であった。追加
文献の多くが、「健康影響が否定できなかった」
とされた「肝臓・脂質代謝」「免疫」「生殖・発
生」「発がん性」の 4 つの分野のものであった。

とくに「生殖・発生」分野では、25 報中 24 報
（96％）が「CERI ゴミ箱文献」だった。追加
文献には、PFOS、PFOA 製造企業との利益相
反があるものも複数含まれており、これらは主
として健康影響との関連を否定する文脈で使
用されていた。一方、除外された文献には、A 評
価の最重要文献 165 報中 122 報が含まれてい
た。 
 しかも、これらの文献差し替えは、全て非公
式会合で秘密裏に行われており、公式の WG 会
合では差し替えの事実も、その理由も、一切説
明がなかった。国会での川田参議院議員の追及
によって、このような非公式会合は少なくとも
24 回に及んでいたことが明らかになっていま
すが、その内容は一切開示されていない。

 
図１：非公開化合での文献差し替え 

 
（出所）｛PFAS 評価書｝検証レポート（高木基金 PFASプロジェクト） 

 
このような秘密裏の大量の文献差し替えをどう見るか？―専門家の見解 
 
 食安委 HP によれば、食品影響評価（リスク
評価）とは、食品中の有害化学物質の摂取によ
り、どの位の確率でどの程度の悪影響が起きる
かを科学的に評価する（具体的には TDI を設定
する）ことである。また、食安委の HP には、
リスク評価の基本姿勢として、「利用可能な最
新の科学的知見に基づき、科学的判断のもとで

適切に、一貫性、公正性、客観性及び透明性を
もってリスク評価を行い、評価内容を明確に文
書化する」と明記されている。特に評価プロセ
スの透明性や、選定基準の客観性・公正性の確
保は、恣意性が排除されていることを示すため
の必須の要件といえる。 
 前述のような非公式の場で秘密裏に大量の
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文献差し替えが行われているということは、リ
スク評価の正当性の観点から、どのように評価
されるものなのだろうか？ 
 以下は、専門家の方々のコメントである
（Slow News より）。 
 遠山千春（東京大学名誉教授）氏：「2003 年

から 2013 年に、専門委員としてカドミウ
ム、水銀、放射線、ヒ素のリスク評価の作
成に関わりました。知る限り、こうしたこ
とは起きていなかった。今回の事例はプロ
ジェクトが気づいて調べたから判明した
もので、普通はリスク評価ではこういうこ
とはしないだろうと性善説で信じていま
す」「委員にも見識はあり、個々の論文の評
価には議論もあるでしょう。ただ、差し替
えをしたことの透明性がないのであれば、
信頼性がなくなってしまう。食品安全員会
は疑問に答え、説明する必要がある」 

 原田浩二（京都大学大学院准教授）氏：「最
終的な評価で問題があるからその論文は
使わないということもあります。でもそれ
は最後の段階。途中で外すということはし

ません。追加されることはあるでしょうが、
普通は最後までいって判断するのがリス
ク評価です」「プロセスが明解でないとい
けません。どういう判断基準でやっている
かを他の人が見て理解できることが重要
です」 

 木村・黒田純子（JEPA 理事・環境脳神経科
学情報センター副代表）氏：「非公式の会合
で論文の差し替えをやっていて、透明性が
ありません。説明なしの入れ替えはダメで
す」 

 鯉淵典之（群馬大学教授）氏：「参照する論
文を差し替えてしまえば、あらかじめ導き
出したい結果に合わせて結論を変えるこ
とができてしまう。POD を選びながら論文
の取捨選択をしたとすれば、少なくとも、
そう疑われる余地が残るでしょう。論文を
差し替えれば、評価の前提が変わる。そし
て結果も変わりうる。だから、このような
大量の論文差し替えはやってはいけない。
リスク評価が根底から崩れたと言えるで
しょう」 

 
環境省に対する提言－リスク評価のやり直しと世界水準の規制の実現を！！ 
 
 リスク評価は、「科学的評価」でなければなら
ない。そして、「科学」とは第三者による検証可
能なものでなければならない。しかし、今回の
リスク評価は、そのプロセスの大半が非公式の
場で実施され、論文の除外・追加の理由も明ら
かにされていない。これでは第三者による検証
が不可能である。このような評価書は「リスク
アセスメント」ではなく、「理屈合わせメント」
に過ぎない。つまり、このようなリスク評価値
には科学的な正当性はなく、到底正当なリスク
評価とは認められず、これに基づき水道水質基
準値を策定すべきでないことは明らかである。 

そこで、私たちは、環境省に対し、水道水質
基準値の設定について、世界水準の規制を実現
させるため、以下のとおり、提言する。 
①環境省独自に、透明性・公正性・客観性が確

保される真に科学的なリスク評価をやり直
すべきである。 

②リスク評価値が決まるまでの間、現行の暫定
目標値と同様に、各国のリスク評価の中から
安全側の観点より最も低いもののひとつで
ある、米国 EPA（2024 年）の新規制値であ
る PFOS、PFOA 各 4ng/L を採用すべきで
ある。

 
資料 

 「PFAS 評価書」検証レポート, 高木基金PFAS プロジェクト, 2025 年 3月3日, 
（https://www.takagifund.org/activity/2025/20250303_takagipfas_report.pdf） 

 「PFAS 評価書」検証レポート＜ver.2,0＞, 高木基金PFAS プロジェクト, 2025 年 5月1日
（https://www.takagifund.org/activity/2025/20250501_takagipfas_report.pdf） 

https://www.takagifund.org/activity/2025/20250303_takagipfas_report.pdf
https://www.takagifund.org/activity/2025/20250501_takagipfas_report.pdf
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第４章 
生物多様性条約 COP16の成果と市民社会への示唆 
 

道家 哲平（国際自然保護連合（IUCN）日本委員会会長、 
公益財団法人日本自然保護協会保護教育部国際チームリーダー） 

 
 気候変動と並ぶ危機として生物多様性への
危機感が年々高まっている。ダボス会議の主催
者としても有名な世界経済フォーラムは、長期
的な経済への影響を把握するため政財界トッ
プ層へのアンケートを基とした「グローバルリ
スクレポート」を毎年発行している。そのレポ
ートでは、10 年先に顕在化し、かつ、影響の大
きなリスクとして気候変動が常にトップに位
置しているが、生物多様性の損失は、2020 年頃
から上位 5 つに現れはじめ、最新の 2025 年版
では 2 位に位置づけられている。 
 このような世界的な危機意識に対処する国

際枠組みが、気候変動枠組条約（UNFCC）と同
じ年に誕生したのが生物多様性条約（CBD: 
Convention on Biological Diversity）である。
UNFCCC は毎年締約国会議（COP）を開催し
ているが、生物多様性条約は 2 年に 1 度開催で
あり、2024 年に第 16 回締約国会議（COP16。
以降、特段の記載なく COP という場合は、生
物多様性条約締約国会議を指す）の開催を迎え
た。 
 ここでは、生物多様性条約第 16 回締約国会
議の成果と課題、市民社会への示唆を紹介する。

 
１．背景と全体概要 
 
 生物多様性条約における決定は、ラムサール
条約や世界遺産条約のように新たな国際保護
地域の設立が宣言されるわけでもなく、ワシン
トン条約のように輸出入制限をすべき野生動
物の指定など、国内法規制に影響を及ぼすよう
なことはないが、196 か国という米国を除く国
連加盟国のほぼすべての国による生物多様性
関係の指針・To do リスト・4 年で数千億円に
上る地球環境ファシリティー（GEF: Global 
Environment Facility。UNFCCC の資金メカニ

ズムでもある）の資金配分優先度などを決める
機能があり、さまざまな自然・環境条約の司令
塔のような位置づけといえる。 
 その最たる特徴として、2022 年に開催された
COP15 では、「生物多様性世界枠組み（GBF: 
Global Biodiversity Framework）」という 2030
年までの世界目標・計画を合意した。この世界
目標を含む枠組みの実施加速のための措置を
検討し、合意するという重要な役割を担ってい
たのが、2024 年開催された COP16 だ。

図：生物多様性世界枠組み（スマート版） 
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 COP16 は、交渉難航により、会期中に議題の
すべてを合意することができず、一旦休止し、
再開会合を行うという条約の歴史でも珍しい
事象が起きた。COP16 パート１は事前交渉会
合の位置づけですべて条約の実施に関する作
業部会を含めると、2024 年 10 月 16 日から 11
月 1 日までコロンビアのカリで開催する計画だ
った。ホスト国の発表では、国際会議場には 3
万人の登録があり、バッジを持たない市民が集
まるグリーンゾーンには、連日 4 万人近い人々
が訪れる、COP 史上最大の締約国会議となっ
た。 
 21 日に始まった COP16 は日がたつにつれ
て、各国歩み寄りの無いまま交渉が停滞。第 2

週目には閣僚級が続々集まるなか、最新の絶滅
危惧種数、自然保護地域拡充の伸び悩みなど、
NGO や国際機関等による行動への後押しの声
を上げたが、最後まで難航し、11 月 1 日の深夜
から 2 日早朝 8 時になっても議題が残る状況で
した。各国代表団も、帰国のため退席する国も
現れ、最後「休会」が宣言されることになった。 
 その後 12 月にローマにある国連食糧農業機
関 FAO 本部を会場にパート 2 （再開会合）が 3
日間にわたって開かれました。前回とは打って
変わり、交渉のみの会合となり、参加者は 1,300
名という小規模なものでした。この 3 日間の会
合も、最終日は深夜 1 時になってやっと閉会す
るという難航した交渉となった。 

 
２．COP16の交渉成果 
 
 COP16 は、条約下にあるカルタヘナ議定書
と名古屋議定書の 2 つの議定書を含めると、72

の決定文書に合意した。 

 
２－１ 更なる資源動員と条約管理下の資金配分手段の構築を合意 
 
 GBF では、2030 年までに、全世界の生物多
様性のための資金を年間 2,000 億ドル、そのう
ち先進国から途上国への支援額は年 300 億ドル
を確保する（増やしていく）ことをめざしてい
る。そのための資源動員戦略をまとめると同時
に、資金を COP の管理下にある形で公正に配
分する資金手段を 2030 年までに確立すること
に合意した。 
 この議題は極めて難航した議題の一つであ
る。既存の資金メカニズムである GEF は、生物
多様性専用ではない、気候対策にも、廃棄物に

も、生物多様性にも活用されているため、他の
テーマとの相乗効果を図るには良い仕組みと
して先進国は擁護する立場だが、GBF の実施に
は専門の資金と専門の配分手段が必要との途
上国の強い声が通った形となった。さらにこの
GEF は、CBD 非加盟国の米国に存在し、米国
の制裁対象国は CBD 加盟国であっても資金供
与が受けられないという歪んだ構造が発生し
ており、一部の途上国からの強い非難が出て交
渉難航の要因となっていた。

 
２－２ GBFの実施状況把握の指標と、PDCAサイクルの確立 
 
 生物多様性は、気候よりも多数のパラメータ
での状況把握や、政策実施状況の把握が必要に
なることから、COP15 である程度設定した指
標の改良を協議し、無事に指標群を合意するに
至った。この指標群に基づいて、各国がいつま
でに報告を提出し、その報告や他の科学的なレ

ポートを元に世界レベルの進捗を把握し、次の
行動を検討するかという PDCA サイクルを確
立した。パリ協定でいう NDC （国別削減目標）
とギャップ報告に類似するものである。 
 興味深い仕組みとして、「非政府主体による
貢献（Non-state Actor Contribution）」を報告す
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る枠組みもまとめられ、情報提供をあらゆる主
体に求めることになっている。国際条約のため
国の責任は大きいが、「あらゆる社会の参画に

よる目標達成（Whole Society Approach）」が
GBF の達成に重要であるとの原則が確立して
いるからこその措置といえる。

 
２―３ 民間産業部門からの資金動員―カリ基金の発足 
 
 自然資源は私たちの社会や経済を支えるも
のだが、電子化された DNA 情報も産業の発展
に大きく寄与するようになってきている。DNA
データベースは、無味乾燥なデータ列だが、近
年、これらを活用した医薬品・健康補助食品・
化粧品・バイテク産業などは商品やサービス開
発が活発になっており、遺伝的多様性があれば
あるほど成長する産業ともいえる。 
 途上国からの強い発案により、DNA データ
ベースの利用から生じた利益を、保全や持続可
能な利用の推進に配分すべきとの声が 2010 年

代後半から強まり、今回、その配分の仕組みの
在り方と、資金の受け入れ先として「カリ基金」
を立ち上げることが決まった。 
 仕組みは 2026 年の COP17 で最終決定する
予定だが、国際条約交渉では国・開発銀行・国
際機関・財団などの公的性質を持つ機関からの
資金が議論されるなかで、義務ではないものの
民間に資金供与を求め、生物多様性保全という
公益に配分する新たな資金源として非常に注
目される決定となった。

 
２－４ 先住民地域共同体の意義ある参画・支援 
 
 生物多様性の分野では、世界各地にいる先住
民地域共同体は、自然の守り手であり、自然の
伝統的な利用方法を知る知恵者であり、自然破
壊がもたらす生態系サービス損失の最大の被
害者でもあるという重要な位置を占めている。
COP16 では、コロンビア政府の強力なリーダ
ーシップもあり、アフリカ系先住民（奴隷貿易
含む歴史的な搾取のなかでアフリカからラテ
ンアメリカに移住し、土地に根付いたグループ）
の保全上の役割を認識する決定を行い、先住民
地域共同体関連の検討を担う常設機関の設置
を決めた。勿論、これまでもこのことに関する

検討は専門部会を設けて協議していたが、専門
部会は「暫定の部会」という位置づけで事務局
内の人員体制も中長期的な検討の面でも不十
分な状況だった。 
 先住民地域共同体を巡る交渉は COP16 パー
ト１で連日集中討議が行われた議題の一つで、
決定された瞬間は、会場が拍手で総立ちとなり、
決定を歓迎する先住民地域共同体の涙声での
声明から「今回の COP は、人々のための COP
（Peopleʼs COP. "COP de la gente"）」という評
価が生まれた議題となった。 

 
２－５ その他の重要な成果 
 
 上記注目 4 議題に加えて、数多くの重要な決
定がなされ、いずれも、GBF の実施に欠かせな
い手段である。 
 生物多様性と健康に関する議題では、生物多
様性と健康に関する世 界行動計 画（Global 
Action Plan on Biodiversity and Health）が採択
された。新型コロナウィルスはパンデミックと
社会経済の混乱をもたらしたが、人・家畜動物・

自然の健康（健全 Health）を一つのものとして
捉えないと、第 2・第 3 のコロナ発生は防ぐこ
とはできない。この世界行動計画では「ワンヘ
ルス」を重要な概念と位置づけ、国際機関・国・
研究機関等がどんな行動をとる必要があるか
をまとめている。 
 海洋沿岸生物多様性の議題では、公海含む生
物多様性上重要な海域のリスト改良の手続き
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について 8 年近くの交渉を経て合意した。また、
陸に比べて海の分野は、研究・保全手法含め知
見形成が大きく遅れていることから、海洋・沿
岸に関する課題一覧も整理している。 
 GBF 実施のために、植物保全に関するより詳
細な行動計画を採択したり、野生動物の持続可
能な利用についての勧告のまとめも進んだ。特
に途上国の締約国を支援するために 18 の科学

技術支援センターを指名し、支援センター間連
携を進める世界調整メカニズムの設立を決め
られた。 
 気候変動と生物多様性では、砂漠化防止条
約・気候変動枠組条約・生物多様性条約の共同
事業含む、条約間の政策の一貫性を高める方策
についての模索も決まっている。 

 
３．COP16フォーラムハイライト 
 
 COP16 パート 1 は COP 史上最大の人数と
なり、「世界目標を決めるなど注目が高かった
COP15 に比べたら参加者数は減るのではない
か」との前評判を覆し注目された。 
 カリの国際会議場には、交渉会合用のスペー
スだけでなく、60 近い団体がポスター等の展示
を行い、朝から夕方までステークホルダー用の
仮設テントやパビリオンでは、様々なシンポジ
ウムが開かれ、一部のイベントは国際会議場外
の市街地のホテルで開催された。 
 筆者が注目したのは、企業や金融部門からの
参加者数の伸びと、参加の質の違いである。
2010 年 10 月に名古屋市で開催された COP10
は例外として、COP への企業の参加はこれまで
多くなく、目立つようになったのは前回の
COP15 で、公式の参加者リストによると 9,000
人登録中の 600 人程度だった。ところが、コロ
ンビアの COP16 は、13,000 人中 1,250 名と、
2 倍近くに増えている。 
 参加形態も、サイドイベントへの参加など情
報収集やネットワークづくりが主だったもの
が、今回は、自社が開発したサービスや商品の
売り込みや、地域販売パートナーを探すといっ
た雰囲気が感じられた。日本の企業・金融機関
の参加者も格段に増え、オピニオンリーダーと
かなり近い距離で気軽に意見交換ができ、コス
パが良いなどの声も実際の参加者から聞かれ
た。世界中の関係者が来るからこそ、COP で新
しいものを発表し、そのような発表が期待され
るからこそ COP に人がやってくるというプラ
スのサイクルが整ったといえる。 
 企業活動を巡る発表も相次いだ。自然関連情

報開示タスクフォース（TNFD）は、2023 年 9
月に発表した開示枠組みに基づいて自然関連
財務情報の発表にコミットする企業が 500 社を
超えたこと（うち 120 社が日本）や、中小企業
含めた開示支援のための自然関連データプラ
ットフォームの構築や、開示後の生物多様性対
策である「移行計画」の立案に関するガイダン
ス案の協議開始についてリリースをしている。 
 TNFD や IUCN （国際自然保護連合）、WWF
や ICLEI など多数の専門団体からなるネイチ
ャーポジティブイニシアティブからは、自然の
測り方に関する共通手法案のドラフトを公開
し、コメント募集を始めている。 
 230 の金融機関が世界で自然資源に影響のあ
る 100 社（注 1）に集団的に働きかけるイニシ
アティブである「ネイチャーアクション 100」
では、企業の評価項目（ベンチマーク）に基づ
いた評価レポートを発表し、世界の主要 100 社
による生物多様性へのコミットメントが高い
一方、評価や目標設定などはまだまだ不十分で
あることを明らかにしている。 
 このように紹介すると、企業が自社に関わる
工場や出資金融機関だけを見ていればよいよ
うに勘違いされるかもしれないが、企業関連の
サイドイベントに参加した日本企業からは至
るところで「ランドスケープアプローチがキー
ワードとして語られていた」と報告されている。
ランドスケープとは景観と訳されるが、要は、
自社の工場やその周辺だけ対策していても自
然を取り戻すことはできず、例えば流域のよう
により広い地域全体に関わらないと保全の効
果が出てこないという考え方である。 
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４．COP16成果の日本の市民社会への示唆 
 
 今回の COP16 の成果そのものは、世界目標
達成の仕組みに関するものが多く、目標達成に
直接的に影響を及ぼすものはそこまで多くは
ない。しかし、資源動員戦略や生物多様性と健
康のようにそのまま市民を含めた私たちの行
動計画にできそうな目次建ての文書は合意さ
れている。 
 また、GBF の達成度を測る指標は「各国がそ
の指標に基づいて報告しなければならない」も
のであり、翻って、「その指標で国内も評価する
ことになるだろう」というものは項目だけでも
知っておくと、生物多様性やその対策を捉える
モノサシとして活用できるものである。 
 ここでは、より大きな示唆で考えるべきこと
を 2 点紹介する。 
 
１．自然を守る「お金」を話しあう 
 COP16 は、資金のことばかりが話し合われ
たとも言える。お金の話ばかりと辟易したくな
るが、そろそろ日本の市民社会ももっと生物多
様性の資金の話をしたほうが良いのではない
か。 
 日本の経済活動にとって日本の自然はどれほ
ど大事なのか、どのくらいの保全の資金がいま
回っているのか、十分な量なのか、効果的に配
分されているのか、現場に資金が回らない障害
がどこかで生じていないか、資金の受け手側の
体制は整っているのか、公的資金だけでなく民
間資金を動員するにはどうするか、民間資金を
動員した際のリスクを緩和する方策はあるか
など。日本の自然保護の歴史は古く、開発への
抵抗からボランティアでも活動するという精
神があるが、ネイチャーポジティブを実現する
ためにも、資金について真剣に議論し、保全活

動の規模を上げていくことの重要性を強く感
じた。 
 
２．企業の変化を、正しく捉える 
 企業・金融の今の盛り上がりは、こちらも自
然保護の歴史から言えば隔世の感があるが、
TNFD 開示枠組みの前後から大企業による関
心は数段上がっている。COP16 でも関心のあ
る企業が日本に限らず参加し、活発な意見交換
が行われていた。 
 企業と一言でいってもその業種・形態・自然
との関わりの多様性は非常に大きなものがあ
り、今の開示枠組みやその推奨指標の粒度が、
NGO が現場レベルの管理で求める水準に至ら
ないところもまだあり、今後の改善の期待は十
分にあると考えられる。 
 一方、十分に注意しなければならないのは、
グリーンウォッシュを巡る議論である。気候変
動でも最近訴訟にまで至っている「実態を伴わ
ないのに、自社の経営方針や商品サービスが、
あたかも環境に対して貢献しているように社会
に見せる広報戦略」をどう捉えていくべきか、
生物多様性の分野でもこの課題は注視してい
く必要がある。ただし、生物多様性は、自然へ
の介入の効果把握、複雑なサプライチェーンな
ど、グリーンかブラック（問題）かの判断基準
や閾値がまだ明確でないグレー部分が多いよ
うに感じる。この場合、グリーンウォッシュか
どうかを問うても誰も答えを持っておらず、む
しろ対話の場を作り線引きを丁寧に行う作業
こそが、企業も含めた貢献の加速を後押しする
ことになると考えている。企業/金融機関と
NGO については、今は建設的な対話の場を作
るプラットフォームの存在が重要だ。 

 

注 

注 1） 「バイオテクノロジーと医薬品」「農薬を含む化学」「家庭用品および個人用品」「E コマース
を含む消費財小売」「食品（ 肉・乳製品・加工食品）」「食品・飲料小売」「林業・製紙業」「金属・
鉱業」の 8 業種から選定。日本からは味の素、伊藤忠、丸紅、三井委物産、王子ホールディングス
の 5 社が選定されている。 
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（コラム）仕組みを変えるために行動する若者グループからのメッセージ 
＜生物多様性＞ 
 

坂浦 友珠、多計 和真（一般社団法人 Change Our Next Decade） 
 
 私たち一般社団法人 Change Our Next Decade（COND）は、生物多様性保全に取り組むユース
団体です。人と自然が共存できる社会の構築をビジョンに掲げ、2019 年 8 月に生物多様性条約第
15 回締約国会議（CBD-COP15）に向け若者としてアクションを起こすために設立し、2021 年 8
月に一般社団法人化しました。現在は日本各地の大学生、大学院生約 10 名で、政策提言、普及啓
発、国際会議派遣などの活動に取り組んでいます。 
 
 政策提言活動では、生物多様性条約や生物多様性国家戦略の動向を追うとともに若者の意見を表
明しています。また、省庁との意見交換会への参加や、パブリックコメントの提出、生物多様性に
関連する用語集の作成を行っています。普及啓発活動としては、SNS などで生物多様性関連の情報
を発信しています。加えて、生物多様性に関するセミナーやイベント、ワークショップの開催、外
部イベントやメディアへの出演、掲載などを行っています。国際会議派遣活動としては、世界の生
物多様性保全の動向を追うために生物多様性条約の締約国会議 （CBD-COP）や科学技術助言補助
機関会合（SBSTTA）をはじめとする国際会議に参加しています。その際、会議の様子や議論内容
を SNS 等で発信しています。 

 

 
 

 このような活動に取り組むにあたり、私たちは 2 つの課題を感じています。 
 
 第一に、生物多様性への関心や認知度の低さです。環境問題や COP というと、ごみ問題や公害、
気候変動を思い浮かべる人が多いように感じます。これは、「生物多様性」という言葉が指すスケー
ルが大きく、その損失による具体的な問題や原因を想像しにくいことや、気温上昇のように身近に
影響を感じる機会が少ないことが要因であると考えています。保全活動は、自然や動植物が好きな
人だけではなく、漁業関係者や、スキーやサーフィンなどのスポーツをきっかけに危機感を持って
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活動している人も多いです。彼らの共通点として、自然環境の変化を実感できていることがあげら
れます。したがって、生物多様性保全の主流化には、より多くの人が生物多様性保全の重要性とそ
の損失による悪影響を身近に感じる必要があると考えます。そのため私たちは、日常生活で生物多
様性について考える機会を増やす活動に注力しています。 
 
 第二に、ユース団体ならではの課題です。メンバー全員が学生であることから、活動に充てられ
る時間が限られており、特に平日の活動は難しいです。その上、卒業後は仕事と活動の両立が難し
く、就職するタイミングで活動を終える場合が多いので、活動期間も限られています。また、経験
の少なさ故に知識も少ないことが多いです。そのため定期的に団体内で勉強会を開催し、生物多様
性に関する知識を深める場を設けています。加えて、メンバーが日本各地にいるため、対面での活
動が難しいことや、資金の確保も課題です。このような課題を解決するためには、私たちだけでは
限界があると感じています。したがって、環境分野で活躍されている方々には、共に活動の環境整
備を行っていただきたいと考えています。 
 
 以上を踏まえ、私たちが市民に求めるアクションは、日々の生活の中で生物多様性とのつながり
について意識を向けることです。まずは、趣味や好きなものと生物多様性のつながりについて考え
たり調べたりしていただきたいです。例えば、ファッションが好きな方の場合、洋服の生産過程や
廃棄後の影響に注目すると、生物多様性とのつながりが見えてくるはずです。他にも週末に公園や
山などの自然に足を運び、生き物や季節の変化に目を向けることも生物多様性とのつながりを意識
する一歩となります。 
 最終的には、生物多様性に配慮した行動をすべきだと考える方が増え、一緒に活動をしてくださ
る方が増えることを願います。また、コラボレーションにご興味のある方もご連絡お待ちしており
ます。 
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第 5章 
身近なアクションから仕組みを変える行動へ 
 
第２節 
環境問題の解決に 
なぜ民主主義のイノベーションが必要なのか 
 

三上 直之（名古屋大学 大学院環境学研究科 教授） 
 
１．求められる政治の動かし方の刷新 
 
 本白書の前章までで取り上げられているの
は、いずれも社会システムの構造的な転換が必
要な問題ばかりである。身近なところで起こせ
る行動にとどまらず、政策提言や政治への参加
のあり方に踏み込んで論じられているのは、そ
のためである。持続可能な社会へと転換してい
くためには、従来の政治の動かし方も大胆に刷
新する必要がある。 
 そうした刷新について、本節では、「民主主義
のイノベーション（democratic innovation）」と
いうキーワードを切り口として考えてみたい。
民主主義のイノベーションとは、参加や熟議を
したり、意思決定に影響を与えたりする機会を
増やすことにより、ガバナンスにおける市民の

役割を問い直し、広げるために編み出される新
たなプロセスや制度のことである（Elstub and 
Escobar eds. 2019）。典型的なプロセスや制度と
して、①無作為選出によって社会の縮図となる
参加者を集めて議論を行い、その結果を政策決
定などに用いる「ミニ・パブリックス」（無作為
選出型の市民会議）や、②地方自治体などの予
算編成に住民が直接参加する参加型予算、③
「レファレンダム」（国民投票・住民投票）と「市
民イニシアティブ」（市民発議による立法の仕
組み）、④多様なステークホルダーや行政関係
者、一般の市民などが、具体的な政策課題の解
決を目指して議論・協働する「協働的ガバナン
ス」——などの類型がある。 

 

２．民主主義のイノベーションが必要とされる背景 
 
 環境問題の解決に関連して、このような民主
主義のイノベーションが求められるのはなぜ
だろうか。それを考えるために、これまでにも
指摘されてきた、既存の代表制民主主義が抱え
る制約や限界に目を向けてみよう（Willis et al. 
2022）。 
 多くの環境問題は、数十年から 100 年以上と
いう世代を超える影響を考慮する必要がある。
それに対して、選挙や議会を中心とした現在の
代表制民主主義の制度では、数年に一度の選挙
に対応した短期的な利益が優先されがちであ
る。既存の仕組みでは、環境負荷の高いこれま

での経済のあり方を思い切って転換させるこ
とに対して反発する声が大きくなりがちで、環
境政策を阻害し、遅らせようとする組織的な影
響を受けやすい。より大きな影響を受けるのは、
将来世代の他にも、貧困層、女性、子ども、小
規模なコミュニティなどの声を上げにくい人
びと、社会的意思決定から遠ざけられがちな人
びとである。この意味でも、多様な視点を取り
入れ、より公正な意思決定を可能にするような
方向で社会的意思決定のあり方を刷新するこ
とは重要である。 
 また、科学的・技術的な専門知をバランスの
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取れた形で取り入れることが難しい、という問
題もある。環境問題の原因や影響の解明、そし
て解決には、科学的・技術的な専門知が深く絡
んでいる。ところが、既存の民主主義の仕組み
では、こうした専門知をその不確実性を含めて
バランスよく取り込んで意思決定することが
難しい。例えば行政機関に設置される審議会は
その場となりうるが、あらかじめ定められた路
線に都合の良い形で研究結果がつまみ食いさ
れたり、科学的知見に基づく警告が政策決定に
十分に生かされなかったりといった問題があ
る。日本では国会でも、党派を超えて、政策決
定をめぐる議論に科学的知見を生かすための
方法が確立されているとは言いがたい。 
 こうした制約と相まって、環境負荷の高い高
排出な産業が、依然として豊富な資金力を背景

として政策決定に影響力を及ぼすべく強い働き
かけを行う余地がある。その裏返しとして、市
民と代表者である政治家との間に距離があり、
これが意識や関心のギャップにつながってい
る。かりにトップダウンで積極的な環境政策を
導入しようとしても、市民が話し合ったり決定
に関与して影響を与える機会がないままに政
策が決められてしまえば、生活スタイルや経済
活動に幅広く影響を及ぼす環境政策に対して
は、対立や反発が起きるだろう。 
 既存の意思決定システムが持つこうした問
題を改善するには、人びとが参加したり熟議し
たり、意思決定に関与する機会をさらに拡充す
ることによって、ガバナンスにおいて市民が実
質的な役割を果たしうる領域を広げることが
必要である。 

 
３．気候市民会議 
 
 最近の環境分野における民主主義のイノベ
ーションの代表例は、気候市民会議だろう。気
候市民会議とは、冒頭に挙げた民主主義のイノ
ベーションの 4 つの類型のうち、①のミニ・パ
ブリックス（無作為選出型の市民会議）を用い
て、社会の縮図となるように一般から無作為に
選ばれた数十人～百数十人の参加者が、専門家
などからバランスの取れた情報提供を受けて
参加者主体で熟議する取り組みである（注 1）。
話し合いの結果は政策提言などの形でとりま
とめ、国や自治体などの政策決定に活用される。 
 2019 年頃から欧州で急速に広がり始め、西欧
の主な国々では、国レベルでの気候市民会議が
すでに 1 度ずつは開かれている。自治体レベル
での市民会議はさらに多数開かれており、2024
年時点で少なくとも 200 件に上る（注 2）。 
 日本では 2020 年、筆者らの研究グループが、
札幌市などと協働してオンラインで初めて試行
し、翌 21 年には川崎市において同市の地球温
暖化防止活動推進センターや環境政策対話研
究所が 70 人規模のより本格的な会議を開いた。
これらが先例となり、2022 年度以降は自治体が
公式に主催するなど、首都圏を中心に気候市民
会議の開催が相次ぎ、2024 年度までに 22 の市
区町で、合わせて 24 の会議が開かれた。 （注 3）。 

 気候市民会議には、様々な面で参加や熟議の
機会を広げ、政策プロセスへの市民の影響力を
増やすようなしかけが組み込まれている。 
 まず、属性のバランスを考慮して社会全体の
縮図となるように参加者を選ぶことで、一般的
な公募では少なくなりがちな属性の人たち（例
えば女性や若年層）の参加を確保し、参加者の
多様性を確保することができる。議論のテーマ
（気候変動対策）に必ずしも初めから高い関心
を持たない人の参加を促すため、参加に対して
は謝礼が支払われる。日本の気候市民会議では
年代と性別、自治体内での居住地域の 3 つの属
性を基準に抽選するのが一般的だが、欧州の一
部の会議では、学歴や所得などの社会階層も条
件に加えたり、最初の段階で低所得層の人たち
を多めに抽選したりもされている。 
 会議は週末などを使って、数週間から数カ月
にわたって繰り返し行われる。日本でこれまで
に行われた地域レベルの気候市民会議の場合、
脱炭素社会を実現するための対策を、エネルギ
ーや住まい、交通、食・買い物などのテーマに
分けて話し合うものが多い。参加者は、最初に
専門家によるレクチャーを聞くなどして基礎
的な情報を得た後で、小人数のグループに分か
れてファシリテーターの支援を受けながら議
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論する。プログラムの詳細はそれぞれの会議に
よって異なるが、無作為に選出されて集まった
市民が熟議できるように工夫されている。 
 例えば、2024 年に東京都杉並区で行われた
「杉並区気候区民会議」 （注 4）の場合、「2050
年ゼロカーボンシティ」に向けた区民による意
見提案を得るために区が主催し、3 月から 8 月
にかけて 6 回の週末に 3 時間ずつ会合が重ねら
れた。会議ではテーマとして「エネルギー」「循
環型社会」「みどり」「交通」の 4 分野が取り上
げられた。初めの 2 回の会議で気候変動の基礎
や各テーマについての現状や課題を専門家か
らのレクチャーを受けた後、グループに分かれ
ての議論が行われた。筆者も現地で傍聴したが、
特に第 4 回・第 5 回の会議では、4 つのテーマ
それぞれに対して、参加者の意見に基づいて 3
つずつのサブテーマが設定され、これら計 12 個
のサブテーマを 5 人程度の小グループで分担し
て話し合う形式で進められていた。例えば、テ
ーマ「交通」については、「自動車利用の低減」
「徒歩・自転車の利用促進」「人と多様なモビリ
ティの共生」の 3 テーマが設定された。議論の
途中で全体で共有する時間も取られており、参
加者が他グループの様子も把握しながら、担当
するテーマについて深掘りして議論できてい
るようだった。 
 話し合われた内容を具体的に生かすため、気
候市民会議では、政策提言や市民意見など文書
にとりまとめる。杉並区の場合、4 つのテーマ
に対して合計 33 項目の取り組みが提案され、
各項目について、概要やその意義、杉並区にお
ける必要性、さらには実現に関わるべき主体や
実現に向けたステップなどを述べた約 50 ペー
ジの意見提案書がとりまとめられ、会議の最終
回に杉並区長に手渡された。 
 例えば、テーマ「エネルギー」の取り組みの
一つとして、区民参加の事業体「杉並電力」の
設置と、「自分たちでコツコツと積み上げて発
電し、再エネを地産地消するまちにする」こと
が挙げられている。その内容としては「住宅、
事業所、公共施設での太陽光発電や蓄電設備の
整備、ごみなどの廃棄物を有効に生かす新しい
技術の導入や、健康づくりと組み合わせた自転
車サイクル発電のワークスペース設置など、ま

ちなかのあらゆる資源を生かして再エネによ
る発電を広げていく」ことが提案されている。
こうした取り組みの意義や必要性として、住宅
都市である杉並区はエネルギーや食料を消費
する一方であり、「そのことが他都市の環境破
壊につながらないよう努力するべきである」こ
とや、遠隔地で発電された電力への依存は災害
時に供給が途絶えるリスクにつながることに
も言及されている。 
 日本では、気候市民会議を主催してその結果
を用いるのは、多くの場合、自治体（行政）で
ある。会議結果のうち主催者の都合の良い部分
だけをつまみ食いすることにならないように、
提言や意見書の全項目に応答することを、主催
者である行政側があらかじめ約束してから会
議をスタートするような進め方も広がりつつ
ある。杉並区の気候区民会議でも、第 1 回の会
議で区側から「会議の意見提案に対して、区は
施策への反映を一つひとつ検討」するとの説明
があった。実際に、区側は会議後に意見提案へ
の対応を検討し、2025 年 3 月、「意見提案に対
する区の対応」として公表した。 
 その中では 33 項目の提案全てについて、区
の対応方針が、関連する区の既存の事業ととも
に提示された。エネルギーの地産地消に関する
提案項目に対しても、「提案の杉並電力は、区
民・事業者・区がそれぞれが再エネ電力の地産
地消を目指すこととして捉え、太陽光発電設備
及び蓄電池等への導入助成や、 『建築物再生可能
エネルギー利用促進区域制度』の導入等による
再エネの普及促進に向けた、さらなる取り組み
を検討」するとの応答が示されている。このよ
うに新たな対策を提案した項目については、今
後検討を進めるという記述も目立ち、市民意見
の本格的な活用はこれからの動きを見守る必
要があるものの、ここで見られるような意見提
案と行政による応答は、市民の熟議を通じて形
成された意見を環境政策の形成に実質的に生
かすための有望な方法である。 
 気候市民会議の主催者となりうるのは行政
機関だけではない。研究機関が主導して行い、
気候市民会議の活用の新たな方法の開拓を試
みるものや、市民団体が提案・主導して、行政
も含む他の主体と協働して会議を企画運営し、
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その結果を市民の取り組みや自治体の政策、事
業者への働きかけなどに生かすような取り組
みもある。市民団体が主導するケースは日本で
はまだ限られているが、その貴重な例として、
本章のコラムでも報告されている「あつぎ気候
市民会議」（2023 年 6 月～11 月）がある （注 5）。
神奈川県厚木市で市民出資によるソーラーシ
ェアリング事業などを行うあつぎ市民発電所
が、市内から無作為に選出した参加者を得て開
催した気候市民会議は、約 70 項目の「アクシ
ョンプラン」を厚木市に提出するとともに、会

議の主催者や参加者がアクションプランの実
現に向けた「カーボンニュートラルあつぎ未来
プロジェクト」を立ち上げて活動を始めるなど、
地域の中で会議の結果を生かす動きにつなが
っている。このように行政や研究機関、市民団
体が実行委員会を作って、共同で気候市民会議
を開催している事例は厚木市以外の地域にも
見られる。こうしたケースは、本節冒頭に挙げ
た 4 つの類型では 「協働的ガバナンス」の取り
組みとしても位置付けうる。 

 
４．NGO/NPO に期待される役割 
 
 民主主義のイノベーションを促進する上で
は、環境 NGO/NPO にも様々な役割が期待さ
れる。前項で見た気候市民会議のように、一般
の人びとが集まる参加・熟議の機会を設け、そ
れを環境問題の解決に生かす場合を念頭に置
いて考えてみたい。 
 第１は、議論の素材や視点をインプットする
情報提供者としての役割である。一般から選出
された市民参加者が熟議を通じて意見形成に
至るには、最初にバランスの取れた情報をもと
に問題について把握する必要がある。そのため、
気候市民会議のような無作為選出型の市民会
議では、先述の通り、専門分野や立場の異なる
複数の専門家、利害関係者が、それぞれの有す
る専門知識や視点、意見をレクチャーなどの形
で情報提供するステップを経る。ここで、対象
テーマに詳しい環境 NGO/NPO も、重要な情
報提供者の候補となりうる。現場での実践や、
調査研究、政策提言といった活動を通じて培っ
た専門的な知見を、参加者の議論の材料として
提供することが期待される。 
 情報提供者には、問題に対する自らの意見や
価値判断を述べる機会が与えられる場合もあ
る。特に NGO/NPO には、問題をめぐって社
会に存在する多様な見解を参加者に知らせる
一環として、そうした意味での情報提供を会議
の主催者や運営者から期待されることも少な
くない。そのような場合は、求めに応じて自ら
の立場を明確にあらわすような発言や発信を
行って構わないが、社会的に意見の対立がある

ポイントをめぐる判断と、より広く事実と認め
られている事柄とを、極力客観的に分別して伝
えることが望まれる。 
 第 2 に、環境 NGO/NPO は、行政機関など
と連携しながら民主主義のイノベーションの
プロセスを組織する主催者や運営者にもなり
うる。市民団体が主導し、自治体などと協働し
て開催されたあつぎ気候市民会議の例は、この
意味でも示唆に富む。環境 NGO/NPO は、無
作為選出プロセスの透明性を確保したり、異な
るステークホルダーとともに情報提供のバラ
ンスを担保する助言者の役割を果たしたり、フ
ァシリテーターとして参加者による熟議の促
進を支援したりといった形で、実践を通じて蓄
積した知見やノウハウを生かすことができる
だろう。 
 第３に、会議でまとまった提言を実行に移す
ためのフォローアップに際しても、市民と政策
決定者の橋渡し役としての役割が期待される。
国内の気候市民会議でも、提言に対して行政が
個別に応答することを約束してスタートする
取り組みは広がっているものの、提言直後の応
答にとどまらず、より長いスパンで、実質的に
効果のある対策が取られているかを継続的に
検証するフォローアップも欠かせない。環境
NGO/NPO は、その経験や知見を生かして、提
言内容を整理・分析し、市民会議の成果を政策
担当者に分かりやすく伝えたり、政策形成プロ
セスへの組み込みを支援したり、提言を踏まえ
た対策の進捗をウオッチしたりといった役割
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を果たしうるだろう。  
 
 
注 
注 1）気候市民会議の「民主主義のイノベーション」としての意義については三上（2022）を、
ミニ・パブリックスについては OECD Open Government Unit（2023）も参照。 
注 2）欧州における気候市民会議の動向については、気候市民会議に関するナレッジネットワーク
のウェブサイト（https://www.knoca.eu/）を参照。 
注３）日本における気候市民会議の開催状況はウェブページ「日本の気候市民会議」
（https://citizensassembly.jp/project/cd_kaken/jp-list）を参照。 
注 4）杉並区気候区民会議については、杉並区ウェブサイト「気候区民会議」のページ
（https://www.city.suginami.tokyo.jp/machizukuri/kankyou/kikoukumin/index.html）を参照。 
注 5）あつぎ気候市民会議およびカーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクトについては、同プ
ロジェクトのウェブサイト（https://sites.google.com/kikoshiminkaigi.atsugi-
shiminhatsudensho.net/public/）を参照。 
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（コラム）あつぎ気候市民会議 市民のチャレンジ 
 

遠藤睦子（一般社団法人あつぎ市民発電所理事長） 
 

 2023 年度に「あつぎ気候市民会議」を、市民のパワーで行政との協働という形で行いました。こ
の企画を提唱したのは市民出資で再エネを地域に増やしたいあつぎ市民発電所。ソーラーシェアリ
ング（営農型太陽光発電所）を 1 基つくったものの、なかなか普及拡大ができない中で、市民も当
事者として脱炭素社会づくりに関わるベースを醸成したいとの思いで、札幌や川崎の気候市民会議
をモデルに、自らやってみようとのチャレンジでした。 

 市民だけではできるはずもなく、市の協力は必須です。厚木市には「市民協働提案事業」制度が
あり、2023 年 3 月に市が策定した「厚木市カーボンニュートラルロードマップ」を実現させるた
めに、市と協働で気候市民会議を実施することになりました。市は、参加市民選定のための無作為
抽出作業や会議会場の提供、託児サービスなどを担い、実質的な会議設計や運営は市民による実行
委員会で行いました。実行委員は学生さんも含むほとんど未経験の市民 44 名で、川崎での実績の
ある㈳環境政策対話研究所に連携していただき、アドバイスやファシリテーター講習会など多大な
支援を受けることで、何とか形にしていくことができました。また資金は厚木市協働事業からの支
援金 200 万円、ラッシュジャパン（合）からの助成金約 200 万円、地球環境基金からの助成金約
210 万円をいただき、結果 610万円の経費をまかないました。 

 会議は、地域の縮図になる 52 名で、6月から毎月 1 回のペースで 6 回、11 月の最終回で「脱炭
素市民アクションプラン」を練り、その後Webでの推進意思の投票を全員が行い、5章 74項目を
作り上げました。表に示す専門家や情報提供者のお話を聞いて、脱炭素社会へのアクションを市民
がグループでの話し合いを積み重ねて検討しました。以下がアクションプランを作るうえで注意し
たポイントです。 

 気候危機を回避し豊かで暮らしやすい未来の地域、社会、地球をイメージし、そこに至る
ためのアクション 

 我慢や負担ではなく、無関心な人も普通に暮らして脱炭素になる仕組みを目指すアクショ
ン 

 主語は「市民」。市民が行うこと、行うために行政や事業者に協力を求めること 
 

表 1：あつぎ気候市民会議 内容概略（2023 年度） 
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会議 主な内容 
全体ファシリテーター：岩崎茜氏、鈴木秀顕氏 
全体アドバイザー：柳下正治氏、竹井斎氏、 

村上千里氏、三上直之氏 
1回目 
6/18 

気候変動問題全体像理解 江守正多氏（東京大学）、渡部厚志氏（IGES） 

2回目 
7/16 

県や市の情報、2050イメージ 新井聡史氏（県環境科学センター）、厚木市 

3回目 
8/20 

脱炭素への基本・専門家（再エネ、移動・まち
づくり、省エネ、消費・食・農・廃棄） 

松原弘直氏（環境エネルギー政策研）、梶田佳孝
氏（東海大学）、山本佳嗣（東京工芸大学）、村
上千里氏（消費生活アドバイザー） 

4回目 
9/17 

二つの分科会に分かれ情報提供を受け脱アクシ
ョンプラン（AP）を出し合う 

脱炭素活動を実践している事業者や研究者 
計 12名 

5回目 
10/15 

普及進め方シンポジウム 
分科会で AP を深める 

浅利美鈴氏、岩崎茜氏、二ノ宮リムさち氏 
鈴木秀顕氏 

6回目 
11/26 

AP 原案→最終案へ  

終了後 AP 最終案に対する投票を経て「脱炭素市民アクションプラン」完成 
2023年 12月 26日 厚木市長へ提出 
 全体アドバイザー、4人の専門家には最後まで伴走していただく 

 

 完成した「脱炭素市民アクションプラン」を市長に届けました。市はこれを受け入れできる範囲
で施策に反映することになります。成果を報告書と普及用のパンフレット、アクションプランをイ
ラストにして、より多くの人に届けるツールの制作までが 1 年目の活動でした。くじ引きで選ばれ
た市民の中に漫画家さんがいて素敵なイラストを描いてもらいました。 

 2 年目の 2024 年度は、この成果を市や市民、市内事業者などに広く知ってもらうための活動と、
できるところから実際のアクションを始めていこう、という活動をスタートさせました。また市民
協働提案事業制度 2 年目事業として「カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト」という緩や
かなプラットフォームを作り、気候市民会議に参加した市民、実行委員会を担った市民、その後の
普及活動で賛同した市民でその運営委員会を担っています。 

 日常活動の継続はなかなか難しいと実感していますが、アクションプランを作って、行政に「あ
とはよろしく」では、気候市民会議を行った意味が半減してしまいます。市と協働しながら市民独
自の方法で市民ができることに取り組む中で、行動変容や意識の変化を培っていきたいものです。
市内の事業者、学校、自治会、多様な市民グループにも理解を求め、協力できることを探り、市民
の声や要望があれば、行政に届ける。市にはアクションプランの施策への反映、しくみや制度化、
補助金やインセンティブなどでの先導を求め、さらに市民がそれらを有効活用することを促すこと
も大事なポイントだと実感しています。 

 脱炭素への逆風も吹く中まだまだ長い道のりになるでしょう。まずは 2030 年のカーボンハーフ
に向けて、市民目線での進捗評価も難題ですが、市民に達成度が見えるようにしてチャレンジを続
けていきたいと思います。 

 「あつぎ気候市民会議報告書」の詳細は QRコードからご覧ください。 
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第 5 章 
身近なアクションから仕組みを変える行動へ 
 
第２節 
日本で環境政策への市民参加の仕組みをつくろう 
 

橘高 真佐美（オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク 
（オーフス・ネット）事務局長・弁護士） 

 
１．オーフス条約とは 
 
 1992 年の国連環境開発会議（地球サミット）
で採択された「開発と環境に関するリオ宣言」
の第 10 原則には、「環境問題は、それぞれのレ
ベルで、関心のあるすべての市民が参加するこ
とによって、最も適切に扱われる」と、市民参
加の重要性が明記されている。環境問題は複雑
で、多くの人が関わる問題である。行政や産業
界だけでは解決できず、市民が知恵を出し合い、
工夫や努力を続けていかなければ持続可能な
環境を守ることはできないので、市民参加が重
要である。 
 オーフス条約は、環境分野での市民参加の原
則を実現するために制定された条約で、正式な
条約名は「環境問題に関する、情報へのアクセ
ス、意思決定における市民参画、司法へのアク
セスに関する条約」という。1998 年にデンマー
クのオーフス市で行われた国連欧州経済委員
会で採択され、2001 年に発効した。2025 年 2
月現在では、すべての EU （欧州連合）加盟国、

イギリス、旧東欧諸国等、47 の国と地域（EU）
が批准している。 
 オーフス条約は、名称にある市民参加のため
の３つの柱となる権利を定めるもので、これら
3 つの権利は、いずれも市民が効果的に参加す
るために不可欠なものだ。まず、環境に影響を
与える政策や事業等について知らなければ、意
見をもつことができないため、公的機関が保有
する環境情報を市民が利用できることが参加
の前提となる。また、入手した情報をもとに、
市民が意思決定に参加できる機会が保障され
なければならない。もし、情報アクセス権や意
思決定への参加権を侵害されたり、違法な決定
がされたりすれば、市民は司法に訴えることが
できる。もし市民が権利侵害に対して不服申し
立てをできないとしたら、情報アクセスや参加
の権利も形骸化してしまうため、３つの権利は
どれも重要である。

図 1：市民参加の３本柱 

 
（出所）国連欧州経済委員会・オーフス条約概要パンフレットより 
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 オーフス条約は、国連欧州経済委員会の加盟
国によって採択されたものであるが、その内容
は、市民参加の原則の最低基準を具体的に定め
た普遍的なものである。しかし、日本では、い
まだに、環境分野の市民参加は限定的であり、

オーフス条約が定める水準には全く達してい
ない。以下に、その具体例として、2025 年 2 月
18 日に閣議決定された第 7 次エネルギー基本
計画に関する意思決定過程のプロセスにおけ
る市民参加を取り上げる。

 
２．日本のエネルギー政策 
 
 エネルギー基本計画は、日本の CO2 排出量
の約 9 割を占めるエネルギー起源の CO2 削減
対策に関わるもので、気候・エネルギー政策の
中核となるものである。エネルギー政策基本法
（以下、「基本法」）によって、エネルギー基本
計画の策定方法が定められている。 
 基本法では、政府はエネルギーの需給に関す
る施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図
るため、エネルギーの需給に関する基本的な計
画を定めなければならないとされる。そして、
エネルギー基本計画の案を策定するのは、経済
産業大臣の役割とされ、経産大臣が基本計画案
を作成し、閣議で検討し、決定することになる。
また、エネルギー計画は、少なくとも 3 年ごと
に、エネルギーをめぐる情勢の変化や施策の効

果に関する評価を踏まえ、変更の必要について
検討しなければならない。第 1 次基本計画が
2003 年度に定められ、その後、概ね 3 年ごとに
見直されているので、2024 年度に第 7 次計画
が策定されることとなっていた。 
 基本法では、「経済産業大臣は、関係行政機関
の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギ
ー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画
の案を作成し、閣議の決定を求めなければなら
ない」と定められている。「総合資源エネルギー
調査会」は、経済産業省の外局である資源エネ
ルギー庁に置かれる審議会の一つで、4 つの分
科会が設置されている。エネルギー基本計画は、
基本政策分科会の事務とされている。 

 
３．エネルギー基本計画と審議会 
 
 非営利組織 Climate Integrate 〈クライメート・
インテグレート〉が、エネルギー基本計画の決
定プロセスを審議会資料等の公表資料に基づ
いて検証し、「日本の政策決定プロセス エネ
ルギー基本計画の事例の検証」（注 1）という報
告書を作成・公表した。 
 この報告書では、分科会が法に基づき設置す
る部会、小委員会、ワーキンググループ、作業部
会等の会議体だけではなく、法的な根拠がない
ままに設置された研究会や検討会等でも、実質
的な議論が進められ、基本政策分科会がそれら
を取りまとめて、エネルギー基本計画の案を作
成していることが述べられている。 
 そして、実質的な議論・調整がされる会議体
の構成委員には、エネルギー多消費産業関係の

企業の関係者が多く、エネルギー転換に積極的
に取り組む業界が多いエネルギー需要側の企
業や非営利団体等からの関係者が少ないこと
が明らかにされた。また、委員の年代は、50－
70 歳代の中高年が中心で、男性の割合が平均で
75％を超えていた。つまり、日本のエネルギー
基本計画の案は、実質的には、現在、多量のエ
ネルギーを使っている企業の関係者で、中高年
の男性の意見を主に反映して作られたもので
あり、多様な視点から検討がされたとは評価で
きない。しかし、総合資源エネルギー調査会は
経済産業大臣の諮問機関である。したがって、
仮に、関連審議会に非営利団体の代表が委員と
して参加したとしても、そのことをもって、一
般市民が参加したことにはならない。 
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４．エネルギー基本計画についての市民参加 
 
 今回のエネルギー基本計画の見直しの議論
は、2024 年 5 月に始まった。市民がエネルギー
基本計画について、意見を述べることができる
機会として、資源エネルギー庁は、2024 年 5 月
15 日から 12 月 27 日までの間、インターネッ
ト上に「エネルギー政策に関する意見箱」を設
置し、市民からの投稿を受け付け、2024 年 12
月 27 日から 2025 年 1 月 26 日まではパブリッ
ク・コメントパブリック・コメントを実施した。  

資源エネルギー庁は、2025 年2 月 17 日午後、
パブリック・コメントで 4 万 1,421 件の意見が
寄せられたことを報告するとともに、意見の概
要及び意見に対する考え方を公表し（注 3）、そ
の翌日 18 日午前中に第 7 次基本計画の閣議決
定を行った（注 3）。 
 意見箱やパブリック・コメントには法的根拠
はなく、資源エネルギー庁が任意で行ったもの

にすぎず、手続に関する法規制はない。パブリ
ック・コメントについては、行政手続法により、
意見公募期間が原則として 30 日以上でなけれ
ばならないことや、提出された意見を十分に考
慮しなければならないことが定められている。
しかし、行政手続法で定める意見公募手続が必
要となるのは、法律に基づく命令又は規則、審
査基準、処分基準、行政指導指針についてであ
り、基本計画のような政策については適用され
ない。そのため、行政手続法の規制はかからず、
行政機関が任意に行っているという位置づけ
になる。 

今回のような、パブリック・コメントを行っ
たとしても、形式的に参加の機会を設けただけ
で、市民が効果的に参加することができなかっ
たので、市民参加の権利が保障されていたとは
いえない。 

 
５．オーフス条約が保障する基本計画についての市民参加 
 
 オーフス条約では、次のように、環境に関連
する計画や政策についての市民参加の規定を
設けている（表 1）。 
 この条文に照らして、第 7 次エネルギー基本

計画の決定過程におけるパブリック・コメント
の実施方法、寄せられた意見の考慮方法等につ
いて、市民参加の権利の保障という観点から、
検討してみよう。 

 
表 1：オーフス条約第 7 条 環境に関連する計画、実施計画、及び政策に関する公衆参画 

 各締約国は、必要な情報を公衆に提供したうえで、透明かつ公正な枠組みで、環境に関連する計画
や実施計画の準備の段階での公衆参画のための適切な、実務的及び/又はその他の規定を策定しなけ
ればならない。この枠組みの中で、第 6 条 3 項（市民が効果的に準備し参加できる充分な時間的余
裕）、第 4 項 （様々な選択肢があり、効果的な市民参加が可能である場合には、初期段階での参加）、
第 8 項（市民参加の結果の適切な考慮）が適用されねばならない。参画できる公衆は、関連する公
的機関により、この条約の目的を考慮して、特定されねばならない。適切な範囲で、各締約国は環境
に関する政策の準備段階で公衆参画の機会を提供するよう努めなければならない。 

＊第 6 条のカッコ内は、筆者が当該条項の内容を加筆した。 
 
５－１ 透明かつ公正な枠組み 
 
 環境に関連する計画は、「透明かつ公正な枠
組み」の中で準備されなければならない。 
 政府は、①基本政策分科会において､3 つの若
者系団体と 2 人の若手エネルギー企業経営者、

複数の環境を重視する団体からヒアリングを
行い、議論に参画させたこと（注 4）、②HP で
常時広く意見を受け付ける「意見箱」の設置し
たこと、③全国各地での説明会・意見交換会を
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行ったことに加え、基本政策分科会の資料や議
事録をすべて公開しており、審議会の議論は
YouTube で誰もが視聴可能であること等から、
議論の透明性は確保されていると述べる （注 5）。 
 しかし、クライメート ・インテグレートの検
証報告書では、政策決定過程を分析した結果、
「エネルギー基本計画の策定に際し、どこで重
要な議論が行われ、決定されているのか、非常
にわかりにくくなっている」と透明性に欠ける
ことが指摘されている。基本政策部会で行われ
ているのが、複数の会議体での議論の取りまと
めだけで、実質的な議論が行われていないため、
基本政策分科会の議事録を公開しても、議論の
透明性が確保されているとはいえない。エネル
ギー基本計画案の実質的な検討にあたって、市
民が効果的に参加するには、いつ、どこで重要
な議論がされているのかを明確に公開する必
要があり、それさえもわからないのは、大きな

問題だ。 
 また、実質的な議論がされる会議の構成メン
バーの選定基準も明らかではない。パブリッ
ク・コメントでも、審議会の構成員について、
年齢や性別の偏りがある、若者、女性、環境団
体など、様々な立場のメンバーを参加させるべ
きであるという意見が出されている。このよう
な意見に対して、政府は①省エネ・再エネ・原
子力などエネルギーの各分野に加え、②日本経
済、③エネルギー多消費産業、④消費者、⑤大
企業や中小企業など産業界、⑥金融などの各分
野から学識経験者や専門家などをバランスよ
く参画させているから問題ないと反論する （注
6）。しかし、様々な分野から専門家を選んだの
でバランスがよいと強弁するだけでは、年齢や
性別といった点からも多様な立場からの意見
を踏まえて議論すべきという市民の声に適切に
回答しているとはいえない。 

 
５－２ 計画の準備の段階での市民参加のための規定 
 
 オーフス条約では、計画の準備の段階で市民
参加が効果的に参加できるように規定を策定
しなければいけないとされている。しかし、前
述のとおり、エネルギー基本計画の策定に関し、
市民参加の規定は設けられていない。パブリッ
ク・コメントでは、議論の期間、内容、国民の
意見の募集プロセスなどが不十分で、もっと議
論を尽くすべきという意見も出された。これに
対して、政府はパブリック・コメントだけでは
なく、基本政策分科会や関連審議会などにおい
て、ヒアリングや意見箱、説明会・意見交換会
を行ってきたから、「議論が不十分との指摘は
あたらない」（注 7）と反論する。国会での議論
が必要という意見に対しては、エネルギー基本
計画（案）の内容については、第 217 回通常国

会（2025 年 1 月召集）で議論したと述べつつ
も、エネルギー政策基本法の規定に沿って、関
係行政機関の長と総合資源エネルギー調査会
の意見さえ聞けば、適法な手続は踏んでいると、
法的には国会で議論する必要がないことを強
調する。 
 同様に、基本法には、市民が参加する機会を
設けなければならないという規定はないから、
パブリック・コメントにより国民の声を聞く必
要もないということになる。むしろ、行政手続
法上の必要性もかからないのに、あえて、ヒア
リングや意見箱、意見交換会などで市民の声を
聞いたのだから、それで十分だろうとする姿勢
が透けて見える。 

 
５－３ 市民が効果的に準備し参加できる充分な時間的余裕 
 
 パブリック・コメントは、2024 年 12 月 27 日
から 2025 年 1 月 26 日までとわずか 31 日間と
いう短い期間で実施された。市民の生活に多大
な影響を与えるエネルギー基本計画の重要性
を考慮すると、これでは短期間に過ぎ、市民が

基本計画を検討する上で、十分な期間とはいえ
ない。例えば、イギリスでは、エネルギーの国
家計画の見直しについて、約 3 か月にわたりパ
ブリック・コメントの期間を設けた（注 9）。本
当に市民に参加してもらいたいと考えるので
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あれば、少なくとも３～６か月程度の期間を設
ける必要があるだろう。 
 このときは、パブリック・コメント期間が短
かったことに加え、年末年始をまたいで実施さ
れたために、実質的な検討の時間はさらに短く
なり､パブリック・コメントが行われた 31 日間
のうち､年末年始の休暇期間と重なった 9 日を
除くと､検討期間は 22 日しかなかった。第 7 次
エネルギー基本計画のみならず、エネルギー基
本計画に 深く関 わ る 地 球 温 暖 化 対 策計画､

GX2040 ビジョンに関するパブリック・コメン
トも同じ期間に行われた。それぞれについて相
当な分量の資料がある中、このような短期間で
は、市民が十分な準備を行ったうえで意見を述
べることは事実上極めて困難であり、意見提出
を諦めた市民も少なくないと考えられる。本当
に市民の声を聴くことが大事だと考えるので
あれば、市民が効果的に準備し参加できるよう
に、充分に時間的な余裕を持たせるべきであっ
た。 

 
５－４ 様々な選択肢がある段階での参加 
 
 オーフス条約では、様々な選択肢があり、効
果的な市民参加が可能である場合には、初期段
階で参加できるようにしなければならないと
されている。選択肢がない状態で意見を聞かれ
て、結果を変わらないことが決まっているので
あれば、わざわざ市民が参加する意味がないか
らだ。 
 今回、パブリック・コメントが実施されたの
は、既に選択肢がない段階だった。パブリック・
コメント終了後、基本政策分科会を開催し、寄
せられた意見について検討すべきという意見

もあった。これに対し、政府は、基本政策分科
会など 100 回を超える審議会等で、様々な立場
を代表する専門家による議論や与党における
議論の積み重ねを経て策定したものをパブリ
ック・コメントに付した旨述べている。（注 10）。
つまり、パブリック・コメントが実施されたの
は、初期の段階でも、様々な選択肢がある時期
でもなく、専門家による議論がされ、既に案が
固まった最終段階であり、もはや市民が意味の
ある参加ができる時期ではなかったのである。 

 
５－５ 市民参加の結果の適切な考慮 
 
 オーフス条約では、市民参加の結果を適切に
考慮しなければならないと定めている。第７次
エネルギー基本計画案で、パブリック・コメン
トの結果は、どのように考慮されたのであろう
か。例えば、再生可能エネルギーの急速な導入
拡大に伴う地域の懸念として、「生活環境や生
物多様性への影響」を明記したこと（注 11）、
パブリック・コメント開始後の米国などの新た
な動きを踏まえた加筆・修正を行ったこと（注
12）、原子力の安全性やバックエンドの進捗に
関する懸念の声があることを真摯に受け止め
る必要がある旨を明記したこと（注 13）など、
いくつかの表現について微修正がなされた。し
かし、原子力発電の推進など、根本的なエネル
ギー政策の在り方に関する議論が再度検討さ
れることはなかった。 
 また、パブリック・コメントでは、意見の多

寡ではなく、意見の内容に着目すると述べつつ
も、寄せられた意見は既に審議会等で議論され
てきたもので、改めて審議会に諮る必要がある
重要な論点はないとし、政府案の大きな方向性
が変わることはないと述べる（注 14）。 
 政府は、パブリック・コメントの結果を審議
会において一度も検討することなく、事務局が
「改めて審議会に諮る必要がある重要な論点
はない」と判断したのである。また、意見の多
寡には着目しないとして、4 万以上ものコメン
トがあったことを重視することなく、パブリッ
ク・コメントの結果を公表した翌日には閣議決
定をした。パブリック・コメントの結果を受け
ても、基本計画案の変更をするつもりがないの
であれば、何のためにパブリック・コメントを
行っているのかわからず、市民の声を聴いたと
いう実績をつくることだけが目的の「儀式」に
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でしかない。 
 市民参加は大事であると一般論では言われ
ながらも、市民はエネルギー政策の決定には全
く参加できていない。政府は、市民を、政府が
行う情報発信や、丁寧な説明・周知を黙って受
ける客体としか見ておらず、国が推進するエネ
ルギー政策を理解し、その実施に粛々と協力す

る主体とは見ていない。市民は、意思決定に参
加する主体として、エネルギー政策に関わるこ
とを求め、パブリック・コメントを寄せている。
政府が市民参加を求める声を真摯に受け止め
ないのであれば、日本はとても民主的な国家と
はいえない。 

 
６．エネルギー政策基本法にも市民参加条項を 
 
 パブリック・コメントを形骸化させないため
には、パブリック・コメントに関する手続規定
が必要だ。例えば、EU は、2018 年 12 月に「エ
ネルギー同盟のガバナンスに関する規則」（以
下、「ガバナンス規則」という。）（注 16）を公
布した。これは、2030 年の温室効果ガス排出量
を 1990 年比で少なくとも 40％削減すること等
を目標とする「2030 年気候・エネルギー政策枠
組み」（注 17）に基づく政策を実現するために
制定された規則で、EU 加盟国にエネルギー及
び気候に関する国家計画や長期戦略の策定を
義務付けている。ガバナンス規則には、市民参
加の条項も含まれている。同規則 10 条には、
意見公募手続（パブリック・コンサルテーショ
ン）に関する定めがあり、EU 加盟国がエネル
ギー及び気候に関する国家計画や長期戦略の
策定するときには、一般市民に早期かつ効果的
に参加できる機会を与え、情報を提供しなけれ
ばないこと、一般市民が参加し、意見を表明す

るのに十分な時間を確保する合理的な期間を
設けなければならないこと等を定めている。ま
た同規則 11 条では、EU 加盟国にマルチレベル
の気候・エネルギー対話の場を設置することも
義務付けている。この対話の場を多層的なもの
とするために、地方自治体、市民社会組織、経
済界、投資家、その他の関連する利害関係者及
び一般市民に参加させ、エネルギー及び気候政
策について想定されるさまざまなシナリオに
ついて積極的に関与し、議論し、進捗状況を評
価することができるようにしなければならな
いと定めている。 
 日本の基本法には、市民参加に関する条項は
ない。しかし、EU のガバナンス規則のように、
国家のエネルギー政策の策定にあたり、市民参
加を義務付けることは法的に可能である。日本
でも、エネルギー政策の決定に関する市民参加
を保障するための法改正が必要である。 

 
注 
 
注 1）https://climateintegrate.org/archives/6201 
注 2）経産省「第 7 次エネルギー基本計画（案）に対する意見の募集の結果について」
https://public-comment.e-
gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=620224019&Mode=1  
注 3）経産省ニュースリリース 2025 年 2 月 18 日「第 7 次エネルギー基本計画が閣議決定されま
した」https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001.html  
注 4）前記 ii 別紙 16 頁 
注 5）前記 ii 別紙 14 頁 
注 6）前記 ii 別紙 16 頁 
注 7）前記 ii 別紙 15 頁 
注 8）前記 ii 別紙 15 頁 
注 9）Planning for new energy infrastructure: revisions to National Policy Statements 

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=620224019&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=620224019&Mode=1
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https://www.gov.uk/government/consultations/planning-for-new-energy-infrastructure-revisions-
to-national-policy-statements  
注 10）前記 ii 別紙 15 頁 
注 11）前記 ii 別紙 7 頁 
注 12）前記 ii 別紙 12 頁 
注 13）前記 ii 別紙 69 頁 
注 14）前記 ii 別紙 15 頁 
注 15）前記 ii 別紙 82~83 頁 
注 16）Regulation（EU）2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 
December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending 
Regulations（EC）No 663/2009 and（EC）No 715/2009 of the European Parliament and of the 
Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC 
and（EU）2015/652 and repealing Regulation（EU）No 525/2013 of the European Parliament 
and of the Council 
注 17）2030 Climate and Energy Policy Framework, “European Council (23 and 24 October 
2014)―Conclusions,” EUCO 169/14, 2014.10.24, pp.1-10. 
https://www.consilium.europa.eu/media/24561/145397.pdf 
 
参考資料 
 2025 年 5 月 13 日開催の院内集会「政策決定プロセスに幅広い市民参加を」【共同声明】パブ

リック・コメントの制限ではなく、市民参加の機会の保障を 
https://watashinomirai.org/wp-content/uploads/2025/05/Shiminsanka_seimei_0513.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/media/24561/145397.pdf
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第 5章 
身近なアクションから仕組みを変える行動へ 
 
第 3節 
民主主義につながる環境教育を 
 

藤村 コノヱ（NPO法人環境文明 21代表） 
 
１．はじめに 
 
 昨年の「グリーン ・ウォッチ 2024」では、「持
続可能な社会に向けた環境教育を市民社会の
活性化につなげるために」と題して、現在の日
本の環境教育が学校教育だけでなく、市民教育、
企業研修においても不十分であること、また
NPO/NGO を中心とした市民社会を取り巻く
状況も欧州と比較して遅れていること等につ

いて述べた。さらに市民社会の成熟を促す観点
から、新たな環境教育の必要性と具体策につい
て提案した。 
 今回は前年度の内容も踏まえ、民主主義につ
ながる環境教育という観点から、現状と課題、
今後の方向性と NPO/NGO の役割について提
案する。 

 
２．環境教育は民主主義教育そのものであり、 

持続可能な社会を作る上での基本的教育 
 
  「環境」は私たち人間を含む全ての生命の基
盤であり、気候・エネルギー問題、原発問題、
食と農の問題、ごみ問題や化学物質問題など、
私たちを取り巻く昨今の環境問題の全てが、私
たちのライススタイルや社会・経済活動のあり
方、言い換えれば、現代文明と密接に関わる問
題である。そのため、これらについて学ぶ環境
教育は、持続可能な社会を築く上での基本的な
教育と言える。 
 実際、筆者が代表を務める環境文明 21 が主
導して議員立法で成立させた「環境の保全のた
めの意欲の増進及び環境教育の推進に関する
法律」（2003 年７月）の改正法である「環境教
育等による環境保全の取組の促進に関する法
律（環境教育等促進法）」（2011 年６月）では、
「環境教育とは持続可能な社会の構築を目指
して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆ
る場において、環境と社会、経済及び文化との

つながりその他環境の保全についての理解を
深めるために行われる環境の保全に関する教
育及び学習」と明記されている。 
 一方、民主主義については様々な議論がある
が、政治学者の宇野重規氏は、その著書『民主
主義とは何か』の中で、民主主義とは「参加と
責任のシステム」と述べている。その意味で、
環境教育を行う上でも、これらの要素を重視す
る必要があり、単に知識・情報の提供や自然体
験にとどまらず、様々な環境問題を自分事とし
てとらえ、個々のウェルビーイングと社会全体
の持続性の実現を目指して、学んだことを暮ら
しや地域・社会、仕事にどう生かしていくかを
深く考察し、議論し、合意形成を図りながら、
個人的な行動だけでなく社会に働きかけるよ
うな実践力（参加と責任）を育むことが不可欠
だと思われる。 
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３．これまでの環境教育は民主主義につながっているか 
 
 英国の「エコノミスト」誌の調査部門が毎年
行う世界各国の民主主義の度合いを示すラン
キングによると、2024 年度日本の順位は 16 位
で「アジアの中で最も安定性の高い民主主義国」
と評価されている。しかし「選挙プロセスと多
元主義」「政府の機能度」「政治参加」「政治文化」
「市民の自由」という評価カテゴリーのうち、
「政治参加」は 10 点満点中 6.67 点と著しく低
い。実際最近の国政選挙の投票率は 50％を少し
超えるくらいで、2024 年秋の衆院選では全体投
票率 53.85％、18・19 歳の投票率は 43.06％と
全体を大きく下回っていた。 
 勿論選挙で一票を投じるだけが民主主義で
はなく、様々な社会課題の議論の場に参加した
り、課題解決のために行動することも含まれる。
しかし、様々な課題が山積する忙しい日常の中
で、民主主義の根幹とも言えるこうした「参加
と責任」を忘れた「お任せ民主主義」の傾向が
より強まっているようにも思える。 
 一方これまでの環境教育が「参加と責任」を
促すような内容で行われていたかと言えば、そ
うではないように思える。前年度にも書いたが、
総合的学習の時間の大幅な短縮もあり、授業時
間そのものの確保が困難で、教員が幅広い視点
からの環境教育を行うための準備が不十分だ
ったり、課題を深堀し、解決のための行動につ
いて議論し行動を促すようなゆとりがないの
が学校現場の現状である。以前より日本の教育
課題として指摘されていた一方通行の知識伝

達型授業が多ければ、議論することが苦手な若
者が多いのも当然であり、「参加と責任」を促す
教育とは言い難い。実際ごく一部を除いて、環
境活動に熱心な若者でも、議論することを好ま
ない、あるいは自己主張はしてもその後の相手
との対等な議論ができないという場面も見ら
れる。また大学卒業と同時に環境活動から離れ
る学生も少なくない。 
 一方 NPO/NGO が行う環境教育も、自然体
験や、温暖化やごみ問題などの現状・課題を知
らせることに留まり、その根底にある政治や社
会経済の課題、さらに人々の価値観といった深
部までを皆で議論したり、そうしたこと理解し
て上で解決のための実践行動を促すような環
境教育が充分に行われるケースはまだ少ない
ように感じる。 
 グリーン連合では、社会に働きかける力とし
て、政策形成過程における参加の必要性を痛感
し、その力を育むような活動を進めようとして
いるが、地域で活動する団体の多くは、実践活
動には熱心だが、政策提言活動に関心を寄せる
ことは少ないのが現状であり、団結して社会に
働きかける力には成り得ていない。勿論地域で
の活動は重要であり、そうした活動が地域の環
境保全に貢献していることは素晴らしい。しか
し、それに満足することなく、実践活動を通じ
て見えてきた様々な課題の背後にある制度にも
関心を持ち、実践活動と併せて政策提言活動に
も積極的に参加することが期待される。

 
４．民主主義につながる環境教育につながる事例 
 
 筆者が代表を務める環境文明 21 では、主に
企業向け、市民向けの研修を行っているが、市
民、企業を問わず、成人に環境教育を行う際は、
必ず議論の時間を設けている。具体的にはまず、
その議論の土台とするため、講義では関連した
情報提供を行う。その後に、講義と議論をつな
ぐような内容で、ロールプレイゲームあるいは
ディベートなどを行っている。ロールプレイは、
環境問題には様々な立場の人・考え方があり相

反する意見も多々ある。そのため、それぞれの
立場になって、その役割になりきることでその
立場の人の考え方を知るきっかけをつくる。特
に将来世代の役割はなりきることは難しいよ
うだが、現在の環境問題は将来世代に大きな影
響を及ぼすことから、必ずその役割を入れ、中
長期的視点から環境問題を考えることの大切
さを伝えるようにしている。また賛否両論ある
問題については、賛成派の意見と反対派の意見
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を明確にし、その問題を多面的に見ることがで
きるようにディベートを行っている。そうする
ことで、普段の自分とは異なる立場・考え方を
体験でき、それまでとは異なる視点からその課
題について考えられるようになり、その後の議
論を深めることに役立つだけでなく、合意形成
の大切さやその難しさも学ぶことができる。さ
らにそうしたゲームの後には、体験を通じて感
じたことや考え方の変化などについて話し合
う時間を設けている。 
 他方、子どもへの環境教育に関しては、グリ
ーン連合加盟の団体が、様々な環境教育活動を
行っている。例えば、気候ネットワークでは、
小学４～６年生を対象とした「子どもエコライ
フチャレンジ」を 2005 年からスタートし、京
都市立小学校全校で実施している。その目的は、
「未来の担い手の育成と同時に、子どもを通じ
た家庭・ボランティアを含む地域でのエコライ
フの浸透、学校における省エネの推進や、企業
の地域貢献活動（CSR）の推進など」である。 
 この活動の特色は、年間を通じて一人ひとり
が実践と振り返りを繰り返し行うことで、エコ
ライフを子どものうちから習慣づけとともに、
自立を促すことにもつながる。また、地域のボ
ランティアが参加することで、子どもと地域の
つながりが生まれ、地域の一員としての自覚も
育まれ、やがて自治のへ関心と自治という民主
主義のベースになる力を培うことに役立つと
考えられる。（注１） 
 ま た 環 境 市 民 で は 、 国 際 NGO 「 FEE ：
Foundation for Environmental Education（環境
教育基金)」のプログラムを日本国内でも実施し
てきた。これは 1994 年にデンマークで始まっ
た学校の環境学習プログラムで、生徒を中心に
エコスクール委員会を作り、学校や身の回りで
の問題点をみつけ、学校内や地域で環境活動を
実行する内容で、最終的には、優れた環境対策
を実施したことを証明する、国際的なエコ認証
「グリーンフラッグ」の取得をめざすプログラ
ムである。現在は、グリーンフラッグをすでに
取得している保育園・幼稚園・小学校の更新プ
ログラムをサポートしている。その特徴は、気
候ネットワークのプログラム同様に、児童・生

徒の主体性と責任感を育み、 保護者や地域と
の連帯感を生むなど、子ども・学校・地域社会
が一緒に成長できる点に加えて、 海外のエコス
クールと情報交流ができる点も挙げられる。
（注 2） 
 大人、子どもを問わず、環境問題を自分事と
してとらえ、解決に向けて行動することが求め
られる現在、こうしたアクティブラーニングが
効果的であることは疑いないと思われる。 
 なお、環境先進国と言われたドイツでは、
1980 年代半ばに既存の環境教育のオルタナテ
ィブ教育として、社会運動を通じて政策決定プ
ロセスに関与する「抵抗の中の学習」を評価す
る「エコ教育学」が展開されるようになり、学
校外教育の担い手として非営利団体等が認識
される機運が生まれた。さらに 1990 年代後半
からは、持続可能性のための教育プログラム
（ESD）が導入され、特に知識の取得に加え社
会性や問題解決能力を含む包括的な能力とし
てのコンピテンシー概念が重視されるように
なると、環境教育が政治的・社会的な文脈の上
に明確に位置付けられるようになった。 
 一方ドイツの政治教育には様々な主張があ
ったが、1976 年に全国の政治教育学者が参加し
た会議を契機に、いずれかの主張を否定するの
ではなく、いずれの主張においても「利害関係
を意識しつつ、政治・社会における諸問題を批
判的・自律的に分析・判断し、社会の創造に関
与していく能力・態度の育成」を重視すること
が共通認識になっている。 
 このようにドイツの環境教育は、もともと政
治教育とも結びついており、特に、学校外の環
境教育の特徴は、政治プロセスに参加するため
の「政治参加能力」の育成を目指すところにあ
り、その中で、非営利団体の役割は大きい。 
 翻って、日本では、学校教育での政治教育が
不十分なこともあり環境教育と政治教育の結
びつきはほとんど見られず、一般社会において
も政治への関心は低く、環境問題を政治課題と
結びつけて行う環境教育も一部を除いてほと
んど見られない。そのことが非営利団体に対す
る認識の低さにもつながっているのかもしれ
ない。 
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５．今後の方向性と NPO/NGOの役割についての提案 
 
 環境教育を「参加や責任を伴う民主主義」に
つなげるには、体験や知識の習得に留まらず、
多様な意見や他者の意見を聞くとともに、自ら
の意見を他者に伝え、自らが判断し、行動・実
践する力を身に着けることも必要である。 
 そのためには、溢れる情報から適切な情報を
選び取るリテラシー教育、様々な社会経済状況
を読み解く政治教育、社会経済状況の背後にあ
る考え方や、本来あるべき人や社会について考
察する哲学・倫理教育など、幅広い視点からの
教育で力をつけていく必要がある。特に日本人
が苦手としてきた議論する力は、地域・社会の
様々な会合に参加して意見を交わす、あるいは
家庭でも日常的に意見を交わす、あるいは自ら
が関心のあるテーマに取り組む NPO/NGO な
どの市民団体に参加することなどによっても身
に着けることができる力である。 
 実際、近年は各地で気候市民会議が開催され
ているが（詳細は第 5 章第 1 節参照）、こうし
た会議への参加をきっかけに環境問題に関心
を持ち、自治体への政策提案にも興味を持つ市
民が少しずつ増えている。私自身も環境教育等
促進法の政策形成に関わったことが、私にとっ
て最高の環境教育の機会だったと痛感してお
り、その経験が現在の NPO 活動にも役立って

いる。 
 また、そうした中での NPO/NGO の役割は、
これまでの普及啓発や現場での実践活動など
に加え、様々な人が出合い、情報や意見を交わ
し、課題解決に向けた知恵を出し合うといった、
これまでとは異なる参加の機会を設けること
も一つだろう。そうした場から、一人でも多く
の人が、家庭や地域、職場、できれば NPO/NGO
として、継続的に環境保全や創造のための活動
ができるように促し、継続的な支援・サポート
を行うことも大切ではないかと思う。 
 そのためにも、環境分野の NPO/NGO の高
齢化が進む中で、次の世代が生きがい・やりが
いをもって働き続けられるような職場環境の
整備が、継続的活動のためには不可欠だろう。
さらに、実践活動への参加だけでなく、政策作
りのプロセスへの参加を制度化するなど （詳細
は第 5 章第 2 節参照）、NPO/NGO が日本社会
にとって不可欠な存在であるといった認識と
位置づけを日本社会全体に根付かせるような
制度の創設につながる活動（グリーン連合でも
関連の勉強会を開催したり政策提言を行って
いる）を自らも積極的に行う、あるいはそうし
た団体と連携することも大切な事だと思う。 

 

注 
注 1）気候ネットワークウェブサイト「温暖化防止教育「こどもエコライフチャレンジ」 
https://kikonet.org/activities/local/children-eco-life-challenge 
注 2）環境市民ウェブサイト「エコスクールについて」 
https://www.feejapan.org/eco-schools/es_about/ 
環境市民ウェブサイト「エコスクールプロジェクト」 
https://kankyoshimin.org/activity/next-generation/activity-21/ 
注３）「ドイツにおける市民参加促進制度の政治教育をめぐる構造的課題－環境分野の展開に着目
して－渡部聡子 
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10 周年を迎えたグリーン連合 活動の歩み 
 
グリーン連合は 2015年 6 月の設立から 10 周年を迎えました。10 年の活動を振り返ります。 
 
活動年表 
2015 年度（平成 27 年度） 

6 月  グリーン連合設立総会 
6 月 ニュースレター第 1 号発行 
7 月  第 1 回国会議員との意見交換会（参議院会館） 
8 月  西日本交流会（京都・京エコロジーセンター） 
10 月  環境省との意見交換会 
11 月 ニュースレター第 2 号発行 
11 月  アースパレード（東京）に参加 
11 月  アースパレード（京都）に参加 
12 月  関東交流会（東京・南部労政会館） 
12 月 声明「気候変動時代を乗り越えるため、「脱炭素化」に向けて日本社会の大転換を！！～

「パリ協定」の採択を受けて～」発表 
3 月 ニュースレター第 3 号発行 
年間  市民版環境白書企画・編集会議及び 幹事会計 7 回（第 1 回～第 7回） 

2016 年度（平成 28 年度） 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2016」発刊 
6 月  市民版環境白書発刊記念フォーラム（日比谷図書文化館） 
9 月 ニュースレター第 4 号発行 
10 月  国会議員との意見交換会（衆議院第一議員会館） 
12 月  北信越地域交流会（富山・サンフォルテ） 
12 月 ニュースレター第 5 号発行 
1 月  環境省との意見交換会（環境省第一会議室） 
1 月  北海道地域交流会（札幌・エルプラザ） 
1 月  環境ジャーナリストとの意見交換会（集英社アネックスビル） 
2 月  東北地域交流会（仙台・エル・ソーラ仙台） 
2 月  中四国地域交流会（岡山・きらめきプラザ） 
3 月  近畿地域交流会（大津・ピアザ淡海） 
年間  市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会計 10 回（第 8 回～第 17 回） 

2017 年度（平成 29 年度） 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2017」発刊 
6 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2017」発刊記念フォーラム（文京区民センター） 
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6 月  環境省との意見交換会（環境省第一会議室） 
6 月  国会議員・ジャーナリストとの意見交換会（衆議院第二議員会館） 
8 月 メールマガジン第 1 号発行 
10 月 メールマガジン第 2 号発行 
10 月  国会議員との意見交換会（衆議院第一議員会館） 
12 月 メールマガジン第 3 号発行 
9 月  第 1 回勉強会（文京区民センター） 
11 月  四国地域交流会（高松・四国環境パートナーシップオフィス四国 EPO） 
11 月  中部地域交流会（四日市・四日市文化会館） 
3 月  第 2 回勉強会（文京区民センター） 
2 月  北関東地域交流会（つくば・老人福祉センターとよさと） 
年間 市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会計 11回（第 18 回～28 回） 

2018 年度（平成 30 年度） 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2018」発刊 
6 月  「グリーンウォッチ 2018」発刊記念フォーラム・国会議員との意見交換会（参議院議員会館） 
6 月  第 1 回勉強会（千代田区麹町区民館） 
7 月  地球環境基金との意見交換会（環境再生保全機構） 
7 月  環境省との意見交換会（環境省第一会議室） 
8 月 要望書「炭素税は、国民的議論も踏まえて、早期に導入を」提出 
10 月 メールマガジン第 5 号発行 
11 月 関東地域交流会・学習会「カーボンプライシングと炭素税」（川崎市・にこぷら新地） 
11 月 九州地域交流会・学習会（福岡市・さいとぴあ） 
1 月 北信越地域交流会・学習会（新潟市・新潟国際情報大学） 
2 月 近畿地域交流会・学習会（大阪市・おおさか ATC グリーンエコプラザ） 
2 月  第 2 回勉強会（地球環境パートナーシッププラザ） 
年間  市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会計 12 回（第 29 回～40 回） 

2019 年度（平成 31 年度/令和元年度） 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2019」発刊 
6 月 「グリーンウォッチ 2019」発刊記念フォーラム及び国会議員との意見交換会（参議院議

員会館） 
7 月 環境省との意見交換会（環境省第一会議室） 
8 月 地球環境基金との意見交換会（環境再生保全機構） 
11 月 関東地域交流会・勉強会（さいたま市・浦和合同庁舎集会室） 
2 月 中部地域交流会・勉強会（岐阜県不破郡・垂井町表佐地区まちづくりセンター） 
年間  市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会計 11 回（第 41 回～51 回） 
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2020 年度（令和 2 年度） 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2020」発刊 
6 月 「グリーンウォッチ 2020」発刊記念フォーラム（オンライン） 
1 月  環境省との意見交換会（オンライン） 
10 月  政府への意見書「環境・エネルギー政策にもっと市民の意見の反映を」提出 
年間  市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会（オンライン）計 10 回（第 52 回～61 回） 

2021 年度（令和 3 年度） 
4 月  国立環境研究所との連携によるアンケート調査（コロナ禍における環境 NPO/NGO の

活動実態と課題）結果公表 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2021」発刊 
6 月 「グリーンウォッチ 2021」発刊記念フォーラム（オンライン） 
8 月  勉強会「第 6次エネルギー基本計画の問題点」（オンライン） 
5 月 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」に対する意見書提出 
7 月 意見書「福島第一原発 ALPS 等処理水(汚染水)の海洋放出に強く反対します」公表 
10 月 意見書「第 6 次エネルギー基本計画(案)への意見」公表（幹事有志） 
10 月  勉強会「汚染水の海洋放出問題」（オンライン） 
1 月  環境省との意見交換会（オンライン） 
2 月  交流会「棚田の今と未来を考える発表交流会」（オンライン） 
3 月  勉強会「北海道下川町の住民参加のもとに進める持続可能な地域づくり」（オンライン） 
年間 市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会（オンライン計 11 回第 62 回～72 回） 

2022 年度（令和 4 年度） 
5 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2022」発刊 
6 月  市民版環境白書発刊記念フォーラム（オンライン） 
1 月  環境省との意見交換会（オンライン） 
年間 市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会（オンライン計 8 回第 73回～80 回） 

2023 年度（令和 5 年度） 
6 月  環境問題に関するシンポジウム（文京区民センター＋オンライン） 
9 月  環境 NPO/NGOの基盤強化策に関する勉強会（第 1 回）（オンライン） 
11 月  環境 NPO/NGOの基盤強化策に関する勉強会（第 2 回）（オンライン） 
1 月  棚田と生物多様性に関する勉強会（オンライン） 
3 月  環境省との意見交換会（民間支援室会議室＋オンライン） 
3 月  第 6 次環境基本計画案について勉強会 
年間 市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会（オンライン計 12 回第 81 回～92 回） 
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2024 年度（令和 6 年度） 
4 月  第六次環境基本計画案に対する意見「環境政策にもっと市民の意見の反映を！」公表 
6 月 市民版環境白書「グリーンウォッチ 2024」発刊 
6 月  グリーン連合シンポジウム（オンライン） 
7 月  エネ基連続ウェビナー第 1 回「福島原発事故と原子力」（オンライン） 
8 月  エネ基連続ウェビナー第 2 回「エネルギー基本計画と気候変動対策」（オンライン） 
9 月  会員交流会（オンライン） 
10 月  市民版環境白書「グリーンウォッチ 2024」改訂版公表 
12 月  勉強会「農業、食料と気候変動の現状と課題」（オンライン） 
3 月  勉強会「気候変動との関わりから考える生物多様性保全と市民団体の役割」（オンライ

ン） 
3 月  環境省との意見交換会（環境省第 1 会議室＋オンライン） 
年間 市民版環境白書企画・編集会議及び幹事会（オンライン計 12 回第 93 回～105回） 

 
会員団体数の推移 
 
設立時から地道に会員団体を増やす試みを続けており、設立時の 65 団体から 2024 年度末には 80
団体が全国からグリーン連合に参加しています。 

2015年 6 月 
設立時 

65 団体 
【北海道・東北地区】7  
【関東地区】42 
【北信越地区】3 
【東海地区】0 
【近畿地区】8 
【中四国地区】2 
【九州・沖縄地区】3 

2016年 3 月末現在 75 団体 
【北海道・東北地区】7  
【関東地区】49 
【北信越地区】3 
【東海地区】1 
【近畿地区】10 
【中四国地区】2 
【九州・沖縄地区】3  

2017年３月末現在   81 団体 
【北海道・東北地区】7 
【関東地区】52 
【北信越地区】4 
【東海地区】1  
【近畿地区】11 
【中四国地区】3 
【九州・沖縄地区】3 

2018年 3 月末現在 84 団体 
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【北海道・東北地区】7 
【関東地区】52 
【北信越地区】4 
【東海地区】1  
【近畿地区】13 
【中四国地区】4 
【九州・沖縄地区】3  

2019年 3 月末現在 84 団体 
【北海道・東北地区】7 
【関東地区】52 
【北信越地区】4 
【東海地区】1  
【近畿地区】13 
【中四国地区】4 
【九州・沖縄地区】3 

2020年 3 月末現在 81 団体 
【北海道・東北地区】7 
【関東地区】50 
【北信越地区】4 
【東海地区】0  
【近畿地区】13 
【中四国地区】4 
【九州・沖縄地区】3 

2021年 3 月末現在 81 団体 
【北海道・東北地区】7 
【関東地区】50 
【北信越地区】4 
【東海地区】0  
【近畿地区】13 
【中四国地区】4 
【九州・沖縄地区】3 

2022年 3 月末現在 84 団体 
【北海道・東北地区】7 
【関東地区】51 
【北信越地区】5 
【東海地区】0 
【近畿地区】12 
【中四国地区】4 
【九州・沖縄地区】5 

2023年 3 月末現在 83 団体 
【北海道・東北地区】6 
【関東地区】52 
【北信越地区】4 
【東海地区】0  
【近畿地区】13 
【中四国地区】3 
【九州・沖縄地区】5 

2024年 3 月末現在 80 団体 
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北海道・東北地区：6 団体 
関東地区：50 団体 
北信越地区：3 団体 
東海地区：0 団体 
近畿地区：13 団体 
中四国地区：3 団体 
九州・沖縄地区：3 団体 

 
表紙イラストで見る「市民版環境白書 グリーン・ウォッチ」 
グリーン・ウォッチの表紙・裏表紙のイラストは、ハイ・ムーンの名で知られる京都大学名誉教授
の高月紘先生に提供いただいてきました（創刊号から 2022 年版まで）。表紙イラストとともにこれ
までのグリーン・ウォッチの内容を振り返ります。 

2016 

 
A4 版 白黒 128 頁 
2016.5 表紙絵：高月紘 
地球環境基金助成 

第 1 章 主要な環境政策のレビュー 
第１節 気候変動とエネルギー 
第２節 再生可能エネルギー 
第３節 原発問題 
第４節 化学物質 

第２章 福島原発事故の被害と政府の対応 
第１節 いまも続く被害 
第２節 避難政策の問題点 
第３節 避難指示の解除と住民の意向 
第４節 骨抜きにされた「原発事故子ども・被災者支援法」 
第５節 健康影響 
第６節 作業員の被ばく労働 
第７節 行き場のない原発事故由来の放射性廃棄物 

第３章 なぜ環境政策がうまく進まないのか－日本の環境政策の問題点 
第１節 「経済優先」に屈伏した環境政策 
第２節 歪んだ環境政策形成のプロセス 
第３節 なかなか発動されない「予防原則」 
第４節 ビジョンに基づき、戦略性ある環境政策へ 
第５節 実効的な政策形成参加に向けて 

トピックス－国内外の注目すべき動き 
グリーン連合会員団体紹介 

2017 

 
A4 版 白黒 118 頁 
2017.5 表紙絵：高月紘 
地球環境基金助成 

第1章 なぜ、地球環境を優先的に保全しなければならないのか 
第 1 節 地球環境悪化の背景 
第２節 環境保全に優先的に取り組まなければならない理由 
第３節「パリ協定」後の社会に向けて 

第2章 ６年が経過した福島 
第１節 東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者は今 
第２節 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉問題と安全性確保 
第３節 東京電力福島第一原子力発電所事故と情報 

3 章 主要な環境政策のレビュー 
第１節  気候変動問題 
第２節 再生可能エネルギーと電力自由化 
第 3 節 廃棄物 
第 4 節 化学物質 
第 5 節 生物多様性 
第 6 節 森林破壊 

トピックスー国内外の注目すべき動き 
会員名簿 
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2018 

 
A4 版 白黒 108 頁 
2018.5 表紙絵：高月紘 
地球環境基金助成 

第 1 章 主要な環境政策のレビュー 
第１節 気候変動問題 
第２節 再生可能エネルギー 
第３節 廃棄物 
第４節 化学物質 
第５節 気候変動と第一次産業 

第２章 放射性物質と如何に付き合っていくか 
第１節 福島の現状と健康問題 
第２節 放射性廃棄物の現状と原発再稼働問題 
第３節 私たちは放射性物質とどう付き合っていけばよいのか～放射能汚
染防止法の制定～ 

第３章 私たちはどんな社会を目指すのか 
第１節 持続可能な社会についての大きな流れ 
第２節 いくつかの提案 
第３節 私たちの未来はみんなで作ろう 

第４章 国内外の注目すべき動き 
自動車業界「脱炭素化」へ急発進 
省エネ住宅をめぐる状況 
SDGs の動き 
欧州における環境 NGO に対する公的資金助成 

2019 

 
A4 版 白黒 105 頁 
2019.5 表紙絵：高月紘 
地球環境基金助成 

第 1 章 脱炭素社会に向けた最近の動向 
第１節 気候変動問題 
第２節 再生可能エネルギー 
第３節 地球温暖化対策の決め手 カーボンプライシング 

第２章 顕在化してきた新たな危機 
第１節 プラスチック問題  
漫画「グリーン・ウォッチ 2019」 
第２節 気象災害と防災 
第３節 いまだに続く福島原発事故の災害 
コラム「 「たらちね」震災後に開設した放射能測定所とクリニック」 

第３章 国内外の先進的な動き 
第１節 国内の動き 
第２節 データ不正問題は何が間違った結果なのか？ 
第３節 ドイツの州レベルにおける環境 NGO/NPO に対する助成制度 
第４節  座談会：日本の環境 NPO への支援の現状と課題 
活動報告：グリーン連合のこの一年間の活動実績 
会員名簿 

2020 

 
A4 版 白黒 88 頁 
2020.5 表紙絵：高月紘 

第 1 章 脱炭素社会に向けた最近の動向  
第１節 「気候変動」から「気候危機」問題へ 
第２節 持続可能な再生可能エネルギー100%社会の実現 

第２章 生物多様性、そして森林の危機  
第１節 IPBES の活動、成果とその日本への示唆 
第２節 世界の森林と私たち 
コラム「2019 年のアマゾン森林火災騒動」 

第３章 化学物質 
第１節 環境ホルモンの脅威に改めてどう対処すべきか 
第２節 環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」の進捗状況と今
後の課題 

第 4 章 東京電力福島第一原発事故後の状況  
第 1 節 蓄積する課題にどう向き合うか(廃炉、放射性廃棄物の量と行方) 
第 2 節 福島の住民のその後 

参考 欧州における環境 NGO の位置づけと公的資金  
活動報告：グリーン連合のこの一年間の活動実績 
会員名簿  
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2021 

 
A4 版 白黒 86 頁 
2021.6 SOMPO 環境財
団助成 

第１章 脱炭素社会に向けて 
第１節 気候危機への対応 
第２節 再生可能エネルギーの現状とこれからの課題 

第２章 使いすぎからの脱却 
第１節 新型コロナウイルス対策と過剰・有害な化学物質使用の危険性 
第２節 感染症時代に考えるプラスチックごみ問題 
【コラム】プラスチックに依存しない社会システムづくりに向けた NGO 提
案 

第３章 10 年が過ぎた福島の今 
第１節 福島第一原発の廃炉に向けた取組の現状 
第２節 福島の現状 
【コラム】高レベル放射性廃棄物とは 

活動報告 グリーン連合 この一年の活動実績 

2022 

 
A4 版 白黒 86 頁 
2022.6 

第１章 気候危機からの脱却に向けて 
第１節 気候危機の現状と課題 
第２節 地域の脱炭素化に向けた持続可能なエネルギーへの取組 

第２章 脱炭素に果たす第一次産業の役割 
第１節 農業と気候変動 
コラム バイオ炭による Ｊークレジット～あいとうエコプラザ菜の花館
で推進中 
第２節 身近な「食」からの脱炭素化 
コラム 食品ロスをなくすための方法 
第３節 土砂災害を誘発する大規模林業～希望は小規模分散型の「自伐型
林業」 

第３章 国内外の環境政策の動向と課題、方向性 
第１節 プラスチック 
第２節 脱炭素を含む持続可能な化学物質戦略の必要性 

第４章 脱炭素社会に原発はいらない 
第１節 原発の視点から見たエネルギー基本計画の問題点 
第２節 原発が気候変動対策の足かせになっている 
第３節 福島第一原発の廃炉の現状 
第４節 合意なき処理水の海洋放出 
第５節 福島の復興について 

第５章 脱炭素社会に向けた地域の先進事例 
活動報告 グリーン連合この一年の活動実績 

2023 休刊 

2024 

 
A4 版 白黒  
2024.6 発行、2024.10 改訂 

第 1 章 真の脱炭素社会実現に向けて 
第 1 節 気候危機の現状と課題  
第 2 節 地域の脱炭素化に向けた持続可能なエネルギーへの取組  

第 2 章 原発推進は脱炭素社会を逆行させる  
第 3 章 化学物質 

第 1 節 農薬の再評価制度のあり方を問う 
第 2 節 プラスチック条約と有害化学物質規制の動向  

第 4 章 グリーンウオッシュをめぐる国内外の動向と日本の課題  
第 5 章 棚田から日本の環境と食料問題を考える  
（コラム）生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA）がめざすもの  
第 6 章 持続可能な社会に向けた環境教育を市民社会の活性化につなげるた
めに  
グリーン連合活動記録  
グリーン連合会員名簿  
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グリーン連合 活動記録（2024年度） 
 
報告１ 市民版環境白書グリーン・ウォッチの発刊 
 

2023 年版は編集方針や編集体制を見直した結果、休刊となり、2024 年版の発行準備を以下のよ
うなスケジュールで行った。 

○ 2023 年夏～秋 企画・構成内容検討 
○ 2023 年末～24 年初め 執筆 
○ 2024 年 6 月 「市民版環境白書 2024 グリーン・ウォッチ」発行 
○ 2024 年 10 月  「市民版環境白書 2024 グリーン・ウォッチ」改訂 

（変更点：第 3 章第 2 節「プラスチック条約と有害化学物質規制の動向」を追加） 
概要は以下のとおり。 

 
■体裁：A４版 86 頁 PDF 
■内容： 

第 1 章 真の脱炭素社会実現に向けて 
・第 1 節 気候危機の現状と課題  
・第 2 節 地域の脱炭素化に向けた持続可能なエネルギーへの取組  
第 2 章 原発推進は脱炭素社会を逆行させる  
第 3 章 化学物質 
・第 1 節 農薬の再評価制度のあり方を問う 
・第 2 節 プラスチック条約と有害化学物質規制の動向  
第 4 章 グリーンウオッシュをめぐる国内外の動向と日本の課題 
第 5 章 棚田から日本の環境と食料問題を考える  
（コラム）生物の多様性を育む農業国際会議（ICEBA）がめざすもの  
第 6 章 持続可能な社会に向けた環境教育を市民社会の活性化につなげるために 
 

■配布先 ：グリーン連合会員、省庁、国会議員、大学図書館、ジャーナリスト、その他環境分野の
オピニオンリーダーなど 
 
報告 2 市民版環境白書 2024 グリーン・ウォッチ発刊記念シンポジウムの開

催 
 
■開催日時：2024 年 6 月 21 日（金）14:30~16:30 
■開催方法：オンラインによりウェビナー形式 
■プログラム： 

講演：講演「グリーントランジション 2035～GX という名のグリーンウォッシュ」 
明日香壽川（東北大学教授） 

各章の概要説明： 
1.「気候危機の現状と課題」桃井貴子（気候ネットワーク） 
2.「地域の脱炭素化に向けた持続可能なエネルギーヘの取組」松原弘直(ISEP) 
3.「農薬の再評価制度のあり方を問う」成嶋悠子(JEPA) 
4.「グリーンウオッシュをめぐる国内外の動向と日本の課題」浅岡美恵（気候ネットワーク） 
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5.「原発推進は脱炭素社会を逆行させる」松久保幣（原子力資料情報室） 
6.「棚田から日本の環境と食料問題を考える」安井一臣、永菅裕一（棚田 LOVERS) 
7.「持続可能な社会に向けた環境教育を市民社会の活性化につなげるために」藤村コノヱ 
（環境文明 21) 
 

■詳細：https://greenrengo.jp/archives/information/symposium20240621 
 
報告 3 環境省との意見交換 
 
 グリーン連合では環境省との意見交換会を 2017 年から開催しており、「第 8 回 NGO/NPO と
環境省の意見交換会」として開催。国内外の環境問題の解決を様々なステークホルダーが協働して
進めるための、貴重な機会となると考えている。 
 
■開催日：2025 年 3 月 12 日(水)14:00-16:00 
■開催方法：オンライン 
■参加人数： 

環境省出席者：13 名  
グリーン連合出席者： 19 名/15 団体 

■内容： 
第 1 部:全体会  
環境省挨拶(大臣官房政策立案総括審議官 中尾 豊氏) 
グリーン連合代表挨拶(グリーン連合 共同代表 松原弘直氏) 
グリーン連合出席者紹介 
環境省からの説明 
① 海洋プラスチック対策の国際動向 
(水・大気環境局海洋環境課 プラスチック汚染国際交渉チーム長小林 豪) 
②ネイチャーポジティブに向けた施策の動向 
(自然環境局自然環境計画課 保全再生調整官 笹渕 紘平) 
グリーン連合所属団体からの提言・取り組み事例紹介 
① 気候変動 (気候ネットワーク 桃井貴子氏ほか) 
② 化学物質 (ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA) 成嶋悠子氏) 
③ 市民参加 (環境文明 21 藤村コノエ氏) 
 
第 2 部:NGO と環境省職員の意見交換  
②  プラスチック対策(化学物質問題を含む) 
② 気候変動と生物多様性(ネイチャーポジティブ)&市民参加・協働 
 

報告 4 勉強会 
 
 2024 年度は以下のとおり計 2 回の勉強会を行った。 
 
○ 「農業、食料と気候変動の現状と課題～有機農業、生物多様性も考え、私たちにできることを

共有しよう～」 
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日時：2024 年 12 月 10 日(火) 13:00～15:00 
開催方法：オンライン(Zoom ミーティング) 
共催：NPO 法人棚田 LOVERS 
 
○ 「気候変動との関わりから考える生物多様性保全と市民団体の役割」 
日時：2025 年 3 月 10 日（月）14:00～15:30 
開催方法：オンライン（Zoom ミーティング） 
主催：グリーン連合 
 
報告 5 交流会 
  
 日時：9 月 25 日（水）13:30 から 15:00  
 形式：オンライン Zoom ミーティング 
 内容 

パート 1 知り合う  自己紹介、団体紹介、活動紹介 
パート 2 グリーン連合とは  これまでの経緯と現状、課題、展望 
パート 3 グリーン連合についての意見交換 
グリーン連合の課題対応どうするか？ 
グリーン連合として取り組むべき活動提案 
 参加者：12 人 
 

報告６ 協力イベント  
 

2024 年度は以下のとおり２回ずつウェビナーと勉強会を行った。 
 

 エネ基連続ウェビナー開催 
○ 第 1 回 福島原発事故と原子力 

日時：2024 年 7 月 29 日（月）14:00-16:00 
開催方法：オンライン(Zoom ウェビナー) 
 

○ 第 2 回 エネルギー基本計画と気候変動対策 
日時：2024 年 8 月 9 日（金）14:00-15:30 
開催方法：オンライン(Zoom ウェビナー) 
 

 オーフスネット共催 勉強会オンライン(Zoom ミーティング) 
○ 第１回 環境問題の解決になぜ民主主義のイノベーションが必要なのか 

日時：2024 年 9 月１７日（火）18:00～20:00 
講師：三上直之(名古屋大学大学院環境学研究科教授) 
 

○ 第２回 オーフス条約、EU 法とエネルギー政策 
日時：2024 年 11 月 7 日（木）18:00～20:00 
講師：大久保規子(大阪大学 大学院法学研究科教授) 
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報告７ 政策提言 
 
第六次環境基本計画案に対する意見「環境政策にもっと市民の意見の反映を！」を公表し、提出
（2024 年 4 月 9 日） 
 
報告８ 会員アンケートの実施 
 
 グリーン連合は 2015 年 6 月設立から 8 年目を迎えた。多様化、複雑化する環境問題へ対応する  
環境 NPO/NGO 各団体の個別の使命や目的を越えて互いに繋がり結集し、強く社会に働きかけて
行くことを目指して設立した当連合だが、8 年が経過し、加盟団体数は増えず、減少傾向にある。
そこで、加盟団体からの意見、批判などの声を集めることを目的とし、アンケートを実施すると共
に、アンケートの結果を受けて会員交流会を開催した。 
 

配布数：グリーン連合会員（80 団体） 
回収数：14 団体 
 

報告９ 運営体制・事務局について 
 

共同代表(3 名）および幹事による運営体制の強化および事務局の変更に伴う運営体制の安定化
に取り組んだ。会員団体の拡大や社会的影響力の増加の方策について検討した。 

 
報告１０ 幹事会開催 
 

運営に係る様々なテーマ、課題について、毎月 1 回幹事会を開催した（全てオンライン） 
第 94 回幹事会 2024 年 4 月 22（月） 
第 95 回幹事会 2024 年 5 月 23 日（木） 
第 96 回幹事会 2024 年 6 月 13 日（木）    
第 97 回幹事会 2024 年 7 月 17 日（水） 
第 98 回幹事会 2024 年 8 月 21 日（水） 
第 99 回幹事会 2024 年 9 月 18 日（水） 
第 100 回幹事会 2024 年 10 月 23 日（水） 
第 101 回幹事会 2024 年 11 月 27 日（水） 
第 102 回幹事会 2024 年 12 月 26 日（木） 
第 103 回幹事会 2025 年 1 月 29 日（水） 
第 104 回幹事会 2025 年 2 月 26 日（水） 
第 105 回幹事会 2025 年 3 月 19 日（水） 
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報告１１ 会員の状況（2025年 3月末現在） 
 
77 団体 
北海道・東北地区：5  関東地区：48   北信越地区：3     東海地区：0 

近畿地区：13         中四国地区：3   九州・沖縄地区：5 
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グリーン連合 会員名簿 
（2025 年 3 ⽉末時点、団体名の五⼗⾳順） 

団体名 特定⾮営利活動法⼈アクト川崎 本部所在地 川崎市⾼津区 
代表者名 廣瀬 健⼆ Web サイト http://actkawasaki.com/ 
TEL 044-813-1313 E-mail act-kawasaki-jm@nifty.com 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■環境教育、ESD 
■持続可能な経済・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経済 

活動紹介 

川崎市内の市⺠団体、事業者、学校、⾏政と連携しながら、地球温暖化対策を活動
の柱として、持続可能な社会の実現を⽬的に、⼈材育成・活動⽀援・ＳＤＧｓ推進
に取り組んでいます。川崎市から「川崎市地球温暖化防⽌活動推進センター」の指
定を受け、JR 武蔵溝ノ⼝駅前のノクティ２、11 階を拠点として活動しています。川
崎市の脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ 2050」の実現し、脱炭素社会
の実現のために活動しています。 

 
団体名 ⼀般社団法⼈アクト・ビヨンド・トラスト 本部所在地 東京都渋⾕区 
代表者名 星川 淳 Web サイト https://www.actbeyondtrust.org/ 
TEL 03-6665-0816 E-mail info@actbeyondtrust.org 
主な活動分野 ■再⽣可能エネルギー ■農薬問題 ■放射能、原⼦⼒ 

活動紹介 

⾃然環境と⼈間⽣活の調和をめざした市⺠活動を⽀援する独⽴の⺠間基⾦として、
問題解決のための具体的・効果的・創造的なアクションを重視し、資⾦援助、コン
サルティング、技術および⼈材提供、トレーニングなどを⾏っています。具体的には、
他の助成財団や公的資⾦からの⽀援を受けにくい取り組みに⽬を向け、「エネルギー
シフト」「ネオニコチノイド系農薬問題」「東アジア環境交流」の 3 部⾨を中⼼とす
る助成と、市⺠活動のための環境整備や触媒作⽤を促進する⾃主企画とを組み合わ
せ、独⾃の成果を上げてきました。 

 
団体名 認定特定⾮営利活動法⼈アサザ基⾦ 本部所在地 茨城県⽜久市 
代表者名 飯島 博 Web サイト http://www.asaza.jp/ 
TEL 029-871-7166 E-mail asaza@jcom.home.ne.jp 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■海洋、河川・湖沼汚染 ■環境教育、ESD 

活動紹介 

私達は、１９９５年から湖と森と⼈を結ぶ霞ケ浦再⽣事業＜アサザプロジェクト＞
を展開しています。⽔源地⾕津⽥の保全事業や湖の⾃然再⽣事業、⼩中学校での環
境教育事業には、企業や⾏政、学校、農林⽔産業などと連携して取り組み、⼦ども
から⼤⼈までこれまでに、のべ 3 ０万⼈が参加しています。「⼈と⾃然の共存でき
る社会の構築」を⽬指して、様々なビジネスモデルを提案し、実践しています。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈⾜元から地球温暖
化を考える市⺠ネットえどがわ 本部所在地 東京都江⼾川区 

代表者名 奈良 由貴 Web サイト http://www.sokuon-net.org 
TEL 03-3654-9188 E-mail info@sokuon-net.org 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■省資源、省エネルギー ■再⽣可能エネルギー 
■放射能、原⼦⼒ 

活動紹介 

1997 年、気候変動枠組み条約第 3 回締約国会議（COP3）の開催を契機に、地域
で市⺠主体による気候変動対策を考え、実践する任意団体として設⽴される。⾏政
や事業者との協働による廃⾞カーエアコンからのフロンガス回収事業を⼿始めに、 
太陽光発電による市⺠⽴発電所の建設・運営、省エネゲームの開発、省エネ家電買
い替えサポート事業などを展開。また、2008 年に策定された江⼾川区地域エネルギ
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ービジョンの策定委員会に加わると共に、環境エコポイントの⽀援を受け、⼦ども
向け環境副読本 
『ハルナのちから』を出版。2013 年からは、再⽣可能エネルギーの売電事業に参⼊
し、合計 33kW の発電所を運営、持続可能な地域社会づくりをめざしている。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈⾬⽔市⺠の会 本部所在地 東京都墨⽥区 
代表者名 ⼭本 耕平 Web サイト http://www.skywater.jp/ 
TEL 03-6657-1416 E-mail office@skywater.jp 
主な活動分野 ■⽔質汚染、浄化・保全活動 ■環境教育、ESD ■その他 

活動紹介 

国内的には豪⾬災害や渇⽔、国際的には 7 億⼈以上の⼈々が安全な⽔にアクセス
できない問題など、環境問題の中でも⽔問題は深刻な問題の⼀つである。当会は、
⾬を活かすことによって⼈類が直⾯するこうした⽔危機の解決に寄与することを⽬
的として活動している。そのために、⾬や⽔に関わる環境教育・啓発活動、⾬⽔活
⽤に関する調査研究や政策提案、全国的なネットワーク（⾬⽔ネットワーク）づく
り、バングラデシュでの⾬⽔タンク普及活動などを実施してきた。 

 
団体名 ウータン・森と⽣活を考える会 本部所在地 ⼤阪市北区 
代表者名 ⻄岡 良夫 Web サイト https://hutangroup.org 
TEL 050-5876-7925 E-mail contact-hutan@hutangroup.org 

主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ ■地球温暖化防⽌ 
■持続可能な経済・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経済 

活動紹介 

ウータン・森と⽣活を考える会は、「森を守りたい」と願う熱い⼼をもった⼈々が集
まった市⺠団体です。オランウータンなど 数多くの ⽣きものが棲み、先住⺠にと
っても⽣きる糧を与えてくれるボルネオ島の⾃然豊かな熱帯林を、国内外の NGO 
や現地の 村⼈と共に、減少を⾷い⽌め回復し保全する活動や森林減少の要因となっ
ている商品の消費者としての私たちの⽇本での⽣活を考える活動を２５年以上、市
⺠の⼒ですすめてきました。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈エコメッセ 本部所在地 東京都世⽥⾕区 
代表者名 ⼤嶽 貴恵 Web サイト https://ecomesse.jp/ 
TEL 03-6453-2442 E-mail ecomesse@npo-ecomesse.org 

主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ ■３R （リデュース、リユース、リサイクル） ■
再⽣可能エネルギー 

活動紹介 

社会に必要とされる事業としてのチャリティーショップを地域で運営し、その収益
から環境活動の資⾦を⽣み出し、再⽣可能エネルギーの推進や、緑の保全などの活
動を⾏ってきました。地域に根差した店舗は、⼈が⾏き交い、⼼地よい居場所を提
供し、循環型社会をめざしたまちづくりを発信しています。⼋王⼦、江⼾川、世⽥
⾕、⼤⽥で、地域の市⺠団体などと連携して太陽光の市⺠発電所を設置しています。
平成 29 年から、檜原村の森を守り育てる「東京美林倶楽部」の会員となり、東京
の森づくりにも取り組みます。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈エコワーク実践塾 本部所在地 宮城県仙台市 
代表者名 佐藤 信俊 Web サイト https://ecowork-solar33.webnode.jp/ 
TEL 090-2995-2803 E-mail nsato.morning@jcom.zaq.ne.jp 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■再⽣可能エネルギー ■環境教育、ESD 

活動紹介 
エコワーク実践塾は地球環境の保全を⽬的に設⽴し、主に太陽光発電の普及啓発、
エコロジカルなまちづくり、省エネ・省資源などの環境教育活動とともに、会員に
よるマイソーラーの設置・運営の経験を⽣かし、ソーラーシェアリングの普及と太
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陽光発電を中⼼とした再エネの⼟地利⽤適正化等について調査検討してきました。
今後は、再エネ普及に係る課題を改めて評価し、省エネ・創エネの普及啓発ととも
に、原⼦⼒も含めた我が国のエネルギーの将来を⾒据え、他団体のイベントへの参
加・交流を通じたより幅広い地域連携を図っていきます。 

 
団体名 国際⻘年環境 NGO A SEED JAPAN 本部所在地 東京都千代⽥区 

代表者名 ⼟屋 和之 
永井 亮 Web サイト http://www.aseed.org/ 

TEL 03-5826-8737 E-mail info@aseed.org 

主な活動分野 ■再⽣可能エネルギー ■放射能、原⼦⼒ 
■持続可能な経済・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経済 

活動紹介 

A SEED JAPAN は 1992 年の地球サミットに若者の声を届けるために設⽴しまし
た。設⽴以来、アフリカの債務問題や遺伝資源の利⽤など、グローバリゼーション
に伴う南北問題および社会的不公正に対して、企業や政府に問題提起をしてきまし
た。現在では、銀⾏に「社会性」を考慮した投融資⽅針を求める「フェア・ファイ
ナンス・ガイド」や、⾃然エネルギーの普及を通して市⺠参加型のまちづくりを⽬
指すプロジェクト、原⼦⼒発電の終息を⽬指して核ゴミや福島の復興を考えるプロ
ジェクト、エシカル消費を推進するプロジェクトなどを実施しています。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈ ezorock 本部所在地 北海道札幌市 
代表者名 草野 ⽵史 Web サイト https://www.ezorock.org/ 
TEL 011-562-0081 E-mail info@ezorock.org 

 

団体名 認定特定⾮営利活動法⼈国際環境 NGO 
FoE Japan 本部所在地 東京都板橋区 

代表者名 ランダル ・ヘルテン Web サイト https://www.foejapan.org/ 
TEL 03-6909-5983 E-mail info@foejapan.org 
主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ ■地球温暖化防⽌ ■放射能、原⼦⼒ 

活動紹介 

FoE Japan （エフ ・オー ・イー ・ジャパン）は、地球規模での環境問題に取り組む国
際環境 NGO です。世界約 73 ヵ国に 200 万⼈のサポーターを持つ FoE のメンバー
として、⽇本では 1980 年から活動を続けてきました。地球上のすべての⼈々と⽣物
が互いに共⽣し、尊厳をもって⽣きることができる、平和で持続可能な社会を⽬指
し、脱原発・エネルギーシフトを実現するための活動の他、気候変動や森林破壊、
⼤規模開発による環境・⼈権問題などの取組など、幅広く政策提⾔活動を⾏ってい
ます。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
おおいた環境保全フォーラム 

本部所在地 ⼤分県⼤分市 

代表者名 内⽥ 桂 Web サイト https://oita-ecf.com 
TEL 097-529-5046 E-mail kei_hi.uchida@yellow.plala.or.jp 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■野⽣動物保護・保全  ■環境教育、ESD 

活動紹介 

NPO 法⼈おおいた環境保全フォーラムでは、様々な体験プログラムや研究活動を
通して、豊かな⾃然を守り、⾃然の⽣態系と⼈間活動が共存できる⽅法を探求して
います。⽇本在来の希少種である、ベッコウトンボやウミガメを指標動物とした⽣
息地の保全。また、外来種アライグマの問題にも取り組んでいます。活動はすべて
地域と協働でおこない、地域の中で新たな繋がりや、各地との情報ネットワーク作
りへ波及していきます。さらに、現在から未来へと、保全に関わる⼈と⼈の繋がり
を残していくために、環境教育にも⼒を⼊れています。 
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団体名 オーフス条約を⽇本で実現する NGO 
ネットワーク（オーフスネット） 本部所在地 東京都江東区 

代表者名 中下  裕⼦ Web サイト http://www.aarhusjapan.org/ 
TEL 03-5875-5410 E-mail jimukyoku@aarhusjapan.org 
主な活動分野 ■その他 

活動紹介 

オーフス条約は、環境に関する、情報へのアクセス、意思決定における市⺠参画、
司法に関し、国連欧州経済委員会（UNECE）のイニシアティブにより採択された条
約である。オーフス・ネットは、⽇本においても、オーフス条約が保障する３つの
権利（情報アクセス・市⺠参画・司法アクセス）を実現することを⽬指して、国内
法整備に関する政策提⾔や、情報アクセス・市⺠参画・司法アクセスのあり⽅に関
する情報の収集と提供、調査研究、学習会の開催等の啓発活動、国内外の NGO と
の交流、協⼒推進等を⾏っている。 

 

団体名 認定特定⾮営利活動法⼈ 
おかやまエネルギーの未来を考える会 本部所在地 岡⼭市北区 

代表者名 廣本 悦⼦ Web サイト https://blog.canpan.info/okayama-
enemira/ 

TEL 086-232-0363 E-mail enemira@okayama.email.ne.jp 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■再⽣可能エネルギー ■環境教育、ESD 

活動紹介 

地球温暖化問題の深刻さを知り、2000 年に市⺠グループとして発⾜。その後、NPO
法⼈、認定 NPO 法⼈となり現在に⾄る。活動は⾃然エネルギーの導⼊拡⼤や普及
啓発が柱で、３つの⾃治体の公共施設へ市⺠共同発電所を合計８基（約 140kW）設
置。普及啓発としては県内の⼩学校を中⼼に環境教育、⾃然エネルギー学校、エコ
ツアーなどを実施。また、岡⼭県の委託を受け、⾃然エネルギー普及のための電話
相談業務や市町村・NPO が連携して⾃然エネルギーやエネルギー⾃給に取り組む
ための協議会運営などを実施。 

 
団体名 ⼀般社団法⼈沖縄リサイクル運動市⺠の会 本部所在地 沖縄県那覇市 
代表者名 古我知 浩 Web サイト http://oki-rec.pluto.ryucom.jp 
TEL 098-886-3037 E-mail oki-rec@ryucom.ne.jp 
主な活動分野 ■３R（リデュース、リユース、リサイクル） ■廃棄物 ■環境教育、ESD 

活動紹介 

1983 年に設⽴、ごみ減量の啓発や循環型社会システムの構築、途上国⽀援など、30
年以上に亘り幅広い活動を続けている。1999 年に開発した⼦ども向け体験型環境教
育プログラム「買い物ゲーム」で「グリーン購⼊⼤賞優秀賞」（2003）を受賞、これ
まで国内外で 3 万⼈以上に実施している。2000 年には事業系⾷品残渣の資源化を図
る「くいまーるプロジェクト」を発⾜し、「⾷品リサイクル環境⼤⾂賞奨励賞」（2008）
を受賞。近年は、途上国や島嶼国の廃棄物管理を⽀援する事業にも積極的に取り組
んでいる。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈化学物質による⼤
気汚染から健康を守る会 本部所在地 東京都千代⽥区 

代表者名 内⽥ 義之 Web サイト http://www.npovoc.org 
TEL 03-3264-1271 E-mail voc@kxe.biglobe.ne.jp 

主な活動分野 ■⼤気汚染  ■環境教育、ESD ■化学物質、環境ホルモン 
■その他（環境医学） 

活動紹介 便利さと利益の追求で合成有機化合物の種類が新しく増え続け、⽇常空気・⼤気へ
の有害化合物が急増している。重症被害者も増え続けて、住み慣れた住居・職・家
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族・私有財産を失い、医療費がかさみ、若くして病弱と⽣活にくるしむ市⺠が増え
る⼀⽅だが、何等の対策も取られない。諸外国とは違い専⾨家たちも新しい種類に
ついては分析調査すらせず、情報発信すらしない。分析と健康調査によって実態を
明らかにして情報発信し、対策を進⾔したい。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈⿅児島新⽼⼈の会 本部所在地 ⿅児島県⿅児島市 

代表者名 ⿅島  友義 Web サイト https://kagoshima-shinrojin-com. 
jimdosite.com/ 

TEL 099-267-0055 E-mail yoro@heart.ocn.jp 
 

団体名 特定⾮営利活動法⼈河北潟湖沼研究所 本部所在地 ⽯川県津幡町 
代表者名 ⾼橋 久 Web サイト http://kahokugata.sakura.ne.jp 
TEL 076-288-5803 E-mail info@kahokugata.sakura.ne.jp 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■環境保全型農林⽔産業 ■海洋、河川・湖沼汚染 

活動紹介 

⽯川県河北潟を拠点に、地域の動植物や⾃然環境にかかる調査・研究、それらに基
づいた河北潟の⽔辺、農地の保全活動等を⾏っている。2005 年より河北潟の⽔辺に
はびこる外来植物チクゴスズメノヒエの除去活動を毎年実施。また農地保全・地域
活性化として、除去した外来植物の堆肥化とそれを利⽤した「すずめ野菜」の⽣産、
2014 年からは⽥んぼの⽣きもの調査を絡めて、地域の農家と協働で減農薬栽培の圃
場を広める「⽣きもの元気⽶」の活動を⾏っている。2013 年には「河北潟レッドデ
ータブック」刊⾏。毎年１回機関誌「河北潟総合研究」を発⾏している。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈加茂⼥ 本部所在地 京都府⽊津川市 
代表者名 曽我 千代⼦ Web サイト http://www.npo-kamome.com 
TEL 0774-66-1895 E-mail info@npo-kamome.com 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
環境エネルギー政策研究所（ISEP） 本部所在地 東京都新宿区 

代表者名 飯⽥ 哲也 Web サイト https://www.isep.or.jp/ 
TEL 03-3355-2200 E-mail https://www.isep.or.jp/about/contact 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■再⽣可能エネルギー ■省資源、省エネルギー 

活動紹介 

持続可能なエネルギー社会を⽬指し、エネルギー政策の研究と提⾔、⾃然エネルギ
ーの普及啓発に取り組んでいます。エネルギー政策の転換に向けた戦略と具体的⽅
策の双⽅からの提⾔および活動を展開しており、エネルギー政策、エネルギー事業、
ファイナンス、コミュニティの 4 つの領域すべてを主要な活動領域としています。
さらに、国内外の様々な関係機関とのネットワークを活⽤した情報・知識の交流を
おこなっており、海外の主要な⾃然エネルギー関連団体等とのネットワークを通じ
て、国際会議や研究活動などの交流を図っています。 

 
団体名 環境・国際研究会 本部所在地 東京都北区 
代表者名 ⼩寺 正明 Web サイト https://www.iiej.org/ 
TEL 03-3907-0636 E-mail info@iiej.org 
主な活動分野 ■廃棄物、ゴミ ■海洋、河川・湖沼汚染 ■環境教育、ESD 

活動紹介 

海洋プラスチック汚染テーマに、マイクロプラスチックの調査、⽣活ごみに関する
調査、減プラスチックの普及、アドボカシー、環境教育、国際協⼒、国際交流を⾏う。
なお、プラスチックは陸上から川を通って海に⾏くので、対象は海だけでなく、地球
上すべてで、マイクロプラスチックは⼤気中にも存在する。減災 ・防災、再⽣可能エ
ネルギー、気候変動なども対象に活動を⾏う。 
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団体名 認定特定⾮営利活動法⼈環境市⺠ 本部所在地 京都市中京区 
代表者名 杦本 育⽣ Web サイト http://www.kankyoshimin.org 
TEL 075-211-3521 E-mail life@kankyoshimin.org 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■持続可能な経済 ・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経
済 まちづくり、地域づくり、交通問題 

活動紹介 

持続可能な社会を地域から創造するために、⾃治体、専⾨家と NGO でネットワー
クをつくり切磋琢磨する活動をしています。また環境を中⼼に⼈権や様々な課題解
決に結びつくエシカル消費のネットワークを構成し、企業の社会度を調査・レイテ
ィングした「企業のエシカル通信簿」の作成公表や商品の社会的課題から⾒た選択
の情報サイト「ぐりちよ」を運営しています。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈環境⽣態⼯学研究所 本部所在地 宮城県仙台市 
代表者名 ⻄村 修 Web サイト http://www.e-tec.server-shared.com/ 
TEL 022-293-2281 E-mail e-tec@world.ocn.ne.jp 

 

団体名 認定特定⾮営利活動法⼈環境ネットワ
ーク埼⽟ 本部所在地 埼⽟県さいたま市 

代表者名 江⽥  元之 Web サイト https://www.kannet-sai.org/ 
TEL 048-749-1217 E-mail akimoto@kannet-sai.org 

 
団体名 ⼀般社団法⼈環境パートナーシップ会議 本部所在地 東京都渋⾕区 
代表者名 星野 智⼦ Web サイト https://www.epc.or.jp/ 
TEL 03-5468-8405 E-mail info@epc.or.jp 

主な活動分野 ■環境教育、ESD ■まちづくり、地域づくり、交通問題 
■その他：中間⽀援 

活動紹介 

環境パートナーシップ会議（EPC）は、地域の環境団体や、政策提⾔を⾏う環境 NGO
を⽀援し、企業や政府とつなぐこと（パートナーシップ）によって、課題を解決に導
く新しい⼒を⽣み出すことを⽬的に活動している組織です。主な事業：地球環境パー
トナーシッププラザ（GEOC）の運営／企業のボランティア ・CSR ・社会貢献活動の
コーディネート／NPO の SR（社会的責任）の研究／持続可能な開発のための教育
（ESD）促進事業 

 
団体名 認定特定⾮営利活動法⼈環境⽂明２１ 本部所在地 東京都⼤⽥区 
代表者名 藤村 コノヱ Web サイト http://www.kanbun.org/ 
TEL 03-5483-8455 E-mail info@kanbun.org 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■持続可能な経済 ・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経
済 ■その他（環境倫理や持続性の知恵の探求） 

活動紹介 

「環境問題は⽂明の問題」との認識から 1993 年設⽴。次世代に真に健康で豊かな
社会を引き継ぐ為、環境、経済、⼈間･ 社会のバランスのとれた持続可能な環境⽂明
社会を市⺠⼒を⽣かし創造することをめざし、新しい⽂明のあり⽅を探り、実現に
向けたライフスタイル・価値観の変更、社会システムの転換等を働きかけている。
「環境⽂明社会ロードマップ作り」「グリーン経済へのアプローチ」「⽇本の持続性
の知恵の探求」等の調査研究、「憲法に環境条項を！」の提案や環境教育等促進法成
⽴への提案、地域の政策提案⽀援など活動は多岐にわたる。 

 
団体名 認定特定⾮営利活動法⼈気候ネットワーク 本部所在地 京都市中京区 
代表者名 浅岡  美恵 Web サイト https://www.kikonet.org 
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TEL 075-254-1011 E-mail kyoto@kikonet.org 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ 

活動紹介 

気候ネットワークは、地球温暖化防⽌のために市⺠の⽴場から「提案×発信×⾏動」
する NGO/NPO です。ひとりひとりの⾏動だけでなく、産業 ・経済、エネルギー、
暮らし、地域等をふくめて社会全体を持続可能に「変える」ために、地球温暖化防⽌
に関わる専⾨的な調査研究、政策提⾔、情報発信とあわせて、キャンペーンやネット
ワークづくり、地域単位での地球温暖化対策モデルづくり、⼈材の養成や教育等に
取り組んでいます。⼈々が安⼼して暮らす事ができるよう、公平 ・平和 ・豊かな社会 ・
経済に転換し、脱炭素で持続可能な社会を⽬指しています。また、わたしたちは、地
球温暖化防⽌のために活動する全国の市⺠・環境 NGO/NPO のネットワークとし
て、多くの組織・セクターと交流・連携しながら活動を続けています。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈くまもと未来ネット 本部所在地 熊本県熊本市 
代表者名 原  育美 Web サイト https://www.kumamoto-mirai.com/ 
TEL 096-362-3776 E-mail home@kumamoto-mirai.com 
主な活動分野 ■再⽣可能エネルギー ■環境教育、ESD ■まちづくり、地域づくり、交通問題 

活動紹介 

NPO 法⼈環境ネットワークくまもとが発展的改組を⾏い、2017 年に名称も変更し
て発⾜しました。持続可能な地域社会を創るために、再⽣可能エネルギー事業や政
策提⾔づくり、環境教育活動を展開。県内のサードセクターのネットワーク化に取
り組み、中間⽀援的な役割も担い組織強化のためのコンサルタント等も⾏っていま
す。 

 
団体名 ⼀般社団法⼈グリーンピース ・ジャパン 本部所在地 東京都新宿区 
代表者名 ⻘⽊陽⼦、寺中誠 Web サイト https://www.greenpeace.org/japan/ 

TEL 03-5338-9800 E-mail お問い合わせはウェブサイトのフォーム
より 

主な活動分野 ■野⽣動物保護・保全 ■農薬問題 ■再⽣可能エネルギー ■放射能、原⼦⼒ 

活動紹介 

グリーンピース ・ジャパンは、「グリーン（⽣態系豊か）」で「ピース（平和な）」社
会を⽬指し世界 300 万⼈の個⼈サポーターが⽀える国際環境 NGO グリーンピー
スの⽇本⽀部です。1989 年に設⽴され、現在は「脱原発」と「⾃然エネルギーの拡
⼤」、そして「持続可能な漁業と農業の実現」を最優先に、企業や政府に働きかけて
います。財政的、政治的な独⽴性を維持するために企業、政府から⾦銭的⽀援を受け
ず、かつ特定の政治家や政党を⽀持せずに活動をしています。活動にご参加いただけ
る⽅は、お電話にてお問い合わせください。 

 
団体名 認定特定⾮営利活動法⼈原⼦⼒資料情報室 本部所在地 東京都中野区 
代表者名 ⼭⼝ 幸夫、⻄尾 漠 Web サイト https://cnic.jp/ 
TEL 03-6821-3211 E-mail cnic@nifty.com 
主な活動分野 ■放射能、原⼦⼒ 

活動紹介 

政府や産業界から独⽴した⽴場で「原⼦⼒に頼らない社会」を実現するために活動
しています。原⼦⼒利⽤の危険性や問題点に関する資料を収集し、調査研究をおこな
い、得られた情報を市⺠による脱原発活動などに役⽴てていただけるように提供し
ています。私たち⾃⾝による政策提⾔も積極的に発信しています。また、脱原発をめ
ざす国内外の諸団体とのネットワークを通じて、研究活動や国際会議の開催なども
おこなっています。 
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団体名 ⼩平・環境の会 本部所在地 東京都⼩平市 

代表者名 島 京⼦、 
深澤洋⼦ Web サイト https://www.kodaira-net.jp 

TEL 042-327-9330 E-mail kodaira_kankyo@jcom.zaq.ne.jp 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■農薬問題 ■廃棄物、ゴミ 

活動紹介 

東京都多摩地区のごみの最終処分場である⽇の出町の⾕⼾沢処分場埋め⽴て問題を
訴える映画「⽔からの速達」の上映会を機に、⼩平市内のごみの削減を⽬指し、資源
循環、環境保護も視野に⼊れ 1995 年から活動を始めました。⾏政への提⾔活動や、
⽣ごみ堆肥を使った野菜作りにも取り組んでいます。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈サークルおてんとさん 本部所在地 奈良県奈良市 
代表者名 清⽔ 順⼦ Web サイト https://www.otentosan.net/wp/ 

TEL 080-3137-4595（昼） 
0742-26-6206（夜間） E-mail otentosan0213@yahoo.co.jp 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■再⽣可能エネルギー ■環境教育、ESD 

活動紹介 

地域の再⽣可能エネルギーの普及や地球温暖化防⽌活動を拡げるため、2002 年に結
成。市⺠の寄付や出資で、奈良県内の福祉施設や幼稚園に太陽光発電のおてんとさ
ん市⺠共同発電所を設置しています。また⾃治体や諸団体と連携し、活動の環を拡
げながら、普及 ・啓発活動を⾏っています。主に、幼稚園 ・⼩学校 ・中学校や諸団体
などに⼦どもから⼤⼈までを対象とした環境出前講座の実施、環境イベントへの出
展参加、シンポジウム・講演会や⾒学会の開催などの活動をしています。 

 
団体名 埼⽟⻄部・⼟と⽔と空気を守る会 本部所在地 埼⽟県所沢市 
代表者名 前⽥ 俊宣 Web サイト http://soilandair.web.fc2.com 
TEL 04-2942-9220 E-mail green-ik163@tbj.t-com.ne.jp 
主な活動分野 ■⼤気汚染 ■⽔質汚染、浄化・保全活動 ■⼟壌汚染、浄化・保全活動 

活動紹介 

１．環境汚染の独⾃調査：川の⼀⻫調査 / 破砕処理施設周辺の環境調査 / 産廃施設
の監視と騒⾳調査/ 福島原発事故にかかわる放射性物質と放射線量調査 ２．脱原発
をすすめる地域活動：脱原発映画の上映など ３．くぬぎ⼭の清掃活動と雑⽊林を再
⽣する活動 ４．裁判を⽀援する活動：和解の事後処理 / 公害調停への協⼒ / 福島
原発さいたま訴訟を⽀援する会の事務局に協⼒ ５．会報の定期発⾏と⽯坂裁判の記
録集編集/ 発⾏ 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
さやま環境市⺠ネットワーク 本部所在地 埼⽟県狭⼭市 

代表者名 ⽯⽥ 嵩 Web サイト http://www.sayama-kankyo.org/ 
TEL 090-4535-2394 E-mail kondoa@p1.s-cat.ne.jp 

主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■地球温暖化防⽌ 
■３R（リデュース、リユース、リサイクル） 

活動紹介 

主に狭⼭市の市⺠ ・市⺠団体 ・事業者 ・⾏政が協働し、環境まちづくりを推進するこ
とにより、将来にわたり持続可能な循環型社会の構築に寄与することを⽬的として、
次の活動を⾏っています。◆環境市⺠の交流 ・ネットワークづくり（広報活動、環境
⾏事 ・講座 ・団体交流会開催他）、◆緑の再⽣（森林施業への参加協⼒他）、◆川の再
⽣（環境学習、再⽣事業への参加協⼒他）、◆ごみ減量（広報活動、リサイクルプラ
ザ展⽰コーナーの運営他）、◆温暖化対策（「エコライフ DAY さやま」の推進、マ
イタウンソーラー発電所の建設推進他） 
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団体名 特別⾮営利活動法⼈⾃然⽂化誌研究会 本部所在地 ⼭梨県北都留郡 
代表者名 中込 卓男 Web サイト http://www2.plala.or.jp/npo-inch/ 
TEL 0428-87-0165 E-mail npo-inch@wine.plala.or.lp 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈シニア⾃然⼤学校 本部所在地 ⼤阪市中央区 

代表者名 ⾦⼾ 千鶴⼦ Web サイト https://sites.google.com/sizen- 
daigaku.com/senior/Home 

TEL 06-6937-8077 E-mail office@sizen-daigaku.jp 
 

団体名 ⼀般社団法⼈市⺠エネルギー京都 本部所在地 京都府京都市 
代表者名 ⽥浦 健朗 Web サイト https://kyoto-renergy.org 
TEL 175-254-1011 E-mail taura@kikonet.org 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈市⺠科学研究室 本部所在地 東京都⽂京区 
代表者名 上⽥ 昌⽂ Web サイト https://www.shiminkagaku.org/ 
TEL 03-5834-8328 E-mail renraku@shiminkagaku.org 

主な活動分野 ■放射能、原⼦⼒ ■化学物質、環境ホルモン 
■まちづくり、地域づくり、交通問題 

活動紹介 

「⽣活者にとってよりよい科学技術とは」を考え、そのアイデアの実現を⽬指す 
NPO です。「科学技術にかかわる様々な意思決定や政策形成への市⺠参加」「様々な
社会問題の解決に向けた専⾨知識の適正な活⽤」「持続可能で⽣き⽣きとした⽣活の
ための科学研究や教育の実践」の 3 つを軸にして市⺠の問題認識⼒を⾼めるための
講座や勉強会を運営し、市⺠が主体となった調査研究や政策提⾔や⽀援事業を進め
ています。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈市⺠電⼒連絡会 本部所在地 東京都新宿区 

代表者名 ⽵村 英明 Web サイト https://peoplespowernetwork. 
jimdofree.com 

TEL 03-6380-5244 E-mail ppn2014info@gmail.com 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■省資源、省エネルギー ■再⽣可能エネルギー 

活動紹介 

2014 年 2 ⽉に設⽴。再⽣可能エネルギー全量固定価格買取制度のスタートをきっか
けに、市⺠や地域ぐるみで再⽣可能エネルギーによる発電事業に動き出している団
体 ・個⼈を「市⺠発電」と位置づけ、営利企業によるメガソーラーと⽐較して発電出
⼒が⼩規模な市⺠発電がまとまることで、活動事例の共有や政策提⾔等を⾏い、さ
らにその動きを加速させるため、先⾏事例に関する情報の発信、連続講座事業、環境
政策等に関する政策提⾔、イベントの企画、運営などを⾏っている。 

 

団体名 認定特定⾮営利活動法⼈ JUON （樹恩）
NETWORK 本部所在地 東京都杉並区 

代表者名 ⽣源寺 眞⼀ Web サイト https://juon.or.jp 
TEL 03-5307-1102 E-mail juon-office@univcoop.or.jp 

主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ ■環境教育、ESD 
■まちづくり、地域づくり、交通問題 

活動紹介 

都市と農⼭漁村が⽀え合うネットワークを、森林などをめぐる体験・交流・応援の活
動によってひろげ、持続可能な社会を創造することを⽬的として、1998 年に⼤学⽣
協の呼びかけにより設⽴されました。森林保全活動として、間伐材 ・国産材製「樹恩
割り箸」の普及推進や森づくり体験プログラム「森林の楽校（もりのがっこう）」（全
国 18 ヶ所）、「⾥⼭・森林ボランティア⼊⾨講座」（東京、関⻄、四国）等を開催し
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ています。また、援農体験プログラム「⽥畑の楽校（はたけのがっこう）」（全国 4 ヶ
所）等も実施しています。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈循環型社会推進協会 本部所在地 東京都⼋王⼦市 
代表者名 ⼭下 容⼦ Web サイト https://www.rdatokyo.net/ 
TEL 042-452-9384 E-mail rdatokyo21@gmail.comt 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
情報公開クリアリングハウス 本部所在地 東京都新宿区 

代表者名 三⽊  由希⼦ Web サイト https://clearing-house.org 
TEL 03-5269-1846 E-mail icj@clearing-house.org 
主な活動分野 ■その他 

活動紹介 

公的機関の情報公開・個⼈情報保護について、主に制度⾯の整備とその実効性を⾼
めることで、市⺠の知る権利を擁護し、社会の中で具体化することをミッションと
しています。1980 年に情報公開法制定の⽴法運動として活動をスタートし、制度実
現後は制度を使う市⺠などの⽀援、制度の実効性の確保や制度的改善のための調査
研究、政策提案、制度実現のための活動を⾏っています。また、情報公開制度の活⽤
を進め、最近では福島原発事故に関連する公⽂書を情報公開制度を使い収集、共有
する福島原発事故情報公開アーカイブをリリースしています。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈森林資源活⽤バンク 本部所在地 東京都⼩平市 
代表者名 阿部 宗太郎 Web サイト http://www.shinrinbank.org 
TEL 042-461-7452 E-mail info@shinrinbank.org 

 
団体名 全国⼩⽔⼒利⽤推進協議会 本部所在地 東京都豊島区 
代表者名 愛知 和男 Web サイト https://j-water.org/ 
TEL 03-5980-7880 E-mail info@j-water.org 
主な活動分野 ■再⽣可能エネルギー 
活動紹介 ⼩規模⽔⼒発電の普及発展を図る団体です。 

 

団体名 ダイオキシン ・環境ホルモン対策国⺠会
議（JEPA） 本部所在地 東京都江東区 

代表者名 中下 裕⼦ Web サイト https://kokumin-kaigi.org/ 
TEL 03-5875-5410 E-mail kokumin-kaigi@syd.odn.ne.jp 
主な活動分野 ■農薬問題 ■化学物質、環境ホルモン 

活動紹介 

ダイオキシン ・環境ホルモンをはじめとする有害化学物質汚染は、⼈類だけでなく、
地球上のあらゆる⽣物の種の存続の危機を招いている。JEPA は、国 ・⾃治体 ・産業
界に対して、化学物質問題に関する政策 ・⽴法提⾔活動を⾏うとともに、広く⼀般市
⺠に対して、化学物質に関する情報を提供している。様々な化学物質の危険性を訴え
るパンフレット、冊⼦の作成。国内だけでなく国際シンポジウム開催。農薬問題に関
しては、2009 年よりネオニコチノイド農薬問題に取り組む。その他、家庭⽤品中の
化学物質の危険性に関する情報提供、化学物質の 2020 年⽬標の達成に向けて、海外
の化学物質規制の取り組みの紹介など、次世代を守るための有害化学物質削減に向
けて活動している。 
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団体名 認定特定⾮営利活動法⼈ 
⾼⽊仁三郎市⺠科学基⾦ 本部所在地 東京都新宿区 

代表者名 河合 弘之 Web サイト http://www.takagifund.org 
TEL 070-5074-5985 E-mail info@takagifund.org 
主な活動分野 ■その他（調査研究活動への助成） 

活動紹介 

⾼⽊仁三郎市⺠科学基⾦（⾼⽊基⾦）は、在野の⽴場から核 ・原⼦⼒に関わる問題を
批判的に研究し、2000 年 10 ⽉に他界した⾼⽊仁三郎の遺志に基づいて設⽴され、
⾼⽊仁三郎の遺産と、⼀般市⺠からの会費 ・寄付を財源として、「市⺠科学」を志す
個⼈やグループの調査研究活動への助成を⾏っています。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈棚 LOVERS 本部所在地 兵庫県神崎郡市川
町 

代表者名 永菅千鶴⼦ Web サイト http://tanadalove.com/ 
TEL 090-2359-1831 E-mail tanadalove@yahoo.co.jp 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元  ■環境保全型農林⽔産業  ■環境教育、ESD 

活動紹介 

私たちは、「⾃然  ・棚⽥を愛し、育む、未来の⼦どもたちのために」を合⾔葉に、⽣ 
き物  ・⾷  ・農の⼤切さ、⾃然とともに⽣きる豊かさを、棚⽥を保全  ・活⽤しなが
ら、実践を通じて伝え、美しい棚⽥を未来につなげることを⽬的に活動しています。
具体的には⽥植え(5 ⽉、6 ⽉) ・稲刈り(9 ⽉~11 ⽉) ・試⾷会、⾃然体験等の活動
をしています。⾷の安⼼安全  ・命の⼤切さ  ・地域の素晴らしさを伝え、思いをもっ
た作り⼿とファンの拡⼤、棚⽥の保全・復興を⽬指しています。ご興味のある⽅はぜ
ひお越しください。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
地域環境デザイン研究所 ecotone 本部所在地 京都市中京区 

代表者名 太⽥  航平 Web サイト http://www.ecotone.jp/ 
TEL 075-205-1433 E-mail info@ecotone.jp 

 

団体名 認定特定⾮営利活動法⼈ 
地球環境市⺠会議（CASA） 本部所在地 ⼤阪市中央区 

代表者名 ⼭村 恒年 Web サイト https://www.casa1988.or.jp 
TEL 06-6910-6301 E-mail office@casa1988.or.jp 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■再⽣可能エネルギー ■省資源・省エネルギー 

活動紹介 

地球温暖化問題、エネルギー問題を中⼼に活動しています。市⺠の⽴場から、科学的
な根拠をもった情報を提供し、国内外の NGO ・市⺠ ・科学者と連携しながら平和で
公正な持続可能な社会を⽬指しています。その時々のアップデイトな環境問題をテー
マに市⺠講座やセミナー・学習会を開催しています。COP 会議には毎年代表を派遣
し他の NGO と連携して市⺠の声を国際会議に反映させるための活動や会議の様⼦
を伝える活動をしています。また CO2 削減の可能性を検討する「CASA2030 モデ
ル」を開発し、政府や産業界に提⾔を⾏っています。 
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団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
地球と未来の環境基⾦ 本部所在地 東京都中央区 

代表者名 古瀬 繁範 Web サイト http://www.eco-future.net/ 
TEL 03-5298-6644 E-mail eff_info@eco-future.net 

主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ 
■持続可能な経済・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経済 ■その他 

活動紹介 

私たちのミッションは、「豊かな森林とそれを取り巻く⽣態系を守り育てることを通
じて、持続可能な社会を作ります」です。このミッションを達成するため、①森林や
⽣態系への直接的な働きかけを通じたアプローチとして、国内外の森林保全活動（植
樹や間伐、アグロフォレストリーの普及啓発）、②ライフスタイルの提案を通じたア
プローチとして、バガス（砂糖キビの搾りかす）を使った紙製品の普及 ・提案活動、
③環境 NPO の⽀援を通じたアプローチとして、環境分野の補助⾦ ・助成⾦の実施を
⽀援する活動を３本柱として、企業、⾏政、市⺠と連携した活動を展開しています。 

 
団体名 ⼀般財団法⼈地球 ・⼈間環境フォーラム 本部所在地 東京都台東区 
代表者名 炭⾕ 茂 Web サイト https://www.gef.or.jp/ 
TEL 03-5825-9735 E-mail contact@gef.or.jp 

主な活動分野 ■森林の保全 ・緑化、砂漠化防⽌ ■３R （リデュース、リユース、リサイクル） ■
持続可能な経済・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経済 

活動紹介 

地球環境問題に関する科学的調査・研究、その成果の普及・啓発、政策提⾔に取り組
む。気候変動、森林減少、３R など幅広い地球環境問題の解決や持続可能な社会の構
築に向けて、⾏政、企業、NPO ・NGO、メディアなどとの連携・ネットワークづく
りを進めながら、分野横断的に取り組んでいる。 

 
団体名 とうきょう森林産業研究会 本部所在地 東京都江東区 
代表者名 島⽥ 陽嗣 Web サイト - 
TEL 03-3521-8501 E-mail s.abe@hotmail.co.jp 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈トキどき応援団 本部所在地 新潟県佐渡市 
代表者名 計良 武彦 Web サイト  
TEL 080-1024-8274 E-mail tokidoki@e-sadonet.tv 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■野⽣動物保護・保全 

活動紹介 

決して無理をしない、時 （々トキどき）の精神で活動しましょうをモットーに①トキ
の野⽣復帰に協⼒②佐渡の⾃然環境を主とする毎⽉ 1 回の勉強会③ビオトープの整
備と維持管理④⼤⼿企業等の CSR 活動の受⼊れ⑤⽇本⾵景街道 ・佐渡國しま海道の
世話⼈代表等 

 
団体名 ⼀般社団法⼈所沢市⺠ソーラー 本部所在地 埼⽟県所沢市 
代表者名 品川  昭 Web サイト https://tokorozawasiminnsora.jimdofree.com/ 
TEL 090-1104-3611 E-mail tokorozawa.shimin.solar@gmaii.com 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈中野・環境市⺠の会 本部所在地 東京都中野区 
代表者名 伊東 明彦 Web サイト  
TEL 090-4542-0761 E-mail nakanokankyoshimin@gmail.com 
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団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
奈良ストップ温暖化の会（NASO） 本部所在地 奈良県奈良市 

代表者名 理事⻑ 北浦由⾹ Web サイト https://naso.jp/ 
TEL 0742-49-6730 E-mail otoiawase@naso.jp 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■省資源、省エネルギー 
■まちづくり、地域づくり、交通問題 

活動紹介 

私たちは、脱炭素で持続可能な社会を創ることを⽬指し⾏動する市⺠が⼀⼈でも増える
よう、環境講座への講師派遣、環境啓発イベント出展  ・企画、⾏政  ・事業者等と連携  ・
協働した環境家計簿の推進や⾃然エネルギーの利⽤促進、マイカー抑制（⾃転⾞利⽤推
進）、⼦どもたちが楽しく学ぶエコアイデアコンテストの企画実施、アースデイ奈良へ
の協⼒などの取組みを展開しています。2001 年設⽴。 

 

団体名 ⼀般社団法⼈ 
熱帯林⾏動ネットワーク 本部所在地 東京都渋⾕区 

代表者名 原⽥ 公 Web サイト http://www.jatan.org/ 
TEL 03-5843-6720 E-mail info@jatan.org 
主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ 

活動紹介 

熱帯林をはじめとした世界の森林の保全のために、森林破壊を招いている⽇本の⽊材貿
易と⽊材の浪費社会を改善するための政府、企業、市⺠の役割を提⾔し、世界各地の森
林について、⽣物多様性や地域の住⺠の⽣活が守られるなど、環境⾯、社会⾯において
健全な状態にすることを⽬指す。 

 

団体名 認定特定⾮営利活動法⼈ 
ハーモニーネット未来 本部所在地 岡⼭県笠岡市 

代表者名 宇野 圴惠 Web サイト https://hamomira.or.jp 
TEL 0865-63-4955 E-mail kodomo1@kcv.ne.jp 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ 

活動紹介 

1987 年設⽴以来、すべての⼈をとりまく⽣活・⽂化環境をより良くする活動を⾏い、
⼦どもの豊かな成⻑と、今を⽣きるすべての⼈が安⼼して⽣活できる地域社会の創出を
めざし、さまざまな社会課題解決を事業化や政策提⾔等を実施している。2015 年、笠
岡市屋根貸し事業を活⽤し、笠岡市ではじめての市⺠参加による、⼤井児童館「おひさ
ま発電所」設置 ・売電することにより得た収益⾦のうち必要経費を除いた余剰収益⾦で
「おひさま基⾦」の設⽴をめざし、環境教育や⼦ども ・障がい児 ・ひとり親家庭 ・⽣活
困窮者・⼥性等に対して⾏政ではできない⽀援を⾏う。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
バイオマス産業社会ネットワーク 本部所在地 千葉県柏市 

代表者名 泊 みゆき Web サイト https://www.npobin.net 
TEL 047-389-1552 E-mail mail@npobin.net 
主な活動分野 ■再⽣可能エネルギー 

活動紹介 

間伐材や農業残さなどのバイオマス資源の⽣態的 ・社会的 ・経済的に持続可能な利⽤を
推進することで、循環型社会の実現に資することを⽬的として、1999 年に設⽴（2004
年に NPO 法⼈化）。調査 ・研究、⽉１回ペースの研究会（セミナー）／シンポジウムの
開催、バイオマス⽩書の発⾏、政策提⾔等の普及 ・啓発活動、事業実施 ・事業へのアド
バイス等の活動を⾏っている。 
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団体名 反農薬東京グループ 本部所在地 東京都⻄東京市 
代表者名 辻 万千⼦ Web サイト http://home.e06.itscom.net/ chemiweb/ladybugs/ 
TEL 042-463-3027 E-mail npant@n09.itscom.net 
団体名 ピースボート 本部所在地 東京都新宿区 
代表者名 吉岡 達也 Web サイト https://peaceboat.org/ 
TEL 03-3363-7561 E-mail mizuan@peaceboat.gr.jp 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
ひらつかエネルギーカフェ 本部所在地 神奈川県平塚市 

代表者名 ⽥中 良治 Web サイト http://hiec.cocolog-nifty.com/blog/ 
TEL 050-3728-5219 E-mail hiec@cafe.email.ne.jp 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■省資源、省エネルギー ■再⽣可能エネルギー  他 

活動紹介 

エネルギーの⽣産 ・使⽤ ・廃棄に関わる⼈間活動が及ぼす環境への影響を調査し、これ
を軽減することに関する下記事業を⾏い、もって持続可能な環境づくりに寄与する。
（１）広く⼀般の市⺠に対して、エネルギーと環境に関する展⽰ ・広報 ・講演 ・講座 ・
勉強会などの⽅法により啓発を⾏う事業（２）エネルギーと環境に関する個別 ・特定の
問題に関⼼のある市⺠に対して、測定・調査などの結果に基づき相談を⾏う事業（３）
⾃然エネルギーや省エネルギーをどのように普及していくかを調査する事業（４）⾃然
エネルギーや省エネルギーの普及を推進・実践する事業 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
北海道グリーンファンド 本部所在地 北海道札幌市 

代表者名 鈴⽊ 亨 Web サイト https://www.h-greenfund.jp 
TEL 011-280-1870 E-mail hgfinfo@h-greenfund.jp 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■省資源、省エネルギー ■再⽣可能エネルギー 

活動紹介 

①グリーン電気料⾦制度：電気料⾦の５％分を、市⺠⾵⾞などの建設資⾦とするため、
グリーンファンド基⾦に寄付する制度を創設、運⽤しています。 
②市⺠⾵⾞の設置および運営：グリーン電気料⾦基⾦をベースに市⺠⾵⾞の拡⼤に取り
組み、脱原発と再エネ拡⼤に実践をもって取り組んでいます。 
③省エネルギー・⾃然エネルギー普及啓発活動：再エネ・省エネ・気候変動に関するセ
ミナー開催、⼩中学校の環境教育⽀援、市⺠⾵⾞⾒学、講師派遣など⾏っています。 
以上の３つの事業活動を柱として活動しています。 

 

団体名 ⼀般社団法⼈マテバシイと森の普
及促進協会 本部所在地 東京都中央区 

代表者名 近藤  豊⼆郎 Web サイト https://www.facebook.com/matebashii/ 
TEL 03-5644-0922 E-mail s.abe@hotmail.co.jp 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈⽔・環境ネット東北 本部所在地 宮城県仙台市 
代表者名 新川 達郎 Web サイト https://mizunet.org/ 
TEL 090-2979-5755 E-mail mizunet@mizunet.org 
主な活動分野 ■⾃然保護・保全・復元 ■環境教育、ESD  ■その他 

活動紹介 

⽔環境に関わる市⺠や団体も数多くあります。 私たちは、これらのひとびとが⾃由か
つ活発な意⾒や情報を交換する場、様々な分野の⼈たちとの複合的な交流や共通の⽬標
にむけての合意形成の場が必要と考えました。⽔ ・環境ネット東北 は、「産（⺠間企業）」、
「官（⾏政）」、「学（⼤学、研究者）」、「野（住⺠）」の『ひとびと/市⺠』が、顔を⾒な
がらひざを交えて話し合い、お互いの⼼が通じ合う、『ひと』のネットワークづくりを
⽬的として活動しています。 
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団体名 ⽔ Do ！ネットワーク 本部所在地 東京都台東区 
代表者名 瀬⼝  亮⼦ Web サイト http://sui-do.jp 

TEL 075-211-3521 
（環境市⺠内） E-mail info@sui-do.jp 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■３R（リデュース、リユース、リサイクル） 
■持続可能な経済・消費、グリーンコンシューマー、グリーン経済 

活動紹介 

「⽔ Do ！（スイドゥ）」は、使い捨て型の消費と⽣産のあり⽅を⾒直し、オルタナテ
ィブを推進するキャンペーンです。使い捨て容器⼊り飲料等の消費を減らし、「⽔の域
産域消」を推進することにより、環境負荷の低減、⼈にやさしいまちづくり、地域の⽔
資源保全を促進することをめざします。2010 年６⽉、国際環境 NGO FoE Japan の活
動としてスタートし、2014 年度より活動をより⼤きく展開するため、賛同団体で構成
する「⽔ Do! ネットワーク」により運営しています。 

 
団体名 緑の⼤阪 本部所在地 ⼤阪府豊中市 
代表者名 ⼭⼝ 恒樹 Web サイト http://midori0517.blog.fc2.com/ 
TEL 06-6836-7542 E-mail ryuukyuu@nifty.com 
主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■再⽣可能エネルギー ■放射能、原⼦⼒ 

活動紹介 

エコで、フェアで、ピースな持続可能な社会の実現を⽬指して、セミナー ・上映会 ・カ
フェ ・対話集会などを開催し、多くの市⺠に知る機会を提供しています。2021 年は気候
危機問題が喫緊の最⼤課題と捉え、地球の平均気温の上昇を 1.5℃未満に抑えるため、
原発ゼロを前提に気候危機を回避し、持続可能な社会への道筋を多⾯的に考える連続セ
ミナーの実施を予定しています。また、気候変動の最⼤要因である化⽯燃料から再⽣可
能エネルギーへの転換を促進する活動や原発ゼロ社会の実現に向けた活動にも取り組
んでいます。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈みどりの市⺠ 本部所在地 ⻑野県⻑野市 
代表者名 ⾼⽊ 直樹 Web サイト https://midorinoc.sub.jp 
TEL 026-269-5092 E-mail midorit18@shinshu-u.ac.jp 

主な活動分野 ■地球温暖化防⽌ ■３R（リデュース、リユース、リサイクル） 
■環境教育、ESD 

活動紹介 

地球にやさしい⽣活の提案、環境への市⺠の意識向上を図るための環境教育 ・啓発活動、
地域の⾃然環境保護 ・保全活動を通じて、持続可能な循環型社会を⽬指しています。活
動は、⾏政との協働による⽣ごみの減量・堆肥化やレジ袋の削減の推進。2R の推進の
ためにリユース⾷器の普及、またグリーンコンシューマーや省エネ、地球温暖化防⽌の
普及啓発、サロン⾵セミナーや講座など市⺠向けに実施。学校への環境学習の⽀援事業
として ESD の取組み。現場体験として遊休農地を利⽤したひまわりや⼤⾖の栽培の実
践を⾏っています。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
緑の地球ネットワーク 本部所在地 ⼤阪市港区 

代表者名 前中 久⾏ Web サイト https://www.gen-tree.org 
TEL 06-6576-6181 E-mail gentree@s4.dion.ne.jp 
主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ 

活動紹介 

緑の地球ネットワーク（GEN）は 1992 年から中国⼭⻄省⼤同の⻩⼟⾼原で緑化協⼒を
続けてきました。GEN が⼤同で成し遂げてきたことは、植樹⾯積 5900ha、本数 1880 
万本という数字だけで測ることはできません。⽇中戦争で⼤きな被害をだし、⽇本への
反感が強かった地域で、「GEN は⼈の⼼にも⽊を植えている」と評された信頼関係を築
き、植樹本数だけではない多様性のある森林再⽣のモデルづくりをめざした活動は、類
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を⾒ないと⾃負しています。また、国内では “ ⾃然と親しむ会” や勉強会、講演会を続
けてきた⼀⽅、東北の海岸林再⽣にも協⼒しています。 

 
団体名 ⼀般社団法⼈南九州省エネ推進協会 本部所在地 ⿅児島県⿅児島市 
代表者名 濱⽮ 欣洋 Web サイト - 
TEL 099-267-0055 E-mail yoro@heart.ocn.jp 
団体名 未来のエコラ 本部所在地 ⿃取県⽶⼦市 
代表者名 熊⾕ 春美 Web サイト https://www.facebook.com/mirainoecola/ 
TEL 050-5309-0665 E-mail mirai@ecola-tottori.org 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
有害化学物質削減ネットワーク 本部所在地 東京都江東区 

代表者名 中地 重晴 Web サイト https://toxwatch.net/ 
主な活動分野 有害化学物質の削減 
TEL 03-5627-7520 E-mail info@toxwatch.net 

活動紹介 

2002 年 4 ⽉、市⺠、NGO による有害化学物質削減ネットワーク（T ウォッチ）を結
成。⾏政、事業者、市⺠のリスクコミュニケーションのためにセミナーの開催。市⺠向
けＰRTR 情報公開ウェブサイトの開設。SAICM、2020 年度⽬標達成に向けた取り組み
の継続。ＩCCM（国際化学物質管理会議）へ参加。各種化学物質に関する地域セミナ
ー、オンラインセミナーの開催。ＰRTR 制度の分析・評価・提⾔。  

 

団体名 容器包装の 3R を進める全国ネッ
トワーク 本部所在地 東京都千代⽥区 

代表者名 中井 ⼋千代 Web サイト http://www.citizens-i.org/gomi0/ 
TEL 03-3234-3844 E-mail reuse@citizens-i.org 

活動紹介 

2003 年「容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク」として、全国でご
みの問題に取り組む 215 の団体、182 名の個⼈が参加するネットワークを設⽴。 2006 
年「容器包装の 3R を進める全国ネットワーク」と改名。2011 年、40 万筆の署名とと
もに国会請願が採択された。採択を受けて拡⼤⽣産者責任の徹底、2R （リデュース ・リ
ユース）の促進、選別の合理化などを盛り込んだ「改正市⺠案」を作成。2016 年予定
の第 2 回容リ法の⾒直しに向けて、市⺠案の⽅向での容リ法改正をめざして活動してい
る。 

 

団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
よこはま⾥⼭研究所（NORA） 本部所在地 横浜市南区 

代表者名 松村 正治 Web サイト https://nora-yokohama.org 
TEL 045-722-9674 E-mail info@nora-yokohama.org 

主な活動分野 ■森林の保全・緑化、砂漠化防⽌ ■環境教育、ESD 
■まちづくり、地域づくり、交通問題 

活動紹介 

都市⽣活者の視点から「⾥⼭とかかわる暮らし」を実践し、⾥⼭⽣態系を豊かにしつつ、
私たちの暮らしの質も⾼めることを⽬ざす NPO。おもに横浜市内のフィールドで、⼭
仕事（森林 ・⽵林の保全、⽊材の有効活⽤）、野良仕事（農地の保全 ・活⽤）などの⾥⼭
保全活動のほか、街なかの活動拠点「はまどま」で神奈川野菜の市（いち）や⾷事会、
⽵細⼯教室なども開催し、地域に根ざした持続可能なコミュニティづくりを実践してい
る。最近は「まちの近くで⾥⼭をいかすシゴトづくり」をテーマに、社会的起業を促進
する基盤づくりに⼒を⼊れている。 
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団体名 特定⾮営利活動法⼈ 
ラムサール・ネットワーク⽇本 

本部所在地 東京都台東区 

代表者名 ⾦井 裕 
永井 光弘 

Web サイト http://www.ramnet-j.org/ 

TEL 03-3834-6566 E-mail info@ramnet-j.org 
 

団体名 レイチェル・カーソン⽇本協会関
東フォーラム 本部所在地 東京都町⽥市 

代表者名 ⼩川 真理⼦ Web サイト http://j-rcc.sakura.ne.jp/kantou/ 
TEL 042-796-1801 E-mail carsonkantou@gmail.com 
主な活動分野 ■農薬問題 

活動紹介 
レイチェル・カーソンの著作「沈黙の春」「センス・オブ・ワンダー」からカーソンの
⾃然への思いを伝えていくこと、次の世代へ⼤切な地球の⾃然を繋ぐこと を読書会や
⾃然観察会、フォーラムなどを通じて語り継いでいくことを⽬的としている。 

 
団体名 特定⾮営利活動法⼈レインボー 本部所在地 東京都世⽥⾕区 
代表者名 鷹取 良典 Web サイト http://rainbow.gr.jp 
TEL 090-7256-3412 E-mail jimkyoku@rainbow.gr.jp 
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